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はじめに

周知の如くロシアは18世紀の領土拡張を通じて内陸の辺境国家モスクワ公国から豊富な海港拠

点を擁するロシア帝国へと大きく躍進した。すなわち、まず世紀初頭にはピョートル大帝（在位：

1682－1725年）がスウェーデンとの北方戦争（1700－21年）及びニスタット条約（1721年）に

よってバルト海での覇権を獲得し、以後聖ペテルブルクを拠点とした北西ヨーロッパ向け原料輸出

を促進する一方、世紀後半にはエカチェリーナ二世（在位：1762－96年）がオスマン帝国との露

土戦争（17鵬－74年）及びキュチエク・カイナルジ条約（1774年）によって黒海・バルカン進出

を実現し、黒海北岸の港湾都市オデッサを基地として地中海諸国向け穀物輸出を開始している。か

くして相世紀のロシアは、経済的にはヨーロッパ世界経済の製品版売市場・原料供給地帯として

機能するとともに、政治的にはヨーロッパ知識人の言う蛮族国家の地位を払拭してヨーロッパ勢力

均衡体系の一角を占め、いわゆる世界システムの一角に編入されることになった。

以上の段階的・地理的変化を示す領土拡張・貿易発展に関して、一般にこれまで経済史研究の領

域ではイギリス海外貿易との連関から北方におけるバルト海貿易の意義が強調され、イギリス産業

資本に対する製品版売市場・原料調達市場としての受動的・従属的地位が指摘される一方、外交史

研究の分野では東方問題との関係から黒海・バルカン方面における南下政策の展開が重視され、衰

退するオスマン帝国に対する侵略国家としての能動的・優越的地位が示唆されており、両者を統一

的に把握する意識は低いと言える。かかる先行研究の偏向と、相互に矛盾する史像への疑問から、

先の別稿ではピョートル大帝時代からアンナ女帝時代に至る時期を対象に、バルト海貿易と南下政

策との一体的把握を試み、さしあたり以下の結論を得た。すなわち、①ロシアは北方戦争での勝利

によってバルト海貿易を促進する一方、平行する蕗土戦争（1686－99・1710－13年）・ベルシア

遠征（1722－24年）を挺子として黒海・カスピ海貿易の開拓を試みていたこと、②ロシアは北方

戦争での勝利によってヨーロッパ諸国家体系の一翼を構成する一方、露土戦争での連敗によって対

土同盟を形成する必要を痛感し、外交的にはイギリス・オーストリア両国との友好・同盟関係を追

求し、国内的には通貨・関税改革を挺子とする軍事財政の整備を進めたこと、③1734年の英彦通

商条約は、経済的にはバルト海経由イギリス羊毛製品輸入・イギリス向け原料輸出を加速し、イギ

リス商業革命・産業革命の加速に貢献した反面、外交的には英露友好関係を構築して対土戦争の後

盾を提供し、また財政的には対英貿易黒字を拡大して軍事財政の基盤を創出し、かくしてロシア南

下政策の遂行にも二重の意味で有効であったこと、以上である。（1）

これを受けて小塙は、続く世紀中葉における女帝エリザヴェ一夕・ベトローヴナ（在位：1741

－62年）の治世を分析対象とし、ロシア海外貿易・領土拡張の展開に占める当該期の歴史的位置
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・段階的特質を確定することを課題としている。この課題の遂行に際しては、政策分析を媒介とし

た経済過程と政治過程との連繋関係、及びロシア海外貿易・外交関係をめぐるイギリス・フランス

両国の位置関係を念頭に置きつつ、以下の諸点に留意して分析を進めたい。第一にロシア海外貿易

を、バルト海貿易の興隆と黒海・カスピ海貿易の開拓、イギリス市場の台頭とフランス市場の生成、

以上の枠組から多角的に把握すること、第二に政策決定の主体たるツァーリズム国家の内部構造を、

一方における宮廷貴族の派閥抗争と他方における官僚国家の形成から整理すること、第三にロシア

経済政策を、海外貿易をめぐる領主階級・商人資本の経済利害、対外戦争・戦費調達をめぐる国家

独自の財政利害、両者の矛盾・妥協として析出すること、第四にロシア外交政策を、国内的には宮

廷内部の派閥抗争、対外的には西部方面におけるイギリス・フランス対立と南東方面におけるベル

シア・オスマン対立、以上の枠組から理解すること、第五に以上の経済・外交政策の総括としてイ

ギリス・フランス両国との通商条約交渉を展望すること、以上である。（2）

証

（1）拙稿「十八世紀前半におけるバルト海貿易とロシア南下政策」『鳥取大学・大学教育総合センター紀要』

第ｌ号2004年。

（2）一般に柑世紀ロシア史研究においては、内外を問わず、ビョートル大帝・エカチェリーナ二世両帝治世

への強い関心とは対照的に、エリザヴェ一夕女帝時代に関する研究蓄積は少ない。これは旧ソ連学界におい

て、ピョートル大帝・エカチェリーナ二世両帝治世がロシア史上の成長・発展期として称揚される一方、両

帝治世を媒介した相世紀中葉が、宮廷官僚の政争（所謂「宮廷革命」）と経済成長の停滞を経験した「女帝

の暗黒時代」として否定的に評価されてきたことに由来する。かかる傾向は既に帝政時代ロシア史学の最高

傑作Ｂ・0・クリュチェフスキー（八重樫喬任訳）『ロシア史講話』恒文社1979一基3年、にも認められると

ころである。ただしソ連崩壊後のロシア国内では、これまでのイデオロギー的色彩の強い硬直した歴史像の

見直しが進み（土肥恒之「歴史の見直しと歴史家一最近のロシア史研究から－」『東欧史研究』第23号2001

年）、その一環としてエリザヴェ一夕女帝治世の再評価も行われており、代表的な論考は英訳もされている。

例えば、Ｖ．Ｐ．Ｎａｕｍｏｖ，“ＥｌｉｚａｖｅｔａＰｅｔｒｏｖｎａ”，ＲｕｓｍｉｎＳｂ曲ｓｉｎ肋ｔｏｒｙ，Ｖｏｌ．32，1994匹ｅｐ．，‘‘ＥｍｐｒｅｓｓＥｌｉヱａｂｅｔｈＩ，

174ｌ・1762”，Ｄ．Ｊ．Ｒａｌｅｉｇｈ（ｅｄ．），ｍｅＥｗｒｏｒＴａｎｄＥｈｐｒｅｓｓｅｓｄＲｕｓｓｉａ：ＲｅｄｉｓｃｏｖｅｒｉｑｇＬｈｅＲｏｍａｎｏｖｓ，ＮｅｗＹｏｒｋ，

1996）；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，仏ＲｕｓｓｉａｉｎｔｈｅＭｉふＥｉｇｈｔｅｅｎｔｈＣｅｎｔｕｒｙ：ＴｈｅＳｔｒｕｇｇｌｅｆｏｒＰｅｔｅｒ’ｓＬｅｇａｃゾ’，ＳｏｖｉｅＥＳｔｕｄｅｓｉｎ

肋ねサ，Ｖｏｌ．28，1989；ｉｄｅｍ，肋卿餌Ⅷ肋混血月か蝕吻川戚鮎＝加血＝7イノ－Ｊ7∂Ｊ，ＯｕｌｆＢ托¢ＺＣ，1995；Ａ・Ｂ・

Ｋａｎ¢ｎＳｋｉｉ，地点弘∬ね〝助甲かｅ加伽瑚おｇ〝助Ｃ用地ヴ助助ｒｃ肋智♪ｒαタねｃｅ如才　抒恥ｒ〟，Ｎ¢ＷＹｏｒｋ，1997，

Ｃｂ叩ｔｅｒ5，などがそうである。なお19世紀後半の大家Ｓ・Ｍ・ソロヴィヨフは、その弟子クリュチェフスキ

ーとは対照的にエリザヴェ一夕時代について多くの叙述を残しており、現在その英訳が進められている。Ｓ．Ｍ．

Ｓｏｌｏｖｉｅｖ，Ｅｗ∬Ｅｉｂｂｅｔｈｂ ｒｅｍ］741」744；ｉｄｅｍ，Ｅｂｐｒｅｓｓ Ｅｌｉｚａｂｅｔｈｂ Ｒｅ＆，）745－）752；ｉｄｅｍ，Ｅｈｐｒｅｓｓ

ぶたαゐｇ血伽〝郡Ｊわ脚血〃〝ｄ血助岬〝肋和肌町Ｊ乃7－Ｊ7‘β，ＯｕｌｆＢ一号ｅＺち1996（それぞれ、仇血γ打払血

♪0桝Ｊ鹿加ｅβＪ伽，ＶｏＩｓ．37，38，41）．

他方欧米、とりわけ合衆国では、方法面・実証面で国際的にも評価の高い純学問的なロシア史研究が発達

してきたが（外川継男「アメリカにおけるロシア史研究」（－）（二）『史学雑誌』第71巻19‘2年、和田春樹

「アメリカのロシア・ソ連史研究」同編『近代ロシア史研究の新しい波』19＄3年、小島修一「ロシア史研究

の新しい課題一最近のアメリカ学界の動向から－」『ロシア史研究』第59巻199‘年）、エリザヴュータ

女帝治世に関する個別研究となるとやはり少ない。伝統的な解釈によるものとしては、Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，ｒ鮎伽喝加ｇｒ

〆ルね′血Ｇ〝瓜」肋0ワオ月∽∫ね〝β申わ桝αγｄＪｄげ加月払∬ね〝ＣｏｗＪ〟〝ゐ′血助卵胞ムｇ助Ｊセ加ⅥＷ

）74）．）762，ＮｅｗＹｏｒｋ，1900（Ｒｅｐ．1970）；Ｔ．Ｔ．Ｒｉｃｃ，肋ａｂｅＬｈ：Ｅｈｐｒｅｓｓｑｆ’ＲｚＭｉａ，ＮｅｗＹｏｒｋ，1970，また同帝時代

の再評価を試みたものとしては、Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，血柳お堀ｄ加平〃ぬ桝如月貼血乃ｅＪおな〝げ肋虎ｅ勅ノ7ル

ノ7〟，ＮｅｗＹｏ止，1粥7，がある。なお本邦でも管見の限りこれまでエリザヴュータ女帝時代に関する個別研究
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は存在せず、概説でも十分な叙述はなされなかったが（岩間徹「1さ世紀のロシア」『岩波講座・世界歴史』

第17巻（近代4）岩波書店1970年）、上記の如き最近の趨勢を踏まえ、現在の標準的著作は当該時代に一定

の評価を与えている。ただし叙述の比重は依然として軽いと言える。田中陽鬼・倉持俊一・和田春樹編『世

界歴史大系・ロシア史』（全三巻）山川出版社1994年、第二巻、64一‘8貢、及び和田春樹編『ロシア史』（新

版・世界各国史22）山川出版社2002年、177－178頁。

なお小塙の設定課題は、これまでヨーロッパ列強のトルコ進出を検討してきた筆者の全く独自の間膚関心

に由来するものであり、これと関連して小稀の史実確諷も専ら上記の先行研究に依拠するにとどまっている。

これらの点で小塙が大きな限界を抱えていることをあらかじめ付言しておきたい。

〔Ⅰ〕18せ紀中葉ロシア海外貿易の構造

まず本節ではロシア海外貿易の構造を概観しよう。エリザヴェ一夕女帝時代に相当する1740－

60年のロシア海外貿易は、①オーストリア継承戦争（1740－48年）に伴う停滞、②両戦間期にお

ける急速な成長、③七年戦争（1756－63年）に伴う成長の鈍化、以上三つの局面を示し、当該期

を通じて輸出貿易は総額5，000，000ルーブリから10，000，000ルーブリへと、また輸入貿易は総額

4，000，000ループリから8，000，000ルーブリへと、ともに倍増している。貿易収支はほぼ一貫して輸

出超過を記録しており、平均黒字もｌ，500，000ループリから2，500，000ループリへと拡大傾向にある

（図1）。（1）以上の趨勢を示す相世紀ロシア海外貿易は、相手市場の地理的編成から整理した場合、

ヨーロッパ諸国との貿易、及びイスラム諸国（ベルシア・オスマン帝国）との貿易、以上の二大環

節に大別しうる。史料上の制約から両者の正確な数値は不詳であるが、先行研究の指摘によれば、

ヨーロッパ貿易の年間平均総額が1724年の6，400，000ループリから1758－60年の9，400，000ルー

園1‥ロシア海外貿易1740－1765年　　　　　　　　　　（1，000ルーブリ）

1740　　　　　　1745　　　　　1750　　　　　　1755　　　　　1760　　　　　1765

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，Ｔ71ｅＰＬｏｗ．（ｈｅ肋ｍｍｅｒ，ａｎｄｔｈｅ肋ｏｚＬ（：ＡｎＥｃｏｎｏｍｉｃＨｉｓ（0ワｑｒＥな力ｔｅｅｎ（ｈＣｅｎｔｕり，ＲｚＬＳＳＬａ，Ｃｈｉｃａｇｏ・

19＄5，ｐｐ・164－165，192－193；Ｊ・Ｎｅｗｍａｎ，“ＲｕｓｉａｎＦｏｒｅｉｇｎＴｒａｄｅ，1680－1780：ＴｈｅＢｒｉｔｉｓｈＣｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏ㌦，Ｐｈ・Ｄ・

ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ，ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＥｄｉｎｂｕｒ＆1985，Ｐｐ・342－343・
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プリへと上昇する一方、アジア貿易のそれは1735－45年の340，000ループリから1753－56年の

鮒0，000ループリへと成長している。したがって、両者の相対的比重関係を見る場合、ヨーロッパ

貿易はロシア海外貿易全体のさ5％を占めるのに対して、アジア貿易は全体の10％程度を占めるに

すぎないが、両者の絶対的成長率を比較する場合、ヨーロッパ貿易は三分の一世紀をかけて1．5倍

の増大を示すのに対して、アジア貿易はわずか四半世紀でこれを上回る2倍の成長を記録している。

（2）以下、このような二重構造を念頭に置きながら相世紀中葉ロシア海外貿易の特質を確認しよう。

（1）ヨーロッパ貿易

まずヨーロッパ諸国との貿易取引を見よう。ロシアのヨーロッパ貿易は、①バルト海、②白海、

③ポーランド国境、以上の海路・陸路を通じて展開された。以下順次その特質を検討しよう。

①／くルト海貿易

ピョートル大帝の北方戦争によって実現したバルト海貿易は、言うまでもなくヨーロッパ貿易の

動脈をなし、既に内外でイギリス海外貿易の枠組から各種一次史料（ズンド海峡関税台帳・イギリ

ス貿易総監統計）を分析した先行研究が存在する。ここではその成果を摂取しながら、1734年英

青通商条約の影響に留意しつつ、船舶寄港・輸入貿易・輸出貿易の動向を確認したい。（3）

はじめに外国船舶の寄港状況を見よう（表1）。まず寄港船舶の総数はバルト海をめぐる国際状

勢に左右されて激しく変動している。すなわち1730年代前半にはポーランド継承戦争（1733－35

年）の影響で600－650隻にとどまったが、バルト海域の平和が回復した30年代後半には700一

組0隻代へと急速に上昇し、1740年代初頭には年間鮒0－900隻という未曾有の規模に達している。

続く1740年代にはオーストリア継承戦争によって600隻前後に後退するものの、戦争が終結した

1740年代末より再び上昇に転じ、1750年代前半にはほぼ毎年800－900隻の寄港を記録した。し

かし1750年代後半には再び七年戦争によって寄港総数が下落している。また寄港船舶の船籍内訳

を見れば、オランダ商船は主として古い伝統をもつリガ・ナルヴァ両港を拠点に全体の6割にあた

る350－400隻を占め、17世紀以来のバルト海貿易における支配的地位を依然として維持した。

他方イギリスは、制規会社「ロシア会社」Ｒｕｓｓｉａｎ Ｃｏｍｐａｎｙに加盟するロンドン・地方港商人、及

び1707年のイングランド＝スコットランド合同以後も同社への加盟を拒否して独自に活動するス

コットランド商人を担い手として、新興の聖ペテルプルクを基盤として寄港総数を拡大しており、

オランダ商船の仲介する間接取引から脱却して自国商船の直接貿易を強化しつつあった。（4）なかで

も1734年の英露通商条約・第28条がイギリス商人に最恵国待遇を認めて以来、（5）オランダ商人に

対するイギリス商人の優位は決定的となり、1750年代にはオランダ商船が200隻台に半減する一

方、イギリス商船は350－400隻へと上昇している。なおフランス商船の寄港は極めて少なく、フ

ランスのバルト海貿易は専らオランダ商船に依存して展開され、その総数も1730年代まで10隻程

度、割合にしてオランダ商船全体の1％を占めるにすぎなかった。ところが1740年代後半－50年

代前半の両戦間期には一挙に30－70隻へと上昇し、オランダ船籍全体の10％を超過するに至っ

た。なかでもルーアンのフランス商人Ｊ・ミッシェルＭｉｃｈｅｌは、かつてその父親がピョートル大

使節団の訪仏を世話した機縁でバルト海貿易に多大な関心を示し、1740年代から聖ペテルプルク

にて貿易活動に従事する一方、1747年には仏者通商を営む商事会社を設立し、1750年代には現地

の副領事Ｊ・ラインバールＪｏｓｅｐｈＲａｉｍｂｅｒｔやルーアンのゴーダン商会Ｇｏｄｉｎｅｔ Ｃｉｅ．及びＮ・ボー

ドワン商会Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｂａｕｄｏｕｉｎと連携して仏露貿易を展開している。（6）以上の如く18世紀半ばにお

いて海運事業の主軸はオランダからイギリス・フランスへと移行しつつあったと言えよう。
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表 1 ：ズン ド海峡経 由の船舶寄港 1731－60年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （隻）

港湾 リ　　 ガ レヴテル ナルヴァ 聖ペテルブルク 計

船籍 蘭 （仏） 英 計 蘭 計 蘭 英 計 蘭 （仏） 英 計 蘭 （仏） 英 計

1731 17Ｓ

（7）

34 262 34 36 1＄7 35 23（ｉ 41 （2） 61 128 455 （2） 130 662

1732 99 44 191 13 17 236 52 301 27 （3） 84 135 391 （10） 180 644

1733 142 （10） 53 232 4 6 237 45 292 25 （3）

（1）

90 127 428 （13） 188 657

1734 147 （3） 42 227 17 19 226 39 279 24 79 120 442 （3） 160 甲5

1735 169

■（3）

75 276 7 8 138 32 182 27 90 132 3（ｉｌ

（3）
197 59＄

1736 151 51 249 14 18 ＄7 30 119 41 69 133 313 150 519

1737 157 （1） 94 309 22 30 138 42 196 54 99 165 3＄6 （2） 235 700

1738 1＄2 （3）

（7）

74 319 28 41 192 36 241 74 （1） 84 174 495 （4）

（7）

194 775

1739 230 Ｓ2 386 59 69 144 20 173 36 118 171 500 220 799

1740 252 57 406 89 109 104 20 133 52 110 1Ｓ2 557 1＄7 830

1741 261 （20）

（8）

（4）

76 450 53 67 ＿113 28 150 93 （1）

（1）

（2）

105 222 574 （21）

（9）

（6）

209 鍋9

1742 163 ｇ3 28＄ 23 28 139 29 179 69 123 203 429 235 698

1743 121 70 228 23 25 203 25 232 27 69 111 407 164 596

1744 151 51 254 19 22 102 9 124 57 109 192 354 169 592

1745 99 73 244 31 37 140 14 162 37 66 121 320 153 564

174（ｉ 140 （8） 72 315 20 23 86 9 109 40 （1） 108 1（ｉ5 305 （9） 189 612

1747 136 （6） 84 312 26 33 85 27 12Ｓ 45 （3） 145 224 313 （9） 256 697

1748 118 （18） 71 276 40 45 55 21 Ｓ5 29 （5） 72 137 260 ：（23） 164 543

1749 142 （25） 57 317 39 42 124 13 158 42 （7） 96 162 365 （32） 166 679

1750 132 （25） 77 336 19 24 174 18 206 31 （6） 132 179 3ｇＯ （31） 227 745

1751 121 （20） 76 316 31 32 138 32 189 42 （13） 102 181 332 （33） 210 71＄

1752 16Ｓ（38） 86 390 43 49 133 32 1＄9 6Ｓ （31） 155 249 412 （69） 273 877

1753 166 （16） 101 370 28 40 134 36 193 74 （17） 147 255 402 （33） 284 85＄

1754 227 （32） 156 470 20 33 140 41 205 72 （35） 155 239 459 （67） 352 947

1755 138 （27） 142 364 11 27 112 36 1（ｉ9 41 （11） 225 298 302 （38） 403 Ｓ58

1756 170 （13） 117 384 5 15 3

30

1＄ 27 62 （1） 179 263 240：（14） 314 6ｇ9

1757 168 （3）－　90
335 1 5 11 21 84 （5） 119 230 253 （8） 220 591

1758 155 （4） 93 426 1 2 15 55 43 （3） 145 219 229： （7）
】

253 702

1759 201 （1） 89 376 9 12 66 17 96 59 ：（6）
ｌ

188 275 335 （7） 294 759

1760 204 （1） 67 344 9 11 1 8 19 48 （4） 124 204 262 （5） 199 57＄

〔典拠〕Ｊ．Ｎｅｗｍａｎ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．241－268．カツコ内の数値はフランス・ロシア貿易を媒介したオランダ商船の隻数0

次に輸入貿易を見よう（表2）。まず毛織物製品は、輸入総量が1730年代の15，000反前後から1740

年代前半の20，000－30，000反へと倍増し、直後のオーストリア継承戦争によってやや停滞するも

のの、両戦闘期には再び40，000－50，000反へとさらなる倍増を示し、続く1750年代後半には七年

戦争の影響で20，000反前後まで再び減少している。うち、上質織物の輸入は1740年代を通じて停

滞・下降しているのに対して、並質織物の輸入は上昇傾向を維持し、1750年代には羊毛製品輸入

全体の大半を占めるに至った。相手市場の編成を見れば、1720－30年代において上質織物につい

てはオランダ製品、並質織物についてはプロイセン製品がそれぞれ高い比重を占めていたが（ただ

しプロイセン製品はズンド海峡を通過しないため表2には現れない）、対するイギリスは1734年の

英露通商条約・第8条にて領内経由ベルシア貿易の特権を獲得してベルシア向け上質織物の輸出を

加速する一方、（刀当該条約・第27条では軍服用毛織物への優遇税率を享受して軍隊向け並質織物

の輸出も拡大し、（8）この結果1750年代には上質・並質織物ともイギリス製品の独占状態が確立し

ている。なおその他の著修的繊維製品に関しては依然オランダが首位を占めるが、この分野でもイ

ギリス製品が漸次参入し、オランダの地位は動揺する傾向にある。

他の輸入品目としては、ともに奪移的性格をもつ植民地産品・ワインが重要である。まず植民地

産品は、輸入総量が1730年代後半から1740年代初頭にかけて倍増し、1740年代にはオーストリ

ア継承戦争によって退潮するものの、1750年代前半には再び激増している。輸入市場としては、1730
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ー40年代には一貫してオランダが圧倒的比重を占めたが、1750年代中葉にはむしろイギリス経由

の産品が倍増し、1750年代後半には両国市場の括抗状態が続いた。またフランスは1740年代後半

においてしばしばイギリスの地位を凌駕する第二の市場へと上昇し、なかでも1754年には空前の

取引総量を記録している。またワイン輸入は、1730年代後半の1，000トン前後から1740年代前半

の1，500－2，000トンへとやはり倍増し、オーストリア継承戦争期の下落をはさんで1750年代前半

には年間2，000トン前後の水準まで回復した後、七年戦争が勃発する1750年代後半にもー定の上

昇が認められる。その主要源泉は1730年代前半までオランダ市場にあったが、1730年代後半には

フランスがこれを凌駕し、1740－50年代にはフランス産品が全体の9割を占めた。（9）

以上の如く1740－50年代においてロシア輸入貿易の構造は、オランダ市場への一極集中傾向か

らオランダ植民地産品・イギリス羊毛製品・フランス酒類が併存する多角的分散傾向へと大きく変

容した。またイギリス・オランダ両国のロシア向け輸出は、両国それぞれの植民地・本国産品とと

もにフランス産品に強く依存し、フランスでの買付価格とロシアでの販売価格との差額で多大な利

益を得ており、この点でフランスは英蘭両国のロシア向け輸出貿易を間接的に支援したと言える。

他方輸出貿易を見れば（表3・4）、その太宗は北方戦争でロシア領に編入されたバルト海沿岸

地帯の産出する各種の船舶必需品Ｎａｖｄ Ｓｔｏｒｅｓ（亜麻・大麻・木材・棒鉄）にあり、なかでも1＄世

紀のイギリス「商業革命」ＣｏｍｍｅⅣｉａｌＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ及び一連の国際紛争によって民間商船・海軍艦艇

の需要が高騰するなか、その輸出は上昇傾向にある。まず亜麻・大麻は、帆布・装具の原料として

安定した需要をもち、伸び率こそ僅かであるものの、輸出総量は着実に上昇した。その仕向け先と

してはイギリスが一貫して首位をなし、オランダがこれに続くが、1730年代から1750年代にかけ

て両国市場の格差は拡大する傾向にある。イギリス商人は当該産品の輸入形態としてオランダ市場

を経由する間接取引よりも自国商船を媒介とした直接輸入を指向し、なかでも「イギリス・リネン

会社」ＢｒｉｔｉｓｈＬｉｎｅｎＣｏｍｐａｎｙは、活動拠点の聖ペテルブルクはもとよりオランダの勢力範囲たるリ

ガにおいてすら直接取引を開始している。（10）次に木材は、軍艦建造に不可欠な帆柱・船材として、

西欧各国が海軍拡張を進めた1740年代前半・1750年代前半において輸出が増大している。輸出市

場としては、1730－40年代にはイギリス海軍がなお木材調達の多くをノルウェー市場に依存して

いたため、むしろオランダが全体の9割を占めた。しかしながらノルウェーの森林資源が枯渇する

につれてイギリス向け輸出も漸次拡大し、なかでも聖ペテルプルクのトクック商会Ｔｏｏｋに加え、

リガで活動するモリソンＭｏｒｉｓｏｎ・スペンサーＳｐｅｎＣｅｒ・ソーントンＴｈｏｒｎｔＯｎ・コリンズＣｏｌｌｉｎｓ・

クエール＝ピアソンＷａｌｅ－Ｐｉｅｒｓｏｎ各社が取引を仲介した。この結果1750年代前半にはオランダ向

け輸出総量が絶対的に下降する一方、イギリス向け輸出が急増し、両国市場はほぼ括抗している。

（11）なお1750年代前半にはフランス向け木材輸出も徐々に開始されているが、取引は専らアムステ

ルダムの有力商社ホープ商会ＴｈｏｍａｓａｎｄＡｄｒｉｅｎＨｏｐｅの仲介に依存した。（12）また棒鉄輸出は1730

年代の20，000シップポンド前後から1750年代の50，000－100，000シップポンドへと激増し、イギ

リス向け輸出が全体の9割を占めた。なかでも1740年代には、これまでイギリス棒鉄市場を独占

してきたスウェーデンが価格下落を抑制するべく棒鉄の輸出総量を制限したため、イギリス製鉄業

者はロシア産鉄の輸入を急速に拡大し、以後ロシア産鉄がイギリス市場を席巻している。（13）

なおロシア領外で生産される輸出産品としてはポーランド穀物・ベルシア生糸が重要である。ま

ずバルト海諸港の穀物輸出は、1730年代に増減を繰り返した後、1739－41年には驚異的な伸びを

記録し、続く1740年代の低迷を経て1753－56年には再度の輸出上昇を記録している。これら輸

出向け穀物の生産拠点は帝国領外のポーランド農業地帯（リトアニア・ベラルーシ）にあり、その
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表2：ロシア輸入貿易（ズンド海峡経由）1731－60年

39

品 目 繊維 製晶 （ｐｉｅｃｅ） ．植民地産品

（1，000 ｐｕｎｄ）

ワイ ン

（餌ｎ）羊毛製 品 その他 の

繊維製品■上　　 質 並　　 質 計

市場 斬 英 計 肺 英 計 肺 英 計 蘭 英 計 蘭 英 仏 独 計 肺 仏 独 計

173 1 4，537 2，4＄0 7，051 1，387 5，003 6，471 5，924 7，4Ｓ3 13，522 1，931 0

455

2，314 1，407 197 1

ｄ

71

154 1，77 7 564 333 143 1，110

1732 3，070 1，797 4，9 63 1，ｇ6 1 7，473 9，352 4，93 1 9，2 70 14，315 1，52ｇ 1，985 1，142 206 14（； ｌ，50 1 393 167 48 617

1733 4，158 1，782 6，052 2，709 2，ｇ27 5，557 6，867 4，609 11，609 1，629 Ｓ37 2，767 1，074 170 95 1，500 502 397 42 99 1

1734 3，082 1，06 1 4，4 70 1，529 5，853 7，336 4，6 11 6，9 14 11，80（； 1，850 2，507 4，3（；7 1，046 125 1 128 1，3 16 274 223 55 624

1735 1，905 1，0 13 3，0 00 1，79 1 9，427 11，579 3，696 10，440 14，579 1，964 500 2，494 1，253 1ｇ8 6ｇ 179 1，737 425 699 64 1，307

173（； 2，638 1，992 4，812 3 ，491 7，＄60 11，394 6，129 9，852 16，206 1，＄9 7 290 2，387 1，361 734 80 17（ｉ 2，092 250 封は 63 72ｉ

1737 977 2，柑4 3，2 21 3 ，997 5，356 9，382 4，974 7，540 12，603 2，460 342 2，92＄ 1，445 597 85 202 2，365 271 717 24 1，132

1738 1，023 2，091 3，163 4 ，319 7，398 11，735 5，342 9，489 14，898 2，562 220 2，954 1，595 421 54 224 2，304 348 419 50 8Ｓ5

1739 3，446 2，097 6，543 1，740 7，443 ｇ，205 5，186 9，540 14，74 8 2，352 66 2，686 2，120 383 158 233 2，938 306 610 62 1，043

1740 1，＄09 2，894 4，74 1 5，871 10，229 16，125 7，680 13，123 20，＄66 4，213 ＄4 4，70ｇ 1，481 204 65 392 2，150 395 452 105 999

1741 3，251 4，751 ＄，0 13 4，893 19，463 24，4 13 8，144 24，2 14 32，426 4，10 5 578 4，795 1，733 875 284 543 3，742 319 733 127 1，291

17 42 1，042 4，122 5，192 3，320 21，789 25，116 4，362 ．25，911 30，308 4，009 646 6，101 1，373 66 4 355 ｌ，名2 1 63 1 964 319 2，059

ユ74 3 ユ，057 9，053 10，154 4，ユ23 15，8ｇ】 20，100 5，ユ80 24，934 30，254 5，055 1，562 7，543 1，426 133 92 36（ｉ 2，16 1 349 1，097 252 1，906

174 4 1，905 5，552 7，4 13 4，851 11，172 1（ｉ，070 6，75（ｉ 16，724 23，483 3，0 18 2，168 5，186 1，104 66 113 363 1，654 285 831 93 ｌ，318

174 5 3，574 2，899 6，493 4，087 13，263 17，352 7，661 1‘，162 23，845 4，767 32 5，029 ユ，095 112 ‖0 395 1，Ｓ27 399 1，039 92 1，588

174 6 1，5＄4 Ｓ，315 9，899 2，037 8，528 10，602 3，621 16，ｇ43 20，50 1 3，696 4 94 4，253 1，118 103 114 304 1，717 2 13 442 97 798

174 7 2，314 2，708 5，072 2，6 2（5 12，089 14 ，789 4，940 14，乃7 け，ｇｄｌ 4，795 1，2 73 6，122 980 20 1糾 き6 1，2き5 142 44 0 36 657

174 ｇ り 60 2，887 4，147 2，391 1＄，992 21，558 3，551 21，879 25，705 4，790 ｇ89 5，681 1，145 220 10 131 1，520 159 583 亀3 842

1749 1，46ｇ 3，119 4，615 1，0 30 21，779 22，924 2，4粥 24，ｇ粥 27，539 3，606 253 3，32 5 り 84 2ｉ5 306 289 2，019 325 1，さ23 121 2，30 （ｉ

17 50 2，117 5，3ｇ7 7，584 2，22 3 43，0粥 45，341 4，340 4ｇ，4皇5 52，925 3，667 1，9 16 5，627 1，079 123 237 143 1，632 7 17 266 ＄4 1，106

175 1 2，7＄3 7，20 1 9，984 2，899 27，869 30，768 5，朗2 35，070 40，752 6，019 875 6，975 1，3（；8 472 59 40（； 2，6ｇｇ 3 10 26 1 12 1 名5ｇ

17 52 2，00 5 8，061 10，鵬0 2，3 11 20，362 22，692 4，316 28，423 32，772 6，552 2，052 ＄，619 1，146 280 5 1 27＄ 1，919 383 ｌ，349 4 5 1，896

1753 2，0 12 5，434 7，464 39 1 2 5，423 25，856 2，403 30，857 33，320 5，437 2 12 5，906 854 815 649 324 2，661 238 1，76 1 56 2，119

1754 1，788 6，497 8，358 2 Ｓ9 14，723 15，035 2，077 2 1，220 23，393 5，553 2，15 1 7，鍋8 663 1，883 1，12Ｓ 133 3，886 337 914 37 1，364

1755 699 5，994 6，693 679 16，907 17，586 1，378 22，90 1 24，279 5，645 597 6，242 776 647 60 1 128 2，519 255 1，485 19 1，97 1

1756 1，649 7，66 1 9，552 454 9，5（ｉ9 10，051 2，103 17，230 19，603 5，616 1，156 6，772 70 7 1，846 2 15 173 2，968 204 2，243 4 5 2，588

1757 1，009 3，887 4，978 744 12，734 13，47 8 1，753 16，62 1 18，456 2，445 ｌ，076 3，52 1 835 ＄11 152 284 2，119 145 1，299 48 1，55Ｓ

175さ 1，0き1 4，4 17 5，498 1，192 ‾15，329 16，52 1 2，273 19，746 22，019 1，767 522 2，240 Ｓ12 ＆48 143 4 19 2，267 141 1，723 53 1，994

1759 675 4，007 4，朗2 74＄ 16，4 87 17，235 1，423 20，494 2 1，917 3，229 1，407 4，704 850 998 199 4＄1 2，550 264 2，3由 183 3，025

17‘0 152 3，405 3，5（；3 427 6，095 6，522 579 9，500 10，085 2，254 3 16 2，579 465 1，18 1 479 503 2，653 153 2，040 90 2，335

〔典拠〕⊥Ｎｅｗｍａｎ，Ｏｐ．ｄｔ．，ｐｐ．293－294，30ユー303，308－309，31ト312．

表3：ロシア輸出貿易（ズンド海峡経由）173ト60年
品 目 穀　 物 亜 麻 ・大 麻 木　　 材 棒　　　 鉄 生　　 糸

（ｌ鮎 ｔ） （ｓｈｉｐｐｏｕｎｄ） （1，0 00 ｐ血 ｅｓ） （5 ｂｊｐ ｏｕｎｄ） （ｐｕｎｄ）

市 場 漸 計 蘭 英 計 蘭 英 仏 計 蘭 英 南 欧 計 肺 英 計

17 3 ｉ 5 ，5 1（； 5 ，5 2 0 4 6 ，2 4 0 4 ＄，9 5 4 10 3 ，2 3 0 6 7 5 2 2 ｇ

3 2

7 0 ｇ 5 ，7 7 6 12 ，5 ざ1 1，04 2 2 0 ，糾 2 14 0 ，30 0 14 0 ，30 0

17 3 2 6 2 7 9 3 5 2 8，3 2 ＄ 5 3 ，0 14 8 5 ，9 9 6 7 3 6 5 8 8 2 7 2 ，19 3 2 2 ，2 4 9 5 36 2 5 ，86 0 80 ，80 0 10 9 ，90 0

17 3 3 5 15 5 2 5 2 5 ，9 9 1 6 5 ，5 2 9 兆 ，3 3 0 7 5 7 10 0 6 0 78 2 1 ，9 2 2 2 0 ，30 4 30 0 2 4 ，2 13 2 0 ，4 0 0 2 0 ，4 0 0

17 3 4

17 3 5

4 ，3 7 6

1 7 0 8

4 ，6 6 0

1 9 2 4

2 2 ，3 7 1

3 9 1 32

5 0 ，＄2 4

7 0 0 3 3

7 6 ，5 6 0

1 13 5 6 4

7 4 1

7 0

14 5 17 90 ＄ 1 ，6 5 4 13 ，4 54 1，4 05 17 ，0 4 5 2 4 ，4 0 0 2 4 ，4 0 0

17 3 6 6 7 9
，

1 ，12 5 4 5 ，7 64 5 3 ，6 7 1 10 3 ，6 9 7
甚

4 7 4

6 3

9 2

4

2 0

7 86

5 ＄6

4 ，6 0 3

＆2 1

17 ，24 4

17 ，9 30

56 0

1，99 1

2 2 ，9 8 1

2 1，2 4 8

3 9 ，3 0 0

4 8 ，名5 0

3 9 ，3 0 0

4 9 ，5 3 7
17 3 7 1，8 1 1 2 ，6 8 3 3 5 ，＄15 7 5 ，柑 2 12 0 ，0 5 4 5 3 ＄ 7 1 1 3 6 4 ＄ 1，2 7 4 1（ｉ，9 88 1，8 14 2 0 ，2 8 3 3 3 ，6 0 0 3 3 ，6 0 0

1 7 3 8 5 ，5 2 2 6 ，3 1 0 4 3 ，6 80 6 0 ，3 6 9 1 13 ，0 8 4 6 9 2 3 4 19 76 6 1，3 6 3 18 ，79 2 1，8 8ｇ 2 2 ，6 6 4 4 2 ，6 0 0 4 2 ，6 0 0

17 3 9 14 ，5 6 1 1 5 ，3 1 0 3 5 ，13 4 7 9 ，7 5 3 12 5 ，9 9 ＄ 5 9 1 2 6

8

1 0 6 3 4 3 ，0 3 7 2 0 ，0 6 9 1，9 3 6 2 5 ，2 5 9 15 ，0 0 0 1 5 ，0 0 0

1 7 4 0 2 7，飢 3 3 0 ，5 9 5 14 ，87 5 6 6 ，7 2 4 9 0 ，8 7 3 4 8 ＄ 1 5 53 4 3，9 4 0 2 1，62 （； 2 ，4 3 9 2 ＄，5 2 4 4 8 ，3 0 0 5 0 ，2 0 0

1 74 1 1 7，39 5 20 ，9 0 8 2 7 ，5 14 8 4 ，3 2 Ｓ 12 5 ，7 5 1 7 1 0 4 5 8 7 8 5 2 1，8 7 9 2 2 ，3 5 2 9 4 8 2 6 ，3 0 8 8 0 ，6 0 0

6 ，9 00

8 0 ，6 0 0

ユ7 42 0

1 33

3 0 3 1，6 7 2 9 乳】1 0 14 4，8 8 4 9 7 5 2 4 4 9 1 ，0 6 7 1，1 き1 3 2 ，3 0 1 64 5 3 4 ，9 3 7 5 3 ，4 0 0 6 0 ，3 0 0

1 74 3 1 4 2 2 0 ，9 9 4 5 0 ，＄14 7 9 ，4 0 5 8 4 4 3 1 1 0 8 1 ，0 3 5 9 0 3 2 2 ，4 0 8 1，3 6 2 2 6 ，8 6 5 4 7 ，4 0 0 3 5 ，5 72 ｇ2 ，9 7 2

1 74 4

17 4 5

5 5

74 1

5 5

1 5 4 5

4 5 ，10 4

2 2 5 6 0

9 3，64 3

＄1 34 9

1 44 ，β糾　3 7 6 4 1 5 0 2 6 7 4 2 1，84 4 19 ，7 3 4 さ0 2 2 3 ，14 5 2 3 4 ，0 0 0 2 7 ，75 0 ・2 6 1 ，7 5 0

1 74 6 9 12 9 12
）

4 5 ，2 4 9
†

99 ，6 53
1 1 7， 9

1 69 ，3 56

6 7 （ｉ

5 09

8

5 （；

5

1 5

7 3 1

5 9 9

1，3 7 5

2 ，6ｄ7

19 ，7 4 3

2 4 ，き6 9

1，14 ＄

2 ，16 5

2 3 ，0 7 6

3 0 ，ｄ3 ｇ

1 11 ，6 0 0

ｄ7 ，2 5 0

5 1，02 6

2 9 ，9糾

1 62 ，6 2 6

9 7，2 3 4
17 4 7 0

0

16 4 1 ，7 1 1 14 1，7 6 7 2 02 ，2 3 8 5 2 9 6 1 3 2 6 7 3 70 0 2 6 ，6 15 2 ，2 7 6 3 0 ，8 8 0 7 2 ，2 0 0 3 0 ，73 5 1 0 5 ，6 3 5

1 7 4 ｇ 5ｇ

82

2 9 ，Ｏｇ8 80 ，75 5 1 33 ，8 56 3 00 4 4 4 0 4 0 2 9 5 2 15 ，6 6 7 2 ，0 0 5 ｉ9 ，7 8 9 3 9 ，4 5 0 15 ，6 0 0 55 ，0 5 0

17 4 9 0 3 3 ，17 6 75 ，53 0 1 42 ，0 5 1 4 4 1 6 9 3 5 6 0 0 4 ，64 4 4 1 ，ｇ9 2 1 ，9 4 Ｓ 5 1 ，ｇ8 4 3 0 ，9 8 5 3 2 ，4 3 0 63 ，4 1 5

1 7 5 0 0 2 7 ，＄9 5 13 1，17 4 柑 4 ，14 0 54 7 89 4 1 7 3 7 3 ，70 5 1 0 4 ，7 0 1 6 ，5 7 5 11 9 ，7 ｇ7 1 2 2 ，6 4 1 2 ，2 （ｉ‘ 12 4 ，9 0 7

17 5 1 2 0 7 2 07 3 6 ，8 6 9 4 7 1，1 19 1 54 ，9 皇6 4 34 14 3 2 3 7 0 5 5 ，1 84 4 ｇ，9 9 1 2 ，9 1 4 6 1 ，3 0 9 2 9 ，6 4 6 1 1，7 2 2 4 1 ，3 6 8

1 7 5 2 0 0 40 ，1 6 8 1 13 ，38 4 2 13 ，27 6 4 38 26 0 8 1 8 8 7 3 ，3 6 2 7 3 ，8 7 3 2 ，9 3 4 9 0，1 4 8 2 0 ，3 7 3 1 4 ，3 9 6 3 4 ，7 6 9

1 7 5 3 1，7 6 0 2 ，6 ＄1 4 3 ，2 9 0 87 ，2 5 7 1 73 ，8 33 3 95 3 5 5 6 5 1 ，12 4 3 ，3 15 4 4 ，＄ＯＳ 3 ，7 2 8 5 7 ，4 2 9 4 8 ，1 5 0 2 ，4 4 4 50 ，5 9 4

1 7 5 4 8 7 8 1 ，6 4 4 36 ，3 6 4 1 17 ，7 4 1 2 1（ｉ，9ｇ9 56 2 17 4 4 6 9 9 7 3 ，3 2 5 4 8 ，7 ＄0 3 ，9 8 1 6 1，1 2 1 24 ，2 9 2 1 1，7 5 2

3 5 0

36 ，0 44

1 7 5 5 1，4 0 4 2 ，5 9 6 20 ，4 1 （ｉ 15 3 ，2 0 ｇ 2 17 ，1 55 39 1 32 0 50 摘 8 5 ，0 8 3 6 9 ，13 0 6 ，0 2 2 8 3 2 9 6 2 5 5 0 2 5 5 0

1 7 5 6 1（ｉ6 1 ，2 4 0 4 Ｓ，7 9 6 15 6 ，1＄4 2 2 7 ，9 9 6 17 0 18 4 18 4 4 1 3 ，5 5 1 4 5 ，2 0 0 2 ，3 9 9
Ｉ

52 ，34 9 1 6，6 6 9
）

17 ，0 1 9
1 7 5 7 18 9 2 7 9 5 2 ，6 6 1 ユ0 7 ，0 3 5 2 17 ，4 12 10 1 6 6 2 5 4 5 17 3 3 1 1 ＄0 3 8 3 4 4 3 5 79 2 7 3 4 9 3 4 8 3 30 8 3 2

1 7 5 8 0 3 2 （； 3 4 ，6 6 7 1 12 ，4 3 7 18 1，4 9 7 3 4 9 12 6 6 5 5 3
タ

7 ，5 7 1 4 8，9 07 2 ，4 8 9
〉

6 1，64 4 ＄，14 1
）

1 4 ，4 0 4
〉

2 3 ，7 4 5

1 7 5 9 8 7 10 7 3 7 ，3 7 1 18 5 ，5 6 7 2 5 ！〉，12 3 5 2 9 9 9 6 き4 4 ，さ脚 β3 ，7 40 1，さ2 5 92 ，7 93 3 ，4 4 （ｉ 3 ，4 4 （；

1 7 6 0 1 ，1 2 5 1 ，4 6 7 3 1，66 1 9 ＄，1別 1（ｉ2 ，8 3 5 3 0 4 10 9 44 9 3 ，8 6 4 6 0 ，5 42 3 ，3 ＄＄ 70 ，2 82 8 1 1 8 1 1

〔典拠〕Ｊ・Ｎｅｗｍａｍ，Ｏｐ・Ｃｉｔ・，Ｐｐ．2ｄ9－272，274－2ｇ2，2さ㌻2糾，339・340；Ａ．Ｋ血叫甲．れＰ．22＆
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表4：ロシア輸出貿易1745－55年　　　　　　（1，000ルーブリ・％）
総　 額 亜 麻 ・大 麻 棒　 鉄 皮　 革

174 5 2，79 5．7 （100 ．0 ） 65 2．5 （23 ．3） 12Ｓ．3 （4．5） 65 6．6 （2 3．5）

17 4 7 3，29 2．5 （10 0 ．0 ） 1，17 3．8 （3 5．6 ） 20 2．0 （6．1） 57 8．7 （17 ．5）

17 5 1 3，44 7．ウ （10 0 ．0 ） 7 8 9．3 （22 ．8 ） 33 5．6 （9．7） 66 3．5 （19 ．3）

17 5 2 4，35 3．7 （10 0 ．0 ） 1，3 7 6．4 （3 1．6 ） 72 9．9 （16．7） 6 16．4 （14 ．2）

17 5 5 4，54 4．6 （100 ．0 ） 1，42 1．8 （3 1．3 ） 64 5．2 （14．4） 99 3．4 （2 1．8）

〔典拠〕Ｂ・Ｈ・ヤコフツェフスキー（石川郁男訳）『封建農奴制ロシヤにおける商

人資本』未来社1956年、49貢。

輸出拠点は当該地帯を後背地とする港湾都市リガ、その仕向け先は同市を活動拠点とするオランダ

にあった。輸出品目に穀物が登場した背景としては、国際的には西欧諸国における飢饉の発生によ

って国際穀物価格が高騰したこと、国内的には運河整備が終了して運送経費が減少し、首都におけ

る穀物価格が安定する一方、余剰穀物の輸出能力が向上したこと、以上の事情が存在する。しかし

産業革命前夜の西欧諸国では外国穀物への需要が依然低く、また南下政策・南部開発が途上にある

ロシアでは未だ十分な穀物生産・輸出能力が欠如しており、輸出品目としての穀物の地位はなお弱

いと言える。（川）またべルシア生糸はロシア領土経由の東西中継貿易を象徴する再輸出晶であるが、

輸出市場としてはオランダが大半を占める。1740年代前半にはイギリス向け生糸輸出も開始され

ているが、これは上述したべルシア向けイギリス羊毛製品輸出に連動した現象と推定される。ただ

し1750年代には再びオランダ向け輸出が上昇し、依然として生糸輸出の基軸となっている。（Ⅰ5）

以上の如く1740－50年代において、オランダはロシア領内経由ポーランド穀物・ベルシア生糸

の輸出を牽引したのに対して、イギリスはロシアの船舶必需品輸出における最大の販路として台頭

し、逆にロシアもイギリスの当該産品輸入において北欧諸国（ノルウェー・スウェーデン）に代わ

る最大の供給地帯として成長しており、両国市場は相互の依存関係を強める傾向にあった。

②　白海貿易

白海貿易の拠点たるアルハングリスクは、かつてはロシアが保有する唯一の海港都市として対欧

貿易を牽引してきたが、18世紀初頭の北方戦争で地理的・気候的条件の有利なバルト海沿岸が領

有されて以来、ヨーロッパ貿易の動脈は北氷洋経由の白海貿易からズンド海峡経由のバルト海貿易

へと移行し、この結果アルハンゲリスクはリガ・聖ペテルプルクに次ぐロシア第三の貿易都市へと

後退した。それでも白海貿易は、相次ぐ国際紛争によってバルト海貿易が封鎖・撹乱された際の代

替経路として機能し、なかでもオーストリア継承戦争の勃発した1740年代前半及び七年戦争期の

発生した1750年代後半－60年代前半において輸出・輸入とも取引総額は上昇している（表5）。

輸出品目としてはバルト海沿岸諸港と同じく各種の船舶必需品（麻類・銑鉄・木材・ピッチ・タ

ール）が中心をなすが、一般に白海貿易では荒天の北極海航行に耐えうる大型の船舶が採用された

ため、重量・安価な穀物の取引も高い比重を占め、これらの輸出貿易を挺子として収支は一貫して

黒字を記録している。（－‘）相手市場の編成を見れば、イギリス商人は対蕗貿易の重点を聖ペテルプ

ルクに移して白海貿易より撤退したため、アルハンゲリスクの貿易活動は専らオランダ商人、なか

でも現地のフアン・ブリエン商会ｖａｎ Ｂｒｉｅｎｅｎを媒介として展開され、寄港船舶の過半もオランダ

商船が占めている（表6）。これによりオランダは上記バルト海貿易における後退を白海貿易の展

開によってある程度補填することができた（表7）。なお強い木材需要をもつフランスも白海貿易

に関心を示し、なかでもパリのボージョン＝グーゼン商会Ｂｅａｌｄｏｎ ｅｔ Ｇｏｏｚｅｎはアルハングリスク

でのフランス海軍向け船舶用品（木材・ピッチ・タール）輸入に従事している。叩



鳥取大学大学教育総合センター紀要　第　2　号（2005）

表 5 ：ア ル ハ ン ゲ リス ク 海 外 貿 易 172 5 －64 年　 （ル ー ブ リ）

輸　 出 輸　 入 収　 支

172 5－29 年 平 均 283，176 96，粥 2 186，194

173 5－39 年 平 均 315，4 10 136，845 17Ｓ，565

1740－44 年 平 均 428，363 2 36 ，102 192，26 1

1745－4 9 年 平 均 274，953 116 ，141 158，8 12

1750－54 年 平 均 3 10，9 10 177，706 133，204

1755－59 年 平 均 375，7（；3 129，9 19 24 5，84 4

1760－64 年 平 均 573，495 26 1，6 10 3 11，885

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，呼．Ｃ止，ｐ．25＄．

表6：オランダ船舶の寄港1731－60年

（隻）
バ ル ト 海 諸 港 ア ルハン ケや リスク港

オ ラン タ＋ 寄 港 オ ランタ や 寄 港

船 舶 総 数 船 舶 総 数

1 7 3 1 4 5 5 6 6 2 1 5

6 0

1 1 5

1 7 3 2 3 9 1 6 4 4 1 6

1 7 3 3 4 2 Ｓ 6 5 7 2 0

1 7 3 4 4 4 2 6 4 5 2 8

1 7 3 5 3 （ｉｌ 5 9 8 2 0

1 7 3 6 3 1 3 5 1 9 2 0

1 7 3 7 3 8 6 7 0 0 1 5

1 7 3 8 4 9 5 7 7 5 1 9

1 7 3 9 5 0 0 7 9 9 3 1

1 7 4 0 5 5 7 8 3 0 6 0

1 7 4 1 5 7 4 8 ＄9 5 4 9 6

1 7 4 2 4 2 9 6 9 8 3 5 5 0

1 7 4 3 4 0 7 5 9 6 3 3 5 4

1 7 4 4 3 5 4 5 9 2 2 5 3 0

1 7 4 5 3 2 0 5 6 4 1 3 2 5

3 0

・ 5 1

1 7 4 6 3 0 5 6 1 2 1 9

1 7 4 7 3 1 3 6 9 7 2 1

1 7 4 8 2 6 0 5 4 3 1 8

1 7 4 9 3 6 5 6 7 9 1 Ｓ

1 7 5 0 3 8 0 7 4 5 2 4

1 7 5 1 3 3 2 7 柑 9

4 8

3 7

1 7 5 2 4 1 2 8 7 7 3 0

1 7 5 3 4 0 2 8 5 8 2 9

1 7 5 4 4 5 9 9 4 7 2 8

1 7 5 5 3 0 2 8 5 8 ・2 7

1 7 5 6 ．2 4 0 6 8 9 2 3

1 7 5 7 2 5 3 5 9 1 3 7

1 7 5 8 2 2 9 7 0 2 2 6

1 7 5 9 3 3 5 7 5 9 1 8

1 7 6 0 2 6 2 5 7 8 1 7

〔典拠〕Ｊ．Ｎｅｗｍａｎ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．241－268．

表7：オランダ向け輸出1731－60年

（トン）

バ ル ト 海 白 海 計

経 由 経 由

1 7 3 1 Ｓ7 ，8 1 0 3 ，9 10 9 1，7 2 0

1 7 3 2 8 6 ，4 6 6 4 ，4 8 0 9 0 ，9 4 6

1 7 3 3 8 3 ，7 1 6 7 ，5 2 0 9 1 ，2 3 6

1 7 3 4 9 4 ，5 7 8 10 ，3 7 2 1 0 4 ，9 5 0

1 7 3 5 7 6 ，9 5 2 8 ，7 2 4 8 5 ，6 7 6

1 7 3 6 7 2 ，6 6 2 Ｓ，2 8 4 ＄0 ，9 4 6

1 7 3 7 8 1，0 2 0 6 ，4 3 0 8 7 ，4 5 0

1 7 3 8 1 0 7 ，7 3 2 6 ，6 12 1 1 4 ，3 4 4

1 7 3 9 8 9 ，3 8 0 13 ，0 5 2 1 0 2 ，4 3 2

1 7 4 0 1 0 4 ，3 9 0 2 2 ，5 7 0 1 2 6 ，9 6 0

1 7 4 1 9 6 ，6 7 4 19 ，6 8 6 1 1 6 ，3 6 0

1 7 4 2 7 7 ，6 2 4 1 1，Ｓ2 4 ■ 8 9 ，4 4 Ｓ

1 7 4 3 9 0 ，1 5 8 9 ，4 1 4 9 9 ，5 7 2

1 7 4 4 6 7 ，0 2 2 7 ，0 6 4 7 4 ，0 8 6

1 7 4 5 7 0 ，14 2 4 ，5 3 4 7 4 ，6 7 6

1 7 4 6 6 3 ，2 9 0 6 ，7 2 2 7 0 ，0 1 2

1 7 4 7 5 8 ，7 1 4 7 ，5 2 2 6 6 ，2 3 6

1 7 4 Ｓ 5 5 ，2 0 8 6 ，9 1 2 6 2 ，12 0

1 7 4 9 6 4 ，3 7 ＄ 6 ，5 5 2 7 0 ，9 3 0

1 7 5 0 6 5 ，0 7 8 9 ，5 6 0 7 4 ，6 3 ＄

1 7 5 1 6 0 ，0 9 8 3 ，5 5 0 6 3 ，6 4 8

1 7 5 2 6 2 ，2 5 2 10 ，5 4 0 7 2 ，7 9 2

1 7 5 3 6 1，8 8 2 9 ，7 8 2 7 1，6 6 4

1 7 5 4 64 ，6 Ｓ2 10 ，9 別） 7 5 ，6 6 2

1 7 5 5 4 9 ，4 8 6 10 ，3 5 8 5 9 ，8 4 4

1 7 5 6 3 4 ，5 2 0 15 ，7 1 2 5 0 ，2 3 2

1 7 5 7 3 8 ，7 0 6 2 3 ，3 0 6 6 2 ，0 1 2

1 7 5 8 4 4 ，3 1 2 12 ，6 0 ＄ 5 6 ，9 2 0

1 7 5 9 6 2 ，3 4 2 1 1 ，2 0 2 7 3 ，5 4 4

17 6 0 5 4 ，5 8 6 9 ，4 3 0 6 4 ，0 1 （；

〔典拠〕Ａ．Ｋ血ａｎ，呼．Ｃ止，ｐｐ．306－307．
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③　陸上貿易

以上の海上貿易に比して総量は劣るものの、ポーランド国境を経由するヨーロッパとの陸上貿易

も古来展開されている。内陸都市スモレンスク　Ｓｍｏｌｅｎｓｋを拠点とするポーランド＝リトアニア連

合王国との内陸通商は、一方ではポーランドの港湾都市ダンツイヒに到達してバルト海に接続する

が、他方ではザクセン選帝侯国の内陸商都ライブツイヒを結節点としてヨーロッパを横断する国際

商業の動脈「ホーエ・シュトラーセ」Ｈｏｈｅ Ｓｔｒａ鮎に接続し、ポーランド・ロシア商人によって活

発な通商活動が展開されてきた。17世紀より取引は基本的にロシア側の輸出超過にあり、ロシア

から各種一次産品、とりわけ毛皮が輸出される一方、ポーランドから大量の貴金属が流入している。

しかしながら1＄世紀半ばにはライプツイヒから繊維製晶を中心とする西欧工業製品がロシア市場

へと大量に流入し、この結果貿易関係はむしろロシア側の輸入超過に転換している。（岬

④　収支構造

最後にヨーロッパ貿易の収支構造を見よう。ヨーロッパ諸国との貿易関係は、ポーランド国境経

由の陸上貿易こそ入超に転じたものの、動脈たるバルト海・白海経由の海上貿易は出超を記録し、

全体として収支黒字を維持するとともに、黒字の幅は増大傾向にあったと言える。なかでもイギリ

スとの収支関係は、船舶必需品の輸出を桂子に一貫してロシア側の出超・イギリス側の入超を維持

し、かつ対英輸出の伸張は対英輸入の上昇を上回る傾向にあり、1740年を通じてロシアの対英収

支黒字は150，000－250，000ポンド・スターリングから250，000－450，000ポンド・スターリングへ

と急速に上昇した（図2）。対照的にフランスとの収支は、酒類（ワイン・ブランデー・リキュー

ル）・食糧（オリーグ油・魚介類・乾燥果物）・植民地産品（コーヒー・カカオ・インディゴ）・家

具・高級繊維（タペストリー・リボン・帽子・レース）などの奮傷晶輸入が増大する一方、フラン

ス向け輸出はロシア産品に対する需要の低迷と高率関税の賦課によって停滞し、ロシア側の入超・

赤字を記録している（図3）。（け）全体としてロシアはオランダ植民地産品・フランス酒類の輸入を

イギリス向け原料輸出の黒字で決済したと言えるが、その上でなお巨額の貿易黒字を維持しており、

膨大な正貨・地金がヨーロッパよりロシアへと流入する構図が依然として続いた。（20）

なおイギリス工業製品輸入の増大に伴い、英露貿易の決済方法にも一定の転換が生じたものと推

定される。これまでイギリスはその膨大なロシア産品輸入を決済するべく、基本的には貴金属・貨

幣の輸送に依存しつつも、正貨流出を極力回避するため手形決済の手段を採用しつつあった。すな

わち、まず現地のイギリス在外商館Ｆａｃｔｏけ＝委託代理商Ｆａｃｔｏｒは、一次産品をロシア商人より買

い付けてこれをイギリス本国の輸入業者に向けて発送するが、その際当該業者を名宛人とする為替

手形を振り出すことで自らの輸出代金を回収する。逆にイギリス本国から工業製品・各種奪俸晶を

取り寄せてロシア商人に売却する現地のイギリス代理商は、この為替手形を購入して本国の輸出業

者に送付することで支払義務を履行する。他方この輸出業者は受け取った手形を裏書譲渡して換金

し、輸出代金を回収する。最後にロシアー次産品の輸入業者は、保有する預金口座で満期手形の換

金に応じることにより支払義務を履行し、かくして一連の決済が完了する。以上の為替取引が成立

するにはイギリス工業製品のロシア向け輸出が一定程度発達していることが条件となるが、ロシア

輸入貿易におけるイギリスの地位がなお低い1720－30年代において、為替手形の購入に応じるイ

ギリス輸出業者の現地代理商は少なく、為替手形はむしろロシア輸入貿易において圧倒的比重を占

めるオランダの本国輸出業者＝現地代理商に対して売却され、その後イギリス輸入業者の保有する

アムステルダム金融市場の預金口座で決済が行われた。しかしながら1740年代を通じてイギリス

羊毛製品が急速にロシア向け輸出を拡大するに至り、イギリス輸入業者の対轟債務はもはやオラン
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ダの対露債権とではなく、むしろイギリス輸出業者の保有する対露債権と相殺されることが可能と

なった。かくしてイギリスの対露貿易は、次第にアムステルダム金融市場への依存状態から脱却し、

今やロンドン金融市場において独立的に決済されることになったのである。（21）しかもイギリス商

人は1734年の英露通商条約・第5条において、ヨーロッパ商人のなかで唯一ロシア現地通貨（換

算割合：1ターレル＝125コペイカ）での関税納入を認められ、したがってアムステルダム金融市

場にて両替を行う必要も減少していた。（エ）かくしてイギリス商人は、対露商品貿易においてのみ

ならず対蕗貿易決済においても、オランダの地位を漸次侵食していった言えよう。

図2：対イギリス貿易1700－1765年
（ポンド．スターリング）
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国3：対フランス貿易1740－65年
（リーヴル）
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く2）アジア貿易

次にアジア諸国との商品貿易を見たいが、ここでは、①カスピ海・コーカサス経由ベルシア貿易、

②黒海・バルカン経由オスマン貿易、以上の二大貿易の動向を確認しよう。（23）

①　ベルシア貿易

アストラハンを拠点とするカスピ海経由ベルシア貿易は、純粋なロシア外国貿易としての側面と

ロシア領内を通過する東西貿易としての側面が混在し、また利用可能な統計も限られているため、

全体像の把握は困難となっている。さしあたり先行研究の明らかにするところにしたがえば（表8）、

1730年代後半－40年代前半において輸出・輸入とも2－3倍の急激な上昇を示す一方、続く1750

年代には七年戦争の勃発とべルシア政情の混乱によって急速に下落している。輸出商晶としてはヨ

ーロッパから輸入した工業製品・植民地産品、とりわけオランダ・イギリスより輸入された染色＝

仕上げ済上質毛織物・各種染料（コチニール・インディゴ・アカネ）が大半を占めるが、同時にロ

シア国産商品として毛皮・粗質安価毛織物・金属製品・各種雑貨・紙類もー定の割合を占める。他

方輸入商品は生糸・絹織物・綿織物・高級皮革・銅・宝石・米穀・果実から成り、その大半はロシ

ア国内で消費されるものの、一部はロシア領内を経由してヨーロッパ市場に向けて再輸出されてい

る。貿易収支は頻繁に変動して傾向的特徴を抽出するのは難しいが、全体としては赤字傾向にあり、

とりわけ通過貿易（再輸出）の要素を除外してロシア国産品の輸出と国内消費向けベルシア産品輸

入との収支関係を見れば、明白な赤字構造の定着を確認できる。（24）

表8：アストラハン海外貿易1737－60年　　　　　　　　　　　（ルーブリ）
輸　　 出 輸　　 入 収　 支

国 内 産 晶 再 輸 出 品 計 国 内 消 費

向 け

再 輸 出

向 け

計

1 7 3 7 き0 ，9 3 7 14 2 ，0 9 2 2 2 3，0 2 9 2 74 ，7 5 2 9 9 ，3 4 7 3 7 4 ，0 9 9 －15 1，0 7 0

1 7 3 8 6 3 ，3 5 4 3 3 2 ，7 0 1 3 9 6 ，0 5 5 14 9 ，0 2 8 5 4 ，8 9 2 2 0 3 ，9 2 0 19 2 ，13 5

1 7 3 9 9 1 ，2 9 7 2 6 9 ，6 4 3 3 6 0，9 4 0 4 4 9 ，7 17 1＄9，3 6 1 揖 9，0 7 8 －2 7 8 ，13 8

1 7 4 0 16 4 ，02 6 2 7 3 ，7 13 4 3 7，7 3 9 3 6 0 ，7 5 6 2 4 0 ，2 6 Ｓ 6 0 1，0 2 4 －16 3 ，2 8 5

1 7 4 1 9 2 ，7 Ｓ6 4 0 5 ，6 5 7 4 9 8，4 4 3 10 2 ，8 7 Ｓ 2 4 4 ，6 8 4 34 7 ，5 6 2 15 0 ，8 8 1

1 7 4 2 58 ，9 7 1 5 1 2 ，4 5 2 5 7 1，4 2 3 2 3 3 ，5 5 6 6 5 ，＄4 4 29 9 ，4 0 0 2 7 2 ，0 2 3

1 7 4 3 16 2 ，＄6 0 5 8 2 ，4 6 7 7 4 5，3 2 7 4 4 Ｓ，15 2 4 9 3 ，8 2 2 94 1 ，9 7 4 －19 6 ，6 4 7

1 7 4 4

1 7 4 5

9 7 ，7 Ｓ5

10 4 ，16 2

8 1 0 ，6 2 2 9 0 8，4 0 7 3 4 5 ，7 12

15 9 ，7 5 9

5．7 5 ，2 7 1 9 2 0 ，9 8 3 －12 ，5 7 6

1 7 5 0 8 4 7 ，6 0 0 4 8 ，5 0 0 7 9 9 ，10 0

1 7 5 1

1 7 52

1 7 5 3

1 7 54

1 7 5 5

1 7 5 6

1 7 57

1 7 5 8

1 7 5 9

1 7（ｉＯ

4 3 7 ，9 0 0

4 8 5 ，3 0 0

8 13 ，13 9

3 13 ，15 0

3 3 9 ，6 5 7

2 0 7 ，7 8 9

2 3 9 ，8 0 0

2 4 1，7 0 0

12 9 ，7 0 0

18 0 ，5 0 0

2 2 ，4 0 0

4 1 0 ，9 0 0

5 8 昼，6 0 6

4 4 4 ，0 2 0

3 5 5 ，3 3 6

2 3 9 ，3 0 3

2 4 9 ，5 0 0

3 6 2 ，2 0 0

2 12 ，5 0 0

2 10 ，5 00

4 15 ，5 0 0

7 4 ，4 0 0

2 2 4 ，5 3 3

－13 0 ，ｇ7 0

－15 ，6 7 9

－3 1，5 14

－9，7 0 0

－12 0 ，5 0 0

－8 2 ，8 0 0

－3 0 ，0 0 0

1 7 6 1

1 7 62

1 7 63

1 7 64

1 7 65

1 15 ，7 0 0

2 6 9 ，10 0

3 9 2 ，10 0

4 8 2 ，6 0 0

2 5 4 ，5 0 0

13 8 ，0 0 0

2 0 7 ，0 0 0

15 6 ，き0 0

2 5 6 ，1 0 0

2 8 3 ，0 0 0

－2 2 ，3 0 0

6 2 ，10 0

2 3 5 ，3 0 0

2 2 6 ，5 0 0

－2 8 ，5 0 0

【典拠〕Ａ．Ｋ血ａｎ，甲．Ｃれｐｐ．229，263．
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以上の貿易関係は、1720年のロシア＝ベルシア通商条約で領内貿易を承認されたアルメニア商

人、（か）及び1724年に領内経由ベルシア通商の特権を認められたオランダ商人、（加）両者の連携に

よって遂行されてきたが、前述の如く続く1734年の英露通商条約・第8条ではイギリス商人もベ

ルシア貿易への参入と優遇税率の適用が認められた。先に確認したバルト海貿易におけるイギリス

高級織物輸入及びイギリス向け生糸輸出の上昇は、イギリスのべルシア貿易参入を示している。

②　黒海貿易

黒海及びその沿岸地帯は15世紀にオスマン帝国に編入され、16世紀後半にはヨーロッパ商人の

自由航行が禁止される一方、帝国臣民たるギリシア商人に貿易独占の特権が付与され、とりわけド

ナウ下流のルーマニア両国（モルダゲイア・ワラキア）は帝都コンスタンチノープル向け食糧供給

基地として強力な貿易統制を施行された。なかでも18世紀において、フランス重商主義がレヴア

ント市場に進出してバルカン西岸地帯を製品輸出市場・原料調達市場として編入する一方、最大の

穀倉エジプトが分離傾向を示してオスマン帝国の地中海覇権が動揺するなか、オスマン政府は残さ

れた帝国経済の生命線としてバルカン東岸地帯＝ブルガリア・ルーマニアの穀物貿易を中核とする

黒海貿易の独占体制を再編・強化している。かくして黒海は「オスマン帝国の湖」0枕ＯｍａｎＬａｋｅと

して世界市場から隔離され続け、ロシア商人の黒海貿易もまた困難な状況にあった。（2乃

ただしオスマン市場ではロシア高級毛皮に対する高い需要が存在し、16世紀以来その輸出経路

として黒海を迂回するポーランド＝モルダヴィア・ルートが発達しており、（28）なかでも18世紀半

ばにはギリシア特権商人を媒介として上記ライプツイヒ経由の陸上貿易を一角に組み込んだ局地的

な三角貿易が成立している。すなわち、ギリシア特権商人はまずオスマンー次産品（工業原料・食

糧）・東方物産をモルダヴィア経由で中欧諸国へと移送し、次いでこれらと交換した西欧繊維製品

・イタリア生糸・ハンガリー貴金属をウィーン・ライプツイヒ経由でロシア領内へと輸送し、さら

に西欧産品と交換したロシア産毛皮をモスクワ・キエフより黒海又はバルカン経由でコンスタンチ

ノープルへと搬送し、一連の取引が完了する。（29）その総量はなお低かったものと推定されるが、

図4：18世紀中葉の貿易決済構造

（Ｓ）地金供給国
（Ｈ）地金蓄蔵国

〔典拠〕Ｓ．Ｂ．Ｓａｕｌ，助ｄｆｅ∫加跡地力仇椚ぞが升〃鹿ノ∂7¢－Ｊタノ4Ｌｉｖ叩00ｌ，1960，ｐ．7（堀晋作・西村閑也共訳『世界貿易の構造と

イギリス経済』法政大学出版局1974年、6貢、久保田英夫訳『イギリス海外貿易の研究』文眞堂1980年、き頁）．ただし各

市場の配置場所は実際の地理的な位置関係を考慮して原図から若干変更した。
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黒海貿易の新たな展開を示すものとして注目しえよう。

③　収支構造

最後にアジア貿易の収支構造を見よう。アジア・イスラム諸国との貿易関係は、史料上の制約か

ら正確な数値の把握は難しいが、一般的には外来・国産の工業製品を輸出する一方、完成繊維製晶

・繊維原料（生糸・原綿）を輸入する関係を基軸とし、貿易収支は基本的に逆調を示した。この点

で、ヨーロッパ諸国との貿易関係が一次産品輸出・工業製品輸入を基礎とする農業国・周辺国型の

貿易構造を示したのとは対照的に、アジア諸国との貿易関係はむしろ将来におけるロシアの中核国

としての地位を暗示する貿易構造をもち、ロシア工業生産の発展を展望する上ではバルト海市場よ

りも重要な位置を占めるとされている。（30）かかる対照的な貿易構造を併せ持つロシアは、ヨーロ

ッパからの貿易黒字をもってベルシアへの貿易赤字を決済したが、その上でなお巨額の収支黒字を

確保し、かくしてヨーロッパからアジアへと銀が移動する東西貿易の一角を構成した（図4）。（31〉

（3）ロシア産業構造の再編

最後に以上の如き海外貿易の成長に伴う国内産業の新たな動向について確認しておこう。

①　農業

周知の如く18世紀はロシア農奴制の爛熟期に相当するが、エリザヴェ一夕女帝時代には10年で

140人の農奴を処刑したという女性領主サルトウイコファの存在に象徴される如き過酷な農奴支配

が展開される一方、（32）量的にも農奴人口は国有地・貴族領を中心に着実な増大を見せている（表

9）。しかしながら、前述の如く当該段階において穀物輸出はなお停滞していた事実から判断して、

農奴制の定着・強化は必ずしも輸出向け穀物生産の拡大を要因として進行したわけではないと言え

る。むしろ農奴制の進展に関連して留意するべきは輸入貿易の拡大であろう。すなわち、各種書体

晶・植民地産品の流入は宮廷貴族の欧化趣味を刺激して家計支出の増大をもたらし、貴族階級はそ

の充足に必要な貨幣収入の確保を目的として所領経営の再編と地代収入の拡大を指向することにな

った。即）ただし、後述する如く当該段階において貴族階級は軍隊・官庁での終身勤務を義務付け

られていたため、自己所領に常駐して集約的な領主直接経営を実施するのは困難であり、また当該

期の生産水準を見る場合、中央非黒土地帯の播種・収穫比率は小麦・ライ麦とも1：3程度にすぎ

なかった（表10）。したがって地代収入を拡大する手段としては、主に農地面積の量的拡大又は貨

幣地代（オブローク）の年額引上が選好されるにとどまり、農業経営の質的強化＝労働地代（パル

シチナ）の復活による生産効率の向上は、貴族に対する国家勤務の免除と肥沃な黒土地帯の開発が

進むエカチェリーナ二世時代を待たねばならなかった。それでも地代年額の引上が農奴に過重な負

表9：国内人口の趨勢（成人男子）
第 一 回 調 査 第 二 回 調 査 第 三 回 調 査

（17 19 年 ） （17 4 4 年 ） （176 2 年 ）

直 轄 地 50 9，4 84 4 2 9，2 83 5 2 4，0 7 5

国 有 地 1，70 0，4 3 0 2，1 17，14 9 2，7ＳＯ，86 8

教 会 領 8 13，74 1 Ｓ粥 ，47 1 1，0 6 1，6 3 9

貴 族 領 3，52 8，7 22 4 ，3 4 8，87 3 5，6 1 1，5 3 1

合　 計 6，55 2，3 7 7 7，7 9 3，7 7 6 9，9 7 8，1 13

都　 市 29 5，79 9 3 5 5，2 4 0 3 2 1，5 8 2

非 課 税 44 4，2 4 1 4 5 1，9 3 8 2 9 3，8 5 1

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，Ｐ．24．

担となった事実に変わりは

なく、エリザヴュータ女帝

治世を通じて国外（ポーラ

ンド・フィンランド）・国

内（バルト海沿岸諸県）へ

の農民逃亡が頻発し、なか

でも1749・54年の凶作に

伴う離村傾向は深刻な社会

問題となった。（叫
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表10：農業生産

47

農地面積 （1，000 ヘクタール） 播種 ・収穫比率

計 耕地 牧地 林野

小　　　　 麦 ラ　　 イ　　 麦

中央非黒土 中央黒土 ヴオルガ 中央非黒土 中央黒土 ヴォルガ

1710 3．2 4．5 2．7 4．0 3．0

1720 4 18，2 19 41，Ｓ4Ｓ 66，296 2 13，95＄ 4．ウ 4．1 3．0 3．2 4．3 3．3

1730 3．0 5．5 3．7 3．5 3．2 3．7

1740 3．5 4．3 3．8 4．7 5．1

1750 2．7 4．1 3．6 3．2 4．6 4．0

1760 423，128 53，865 63，308 205，Ｓ90 3．4 5．1 3．2 3．3 6．8 4．4

1770 3．7 5．7 4．9 3．7 4．Ｓ 4．8

1780 2．5 4．0 3．3 3．0 3．6 3．6

1790 485，465 8 1，359 76，650 217，322 3．0 3．0 3．1 3．0 3．2 3．1

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ。ｐｐ．46，49・50．

表11：国内人口の分布（成人男子）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
第 一 回 調 査

（17 19 年 ）

増 加 率 （％ ） 第 二 回 調 査

（1 74 4 年 ）

増 加 率 （％ ） 第 三 回 調 査

（1 76 2 年 ）合 計 年 率 合 計 年 率

第 一 回 調 査 地 域 合 計 6，3 4 5 ，10 1 1 6 ．6 2 0 ．6 6 7 ，3 9 9 ，5 4 6 1 4 ．0 2 0 ．7 8 8 ，4 3 6 ，7 7 9

北 部 地 方

・ア ル ハ ン ゲ リ ス ク

・ ヴ オ ロ グ ダ

・オ ロ ネ ッ ツ 8 3 4 ，4 8 4 1 7 ．Ｓ2 0 ．7 1 9 8 3 ，15 7 6 ．1 0 0 ．3 3 1，0 4 3 ，14 3

北 西 部 地 方

・聖 ペ テ ル ブ ル ク

・ノ ヴ ゴ ロ ド

・プ ス コ フ

中 央 工 業 地 方

・モ ス ク ワ

・ ウ ラ ジ ミ ル

・カ ル ー ガ

・ヤ ロ ス ラ ヴ リ

・コ ス ト ロ マ

・ニ ジ ェ ゴ ロ ド

・ ト ヴ ェ ー リ

2 ，2 7 8 ，5 3 5 －0．14

‾－0．0 1

2 ，2 7 5 ，2 7 5 1 1 ．6 5 0 ．6 4 2 ，5 4 0 ，4 6 5

中 央 農 業 地 方

・ リ ヤ ザ ン

・タ ン ボ フ

・オ リ ョ ー ル

・ク ル ス ク

・ ト ウ ー ラ

1，4 4 3 ，3 4 9 1 3 ．1 5 0 ．5 3 1 ，6 3 3 ，0 9 9 1 1 ．4 3 0 ．6 4 1，8 19 ，＄9 7

旧 領 土 合 計 6 ，7 4 0 ，柑 3 1 3 ．3 6 0 ．5 3 7 ，6 4 0 ，7 6 2 1 7 ．9 7 1．0 0 9 ，0 14 ，2 8 7

新 規 入 植 地

・ ヴ オ ロ ネ シ ュ

・南 部 ス テ ッ プ

・ ヴ ォ ル ガ 下 流

・ ウ ラ ル

・シ ベ リ ア

8 3 2 ，3 3 0 5 7 ．2 5 2 ．2 9 1 ，3 0 Ｓ，8 04 7 ．3 5 2 ．6 3 1，9 2 Ｓ，5 2 5

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．ＣｉＥ．，ｐ．16．
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なおエリザヴェ一夕女帝時代における人口増大の地理的偏差を見れば（表11）、旧来の人口集中

地帯である中央工業地方7県は依然として最大の人口を擁しているものの、絶対総数はむしろわず

かながら減少している事実が判明する。またヨーロッパ貿易の基盤をなすバルト海・白海諸港の後

背地に位置する北部・北西部地方は相％弱の人口増大を見せ、輸出向け一次産品生産の拡大に伴

う農業人口の増大を物語っているが、続く1760年代にかけて上昇年率は0．71％から0．33％へと半

減している。これに対して黒土地帯に位置する中央農業地方5県（ヴォロネシュ県を除く）の場合、

人口増加は13％強にとどまるものの、続く1760年代にかけて平均年率は0．53％から0．64％へと

上昇傾向にある。さらに南部ステップはじめ南東植民地帯の人口動態を見れば、絶対総数こそ劣る

ものの、18世紀第2四半期を通じて157％、1740－60年代を通じて107％の上昇を示し、平均年

率はともに2％を超えている。この結果当該地帯の人口は、ピョートル大帝時代には調査対象地域

全体の1割強を占めるにすぎなかったのに対して、エリザヴェ一夕女帝治世末期には全体の2割ま

で達している。エリザヴュータ女帝治世の相世紀中葉を画期として、人口分布の中核が北部から

南部黒土地帯へと転換しつつあることが看取されよう。（35）

②　工業

かつてソ連学界ではピョートル大

帝没後における経済停滞Ｐｏｓｔ－Ｐｅ扇ｎｅ

Ｓｌｕｍｐの存在が指摘され、確かに海

外貿易の発展に伴うイギリス・プロ

イセン毛織物製品の大量流入はロシ

ア毛織物工業の内部成長を阻害する

ことになった。しかしながらイギリ

ス向け船舶用晶輸出の拡大は麻織物

業・冶金工業の成長を刺激し、全体

としてはむしろ一貫した経済成長の

持続が確認できる。（3‘）カハンの提示

する断片的な情報に従えば（表12）、

まず麻織物工場の総数はエリザヴェ

一夕女帝が即位した1741年の35か

らその死後直後の1763年には79へ

と倍増しており、労働力総数・生産

総額ともピョートル大帝時代の1725

年からエリザヴュータ女帝治世を経

て6倍の伸張を示している。なお繊

維部門に関しては他にべルシア生糸

の輸入拡大を前提とした綿織物業の

成長も確認される。また銑鉄生産を

見れば、国営鉱山の生産総量こそ

7，000－9，000トン前後で停滞してい

るものの、主力をなす民間鉱山はモ

スクワ・ウラル両県において総数が

表12：工業生産
①　 繊 維 産 業

麻 織 物 絹 織 物

工 場 労 働 者 生 産 総 額 工 場 紡 錘 労 働 者 生 産 総 額

総 数 総 数 （ルーブ リ） 総 数 総 数 総 数 （ル∵ブ リ）

1725 10 1，900 160，000 9 360 1，300

1741 35 27 2，7ｇ8 157，000

1743 23 1，0 12 178，258

1745 23 1，0 86 230，137

1763 79 13，812 1，017，039 4ｇ 645，000

1767 63 4 ，442 590，000

1773 1Ｓ，247

1797 357 4，701－ 8，853 3，93 8，300

1799 3 18 29 ，303 4，92Ｓ，400

〔典拠〕Ａ，Ｋａｈａｎ，甲．Ｃれｐｐ．Ｓ8－90・

②　 鉱 業

銑 鉄 銅

民　　　 営 国　 営 民　 営 国　 営

鉱 山 総 数 生 産 量 生 産 量 生 産 量 生 産 量

モスクワ ウラル・

シヘ○リア

オロネッツ （ ト ン ） （ ト ン ） （デ ード ） （デ ード ）

17 2 0 7 3 7 ，4 5 3 ． 2 ，5 3 9 3 3 6

17 2 5 8，6 3 3 4 ，7 1 7 5 ，5 3 3

1 7 30 14 1 1 10 ，3 6 9 5 ，3 0 7 3 ，12 3 1 0 ，1 5 3

1 7 35 1 5 ，75 8 7 ，1粥 6 ，9 7 0 8 ，8 5 4

1 7 40 19 17 1 17 ，4 9 4 7 ，5 6 7 14 ，19 4 15 ，2 ＄6

17 4 5 19 ，6 8 9 8 ，12 4 7，2 9 4 2 2 ，＄10

17 5 0 3 1 2 2 1 2 3 ，0 9 6 9 ，8 15

17 6 0 3 7 4 1 1 5 8 ，3 6 7 1 ，6 3 8

17 7 0 3 3 5 8 7 7 0 ，2 4 4 13 ，4 10 14 8 ，5 2 1

17 8 0 3 1 7 1 9 7 ，5 5 9 12 ，4 Ｓ2

17 9 0 3 （ｉ 8 3 1 16 ，8 各島 1 1，4 8 2 15 6 ，2 4 4

18 0 0 4 2 8 ＄ 14 1，6 5 4 18 ，6 7 3

〔典拠〕Ａ．Ｋ血ａｎ，呼．Ｃれｐｐ．110，112，114・
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倍増し、産出総額は同帝治世を通じて20，000トン弱から60，000トン弱へと3倍の成長を示すとと

もに、常に国営鉱山の2倍を上回る数値を記録している。銅山開発は、輸出貿易よりもツァーリ．政

府の通貨改革と連動したため、むしろ国営鉱山が中心であるが、変動を伴いつつも全体として生産

総量は上昇傾向にある。

以上の如く順調に成長する工業

生産は、国家の高度な保護・規制

を受ける特権マニュファクチュア

であるところの農奴占有マニュフ

ァクチュアによって遂行された。

一般に農奴占有マニュファクチュ

アは、その工場主・労働力に応じ

て、①国有地農民に依拠する国営

マニュ、②地主領農奴に立脚する

世♯領マニュ、③登録農民・購入

農奴に基づく商人マニュに峻別さ

れるが、エリザヴェ一夕女帝時代

においてはとりわけ商人マニュの

成長が顕著となっている（表13）。

ピョートル大帝は1722年のツン

フト結成勅令によって国内商人を

その資本規模に応じて三層から成

るギルド組織に登録・編入する一

方、（37）1721年の勅令によって商

表13：工場経営主の社会的出自
①　繊維産業

商　 人 貴　 族 農　 民 外 国 人 国　 家

麻 毛 絹 麻 毛 絹 麻 毛 絹 麻 毛 絹 麻 毛 絹

1700 － 25 9 6 12 1 2 0 1 0 0 0 3 0 2 3 0

1726 － 45 14 4 18 2 ＿1 0 1 0 1 0 －3 0 ＿2 ＿2 0

17 46 － 65 2 3 18 7 9 13 2 0 1 1 0 0 1 0 －1 0

1762 － 75 1ｇ 5 14 4 16 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0

1776 － 99 337 86 228 0 0

②　鉱業（鉄・銅）
商 人 貴 族 計

1 7 0 1 － 10 1 1

1 7 1 1 － 2 0 7 7

17 2 1 － 3 0 1 1 1 1 2

1 7 3 1 － 4 0 17 1 7

1 7 4 1 － 5 0 3 2 ． 3 3 5

1 7 5 1 － 6 0 16 1 6 3 2

1 7 6 1 「 7 0 2 1 10 3 1

1 7 7 1 － 8 0 4 4 8

1 7 8 1 － 9 0 1 5 6

1 7 9 ト 1ＳＯＯ 3 4 7

累 計 1 1 3 4 3 1 5 6

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．131－132．

人の農奴・農村購入を承認し、続く1723年の勅令では国営マニュファクチュアの民間払下を断行

しており、この結果商人マニュファクチュアの基盤が整備されていたが、（38）ェリザヴェ一夕女帝

時代には主に外国商人との取引に従事する第一ギルドの富裕商人が輸出向け商品生産に参入してい

る。なかでもモスクワ県の商人には麻織物工場・帆布工場・冶金工場を経営する傾向が強く、その

製品は聖ペテルプルク・リガに搬送されて外国商人に売却された。またヤロスラヴリ県の商人Ⅰ・

ザトラペズニⅠⅤ弧　Ｚ血・ａｐｅｚｎｙｉ（ザトラペズノフＺ血匹孤0Ｖ）は、紡錘数2，000・労働力印00人を

擁する亜麻工場を経営して年間130，000ループリの収益を確保したが、その製品の50％以上はイ

ギリス向けに輸出している。（39）他方、ウラル地域ではＮ・デミドフＮｉｋｉｔａ Ｄｅｍｉｄｏｖが22の鉱山を

保有してロシア銑鉄生産の75％を産出し、その大半を聖ペテルプルクのイギリス商人に売却した。

（00）他方、貴族階級も1750年代において鉱山事業に参与しているが、必ずしも自ら経営に関与せず、

むしろその利権の多くは商人資本に対して転売されている。なかでも宮廷官僚ヴオロンツオフ

Ｖｏｒｏｎｔｓｏｖ・シュヴァーロフＳｈｕｖａｌｏｖ・チェルヌイシュフＣｈｅｍｙｓｈｅｖ一門（いずれも後述）はその

鉱山利権の売却によって巨額の差益を獲得した（表14）。なお当該期には小南晶生産者の両極分解

に基づく本来的マニュファクチュアの萌芽も現れており、後に綿工業の拠点「ロシアのマンチェス

ター」として成長するウラジーミル県イヴオノヴォ村ではまさにこの1740年代において自由雇用

労働力に立脚する亜麻織物工場が生成している。（“）しかし全体としてはあくまで領主・商人階級

の農奴支配に立脚する封建的生産関係が輸出産業の基盤をなしていた。
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表14：貴族階級による官営鉱山・銅山の買収・売却状況（1750年代）
（ルーブリ）

買 収 件 数 買 収 価 格 売 却 件 数 売 却 価 格

Ｐ．Ⅰ．Ｓｈｕｖａｌｏｖ 3 17 9 ，6 8 9 6 6 8 0 ，4 2 0

Ⅰ．Ｇ ．Ｃｈｅｍ ｙｓｈｅｖ 2 9 2 ，4 9 3 3 4 3 0 ，0 0 0

Ｍ ．Ⅰ．Ｖ ｏｒｏｎｔｓｏｖ 4 17 0 ，9 7 5 4 2 5 9 ，5 0 5

Ｒ ．Ⅰ．Ｖ ｏｒｏｎｔｓｏｖ 1 3 5 ，7 12 1 2 0 0 ，0 0 0

Ａ ．Ｇ ．Ｇ ｕｒｅｖ 4 4 7 ，＄6 4 4 14 0 ，0 0 0

Ｓ．Ｐ．Ｉａｇｕｚｈｉｎｓｌｉｉ 2 7 2 ，5 8 2 2 10 0 ，0 0 0

Ｐ．Ⅰ．Ｒ ｅｐｎｍ 2 2 2 ，0 6 9 3 18 0 ，0 0 0

計 1 ＄ 6 2 1，2 0 4 2 3 1，9 8 9 ，9 2 5

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，甲．Ｃれｐ．134．
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〔Ⅱ〕エリザヴェータ体制の成立と再編

本節では政策決定の主体たるエリザヴュータ女帝政府の内部構造を考察しよう。いまここで18

世紀ロシア絶対主義国家の性格規定をめぐる論争に立ち入る余裕はないが、一般に旧ソ連学界はこ

れを新興貴族（ドヴォリヤンストヴオＤｖｏｒｙａｎＳｔＶＯ）＝地主・官僚の階級利害を代弁する農奴主国

家として把握し、名門貴族（ボヤールＢｏｙａｒ）の割拠する中世モスクワ国家からブルジョワジーの

成長を後援する近代ツァーリズム国家への転換過程に位置する過渡的性格を指摘するのに対して、

欧米学界はむしろ地主利害から一定程度自立した官僚機構の創出と国家独自の運動法則の生成を重

視する傾向にあると言える。かかる論争の存在を踏まえつつ、以下では後述する政策展開の理解に

必要な範囲で、エリザヴェ一夕体制の構造・動態を確認することにしたい。（ｌ）

く1）エリザヴェータ体制の成立

（》1740年の政変とドイツ人支配体制の再編

まず先行する女帝アンナ・イヴァノヴナ（在位：1730－40年）の統治体制を確認しておこう。

1730年の政変に際して、名門貴族はクールラント公妃アンナが女帝に即位する「条件」（コンデイ

ツイ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）としてツァーリ権力の抑制と貴族寡頭体制の樹立を要求したが、アンナ女帝はそ

の受諾を拒否して支配機構の強化に努めている。まず即位直後の1730年には、名門貴族の牙城た

る元老院（セナートＳｅｎａｔｅ）の権限を縮小する一方、ピョートル大帝時代の1722年官等表に基づ

く貴族階級の軍隊・官庁勤務を抑制するべく、1714年の一子相続制を廃止して貴族子弟の所領相

続・地方滞留を容認し、また1736年の勅令では貴族階級の国家勤務を最長25年へと短縮している。

（2）他方、政策決定の中枢機関として女帝直轄のｒ官房」Ｃａｂｉｎｅｔ ｏｆ Ｍｉｎｉｓｔｅｒｓを新設するとともに、

クールラント公妃時代の寵臣Ｅ・Ｊ・ビロンＥｍｓｔＪｏｈａｎｖｏｎＢｉｒｏｎ（1690－1772年）、ヴェストフ

ァーレン出身の副宰相＝外務参議会長官Ａ・Ⅰ・オステルマンＡｎｄｒｅｉＩｖａｎＯＶｉｃｈ Ｏｓｔｅｒｍａｎｎ（1686

－1747年）、オルデンプルク出身の国防参議会長官Ｂ・Ｃ・ミュニッヒＢｕｒｋｈａｒｄ Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈ ｖｏｎ

Ｍ伽ｍｉｃｈ（1鯛3－1767年）、以上を筆頭とするドイツ人官僚を重用し、所謂「ドイツ人支配の時代」

を現出している。（3）

とはいえ続く蕗土戦争（1736－39年）の勃発に伴い、アンナ女帝は依然として国内貴族の政務

関与に依存せざるを得なかったのも事実である。なかでもピョートル大帝時代に登用された新興貴

族の活動は目覚ましく、まずⅤ・Ｎ・タティシチェフＶａｓｉｌｉｉＮｉｋｉｔｉｃｈＴ8ｔｉｓｈｃｈｅｖ（1686－1750年）

は、既に1730年の女帝即位に際して君主権力の擁護と立憲君主政体の採用を標傍したことで知ら

れるが、その後はウラル鉱山監督局長（1734－37年）・オレンプルク知事（1737－41年）として

南東方面の開発・統治に従事している。（4）またＡ・Ｄ・カンテミールＡｎｔｉｏｃｈ Ｄｍｉｔｒｉｅｖｉｃｈ Ｋａｎｔｅｍｉｒ

（1709－44年）は、ピョートル大帝の露土戦争（1710－13年）に荷担してロシアに亡命したモ

ルグヴィア君主Ｄ・Ｋ・カンテミールＤｉｍｉｔｒｉｅ Ｋｏｎｓｔａｎｔｉｎｏｖｉｃｈ Ｃａｎｔｅｍｉｒ（在位：1710－11年）の

子弟であるが、祖国モルダヴィア公国のオスマン支配脱却を実現する後盾としてツァーリ権力の強

化に関心を示し、若年ながらタティシチェフとともに女帝の即位を支援している。以後その功績を

評価されて駐英大使（在任：1731－39年）・駐仏大使（1739－44年）を歴任し、蕗土戦争に際し

ては英仏両国の中立維持・講和仲介の実現に貢献した。（5）他方Ａ・Ｐ・ヴォルインスキーＡｒｔｅｍｉｉ

ＰｅｔｒｏｖｉｃｈＶｏｌｙｎｓｋｉｉ（1689－1740年）は、ピョートル大帝時代よりベルシア使節（1715－17年）・

アストラハン知事（1719－25年）・カザン知事（1725－30年）を歴任して東方事情に精通したが、

アンナ女帝時代にはミュニッヒのもとで軍部の要職を占め、最終的に官房官僚（在任：1738－40
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年）に就任した。その際作成した『内政要論』ＧｅｎｅｒａｌＤｉｓｃｏｕｒｓｅ ｏｎｔｈｅ ＤｉｒｅｃｔｉｏｎｏｆＩｎｔｅｒｎａｌＡ飽ｉｒｓ

では、外来寵臣政治の制限と土着貴族権力の維持、元老院の復権と二院制の導入（中小貴族・教会

・市民・農民代表の参画）など、進歩的な改革を提起している。このためむしろこれを警戒する寵

臣ビロンの策謀で1740年には罷免・処刑されることになった（所謂「ヴオルインスキー事件」）。㈹

さらにⅠ・Ⅰ・ネプルイエフⅠⅤ弧ⅠⅤ肌ＯＹｉ¢ｈ Ｎｅｐｌｕｙｅｖ（1石93－1773年）はピョートル大帝時代よ

り長らく駐土大使（在任：1721－35年）を務め、1736－39年の露土戦争に伴い帰国した後は外

務参議会の顧問としてウクライナ戦線の維持に尽力し、1739年のベオグラード講和会議にはヴオ

ルインスキーとともにロシア政府代表として参席している。（7）以上の如きロシア貴族による遠隔・

長期の辺境勤務は、ドイツ人支配体制・官等制度に対する不満を醸成するとともに、後の南東方面

への領土進出の意識を刺激したものとして、その意義が留意されよう。

1740年10月2ｇ日（露歴10月17日）、女帝アンナが逝去し、遺言によってその姪アンナ・レオ

ボルドヴナＡｍａＬｅｏｐｏｌｄｏｖｎａ（1718－46年）の長子イヴァン・アントノヴィッチ1ｖａｎＡｎｔｏｎｏｖｉｃｈ

（1740－64年）が新帝イヴァン六世（在位：1740－41年）として即位した（図5）。イヴァン六

世は生後ニヶ月の乳児であったため、当面は先帝の寵臣ビロンが摂政として全権を掌握することに

なった。しかしながら女帝アンナ亡き今もはやビロンに支持勢力はなく、続く同年11月のクーデ

ターでミュニッヒにより追放されている。この結果、イヴァン六世の摂政には母后アンナ・レオボ

ルドヴナが、また参謀総長には父君ブラウンシュヴァイク・リューネプルク公アントン・ウルリヒ

Ａｎｔｏｎ Ｕｒ］ｉｃｈ（1714－74年）が就任する一方、宰相には名門貴族Ａ・Ｍ・チェルカッスキＡｌｅｋｓｅｉ

Ｍｉｋｈａｉｌｏｖｉｃｈ Ｃｈｅｒｋａｓｓｋｙ（1680－1742年）、副宰相には同じくＭ・Ｇ・ゴローヴキンＭｉｋｈａｉｌ

Ｇａｖｄｉｌｏｖｉｃｈ Ｇｏｌｏｖｂｎ（1705－75年）が就任したものの、外務参議会長官には依然としてオステル

マンが留任し、ブラウンシュヴァイクー門を頂点とする新たなドイツ人支配体制が構築された。（も）

②1741年の政変とロシア人支配体制の確立

1741年12月5日（露歴11月25日）、ドイツ人支配に反発するロシア貴族のクーデターにより

ピョートル大帝の次女エリザヴェ一夕・ペトローヴナ（在位：1741－62年）が即位する。

まずエリザヴェ一夕は、動揺する帝位の安定を図るため、傍系親族のイヴァン六世及びブラウン

シュヴァイクー族を追放する一方、1742年2月にはピョートル直系親族の甥ホルシュタイン＝ゴ

ットルプ公国君主カール・ペ一夕ー・ウルリヒＫａｒｌＰｅｔｅｒＵｌｒｉｃｈ（1728－62年：露名ピョートル・

フヨードロヴィチＰｅｔｒＦｅｄｏｒｏｖｉｃｈ＝後の皇帝ピョートル三世）を次期皇位継承者＝皇太子として指

名・召喚した（図5）。続く1743年にはその妃としてプロイセン将校アンハルト＝ツェルブスト公

クリスチャン・アウグストの長女ゾフィー・フリードヒナ・アウグステ（1729－96年：露名エカ

チェリーナ・アレクセーヴナＥｋａｔｅｒｉｎａＡｌｅｋｓｅｅｖｎａ＝後の女帝エカチェリーナ二世）を招いている。

ただし両者ともなお未成年であったことから、ピョートルにはホルシュタイン公国管財人0・プリ

ュンマー0枕Ｏ Ｂ沌ｍｍｅｒが、エカチェリーナには母后のホルシュタイン公女ヨハンナ・エリザベー

タがそれぞれ後見役として同伴し、両者が帰国する1745年までホルシュタイン公国利害はロシア

宮廷官僚の派閥抗争・政策決定に一定の影響を与えることになる。（印

またエリザヴェ一夕は、国内貴族の支持を確保するため、1741年の勅令によって元老院の権限

を拡充し、宰相Ａ・Ｍ・チェルカッスキの義子Ｎ・Ｙ・トルベツコイＮｉｋｉｔａ Ｙｕｒｅｖｉｃｈ Ｔｒｕｂｅｔｓｋｏｉ

（1699－1767年）をその議長ｍｏｃｕｒａｔｏｒ Ｇｅｎｅｒａｌ（在任：1741－60年）として任命した。（10）元老

院は女帝の任命する9－16名の国内貴族をもって編成され、地方行政に関して16県（グベールニ

ヤＧｕｂｃｍｉａ）を管轄する一方、中央行政に関しては次第に独立傾向を強めていた各参議会（コレギ
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ヤＣｏｌｌｅｇｅｓ）の人事・予算を掌握して統制を回復した。かくして元老院は単なる司法機関としての

枠組を越えて実質的な身分制議会としての権能を具備し、元老院史上その最盛期を迎える。（11）

他方エリザヴェ一夕は外交・国防・ウクライナ統治・宗教・警察・鉱山開発をツァーリ権力の直

轄としたが、その遂行に際しては、宮廷抗争を助長する閉鎖的な行政機関（エカチェリーナー世時

代の最高枢密院・アンナ女帝時代の官房）の設置を留保するとともに、アンナ女帝時代に興隆した

ドイツ人寵臣を一掃してロシア貴族の積極的な登用を開始している。まず宰相にはＡ・Ｍ・チェル

カッスキーが留任したが、副宰相＝外務参議会長官についてはブラウンシュヴァイクー門の低値Ｍ

・Ｇ・ゴローヴキンが吏迭され、新たに外遊経験の豊富なＡ・Ｐ・ベストウージェフ＝リユーミン

Ａｌｅｋｓｅｉ Ｐｅｔｒｏｖｉｃｈ Ｂｅｓｔｕｚｈｅ｝Ｒｉｕｍｉｎ（1693－1766年）が抜擢されるとともに、（12）同じく各国大使

を歴任したその長兄Ｍ・Ｐ・ベストウージェフ＝リユーミンＭｉｋｈｅｉｌ Ｐｅｔｒｏｖｉｃｈ Ｂｅｓｔｕｚｈｅｖ－　Ｒｉｕｍｉｎ

（168＄－1760年）は国防参議会長官に任命された。（13）また女帝の愛人として知られるウクライナ

貴族Ａ・Ｇ・ラズモフスキーＡｌｅｋｓｅｉ Ｇｒｉｇｏｒｅｖｉｃｈ Ｒ猥ｍＯＶＳｋｙ（1709－71年）は軍部の高級官職を

付与され、（14）その若弟Ｋ・Ｇ・ラズモフスキーＫｉｒｉｌｌＧｒｉｇｏｒｅｖｉｃｈＲａ訓ｍＯＶＳｋｙ（1728－1803年）は

1744－47年に欧州留学に派遣された後、続く1750年よりウクライナ総督（へトマンＨｅｔｍ狐）に

任命されている。（15）他方、宗務院（シノードＳｙｎｏｄ）総長にはＹ・Ｐ・シヤホフスコイＹａｋｏｖ

Ｐｅｔｒｏｖｉｃｈ Ｓｈａｋｈｏｖｓｋｏｉ（1705－77年）が、（16）また商業参議会長官にはＢ・Ｇ・エスポフＢｏｒｉｓ

Ｇｒｉｇｏｒｅｖｉｃｈ ＹｕｓＰＯＶ（1695－1759年）が、（）”それぞれ就任した。さらにエリザヴェ一夕はクーデ

ターを支援した近衛連隊の副官Ｒ・Ⅰ・ヴオロンツオフＲｏｍａｎＩｌｌａｒｉｏｎｏｖｉｃｈ Ｖｏｒｏｎｔｓｏｖ（1707－83

年）を重用し、またその弟のＭ・Ⅰ・ヴオロンツオフＭｉｋｈｅｉｌＩｌｌａｒｉｏｎｏｖｉｃｈＶｏｒｏｎｔｓｏｖ（1714－67年）

は侍従に就任するとともに、女帝の従妹Ａ・Ｋ・スカグロンスカヤＡｍａ Ｋａｒｌｏｖｎａ Ｓｋａｖｒｏｎｓｋａｙａと

婚姻している。（18）加えてエリザヴュータ時代に登場した新興勢力としてはシュヴァーロフ兄弟が

重要であり、兄のＡ・Ⅰ・シュヴァーロフＡｌｅｘａｎｄｅｒＩｖａｎＯＶｉｃｈ Ｓｈｕｖａｌｏｖ（1710－72年）が警視総

監に就任する一方、弟のＰ・Ⅰ・シュヴァーロフＰｅ廿ⅠⅤ肌0ＶｉｃｈＳｈｕｖａｌｏＹ（1711－62年）は女帝の

侍女Ｍ・Ｅ・シェベルグァＭａｖｒａＥｇｏｒｏｖｎａＳｈｅｐｅ1ｅｖａと婚姻し、1746年には侍従に任命されている。

（19）またその従弟Ⅰ・Ⅰ・シュヴァーロフＩｖａｎＩｖ肌0Ｖｉｃｈ Ｓｈｕｖａｌｏｖ（1727－97年）は1740年代後半

より宮廷に進出するが、その若さ・容姿・教養から1749年には女帝の寝室侍従に、続く1751年に

は侍従に就任し、既に中年となったラズモフスキーに代わる新たな寵臣として台頭することになる。

（20）他にＮ・Ⅰ・バーニンＮｉｋｉｔａＩｖａｎ0ｖｉｃｈ Ｐａｎｉｎ（1718－83年）の存在も注目される。バーニンは

クーデターへの功績を評価されて1743年より宮廷入りしているが、その容姿・才覚に嫉妬する寵

臣Ａ・Ｇ・ラズモフスキーの策謀から在外勤務を指示され、以後デンマーク大使（1747－48年）

・スウェーデン大使（174＄－60年）として活動している。（21）なお辺境統治については、Ⅴ・Ｎ・

タティシチェフが引き続きアストラハン知事（在任：1741－45年）に、またⅠ・Ⅰ・ネプルイエ

フはオレンプルク知事（在任：1742－58年）に、それぞれ就任した。（ヱ2）

なお1743年＄月1日（露歴7月21日）、イヴァン六世・ブラウンシュヴァイクー門の復権を画

策するⅠ・Ｓ・ロプキンＩｖａｎＳｔｅｐａｎＯＶｉｃｈＬｏｐｕｋｈｉｎのクーデター未遂事件が発覚したが、以後ドイ

ツ人支配の復活を図る動きは終息し、ロシア貴族の国家勤務に立脚する支配体制が確立した。その

際、国防参議会長官Ｍ・Ｐ・ベストウージェフはその妻子がクーデター事件に関与した嫌疑で左遷

され、再び在外勤務（1743年プロイセン大使・1744年ポーランド大使）に着く一方、元老院議長

は空席となった国防参議会長官を兼任して権限を一層拡充している。また1744年、副宰相Ａ・Ｐ

・ベストウージェフが宰相に昇進する一方、侍従Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフが副宰相に就任したが、
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続く1746年には前者の子息がエリザヴュータ女帝とＡ・Ｇ・ラズモフスキーとの間の皇女と婚約

しており、ここに宰相ベストウージェフを頂点とする支配体制が確立した。（23）

（2）エリザヴェータ体制の再編

①　宮廷会議と立法委員会

1750年代においてエリザヴェ一夕女帝の支配体制は一定の変化を経験する。前述の如くエリザ

ヴェ一夕は即位当初において明確な行政機関を設置しなかったが、国際関係の緊迫に対処するべく

1753年の勅令によって暫定的な「宮廷会議」Ｃｏｎ良化ｎＣｅａｔｔｈｅｌｍｐｅｒｉａｌＣｏｕｒｔが設置された。続く七

年戦争前夜の1756年3月の勅令によって宮廷会議は常設の最高意志決定機関へと再編され、軍事

・外交方針のみならず、その財源創出に必要な通商・財政政策の全般を策定することになった。（24）

宮廷会議は毎週二回の例会を持ち、その成員はしばしば変動したが、基本的に宰相ベストウージ

ェフ・副宰相ヴオロンツオフのほか、元老院議長＝国防参議会長官Ｎ・Ｙ・トルベツコイ、元老院

議員Ｍ・Ｍ・ゴリツインＭｉｃｈａｉｌ Ｍｉｋｈａｉｌｏｖｉｃｈ Ｇｏｌｉｔｓｙｎ（1681－1764年）、（25）同Ｐ・Ⅰ・シュヴァ

ーロフ、警視総監Ａ・Ⅰ・シュヴァーロフ、Ｍ・Ｐ・ベストウージェフ＝リユーミン、幕僚Ｓ・Ｆ

・アブラクシンＳｔｅｐａｎ　Ｆｅｄｏｒｏｖｉｃｈ Ａｐｒａｋｓｉｎ（1702－58年）、（26）同Ａ・Ｂ・ブターリンＡｌｅｋｓａｎｄｒ

Ｂｏｒｉｓｏｖｉｃｈ Ｂｕｔｕｒｌｉｎ（1694－1767年）、（27）皇太子ピョートル・フヨードロビチ、以上の10名で組織

された。なお宮廷会議の書記は宰相ベストウージェフの庇護する平民出身の外務官僚Ｄ・Ⅴ・ヴオ

ルコフＤｍｉｔｒｉｉＶａｓｉｌｅｖｉｃｈＶｏｌｋｏｖ（1718－83年）が務めている。（28）また寵臣Ⅰ・Ｉ・シュヴァーロ

フは、既に高齢となった女帝が政務を専ら私室にて行うようになるなか、宮廷官僚のなかでただ一

人自由な謁見を認められ、女帝の命令を宮廷会議に対して伝達する一方、宮廷会議の見解を女帝に

対して報告し、女帝・宮廷会議の相互連絡を全て媒介した。このためⅠ・Ⅰ・シュヴァーロフの意

向は女帝の政策決定に少なからぬ影響を与えたものと推定され、後に「ロシアのポンパドール」ｔｈｅ

ＲｕｓｓｉａｎＰｏｍｐａｄｏｕｒ・「元ロシア皇帝」ｔｈｅｅかｅｍｐｅｒＯｒＯｆＲｕｓｓｉａ（ヴォルテール）と称された。

他方、元老院はＰ・Ⅰ・シュヴァ一口フの建議から1754年に「立法委員会」ＬｅｇｉｓｌａｔｉｖｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ

（「法典編纂委員会」Ｃｏｄｉｎｃａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）を組織し、アレクセイ・ミハイログィチＡｌｅｋｓｅｉ

Ｍｉ址ａｉｉｏｖｉｃｈ（在位：1645－76年）治世の1649年「会議法典」以来となる法典編纂に着手した。

編纂作業はＰ・Ⅰ・シュヴァ一口フ及びその庇護する元老院書記Ａ・Ⅰ・グレヴオフＡｌｅｘａｎｄｅｒ

ＩｖａｎｏｖｉｃｈＧｌｅｂｏｖ（1717－90年）の主導で進められ、（29）早くも翌1755年には第一部の司法及び第

二部の刑法に関する編纂を終えている。しかしながら続く第三部「臣民一般の地位」の編纂は貴族

特権の規定をめぐって難航し、折しも平行する1754－56年の文官調査によって平民出身官僚の台

頭という事実が明らかとなる一方、（叫七年戦争前夜の国際緊張によって貴族階級の軍隊勤務が拡

充されるなか、国家勤務の是非をめぐって激しい論争が展開された。すなわちまずＰ・Ⅰ・シュヴ

アーロフ及びＡ・Ⅰ・グレヴォフは国家官僚の人材不足を解消する手段として貴族勤務の存続を支

持したのであるが、対してＲ・Ⅰ・ヴォロンツオフ及びＹ・Ｐ・シヤホフスコイは、貴族階級の利

害を代弁して国家勤務の拡大を懸念し、官等制度に立脚する勤務制度の廃止と貴族階級の自由を主

張している。（叩　この論争は続く七年戦争の勃発によって中断されるが、ピョートル大帝時代以来

伸張してきた国家独自の政策利害と、エリザヴェ一夕女帝時代に復権した国内貴族の階級利害との

対抗関係を示すものとして注目されよう。

②1757年の政変とヴオロンツオフ体制の成立

エリザヴェ一夕はその怠惰な生活がたたって1750年代後半より急速に健康状態が悪化し、とり
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わけ1756年末には一時危篤状態に陥って政務の遂行が困難となった。（32）かかる状況において政府

幹部は次期帝位継承権を保持する皇太子夫妻（「若き宮廷」Ｙｏｕｎｇ Ｃｏ血）の意向に強い関心を払っ

たが、しかし皇太子ピョートルは後見人プリュンマーが帰国して以来十分な英才教育を受けること

はなく、むしろプロイセン国王フリードリヒ二世を敬愛してプロイセン式軍事教練に心酔するなど、

国家元首としての統治能力を周囲から疑問視されていた。（33）他方、その妃エカチェリーナは、大

量の読書を通じて啓蒙思想を摂取する一方、宮廷の若手官僚や近衛連隊の支持も厚く、女性ながら

君主としての才覚を期待されることになった。（34）なかでも守旧派の宰相ベストウージェフ・幕僚

アブラクシンらは来るべき帝位交代にそなえてエカチェリーナに接近し、エカチェリーナの寵愛す

るＳ・Ａ・ポニヤトフスキーＳｔａｎｉｓｌａｖＡｎｇｕｓｔＰｏｎｉａｔｏｗｓｋｉ（1732－98年：後のポーランド国王）を

駐露ポーランド大使として招樽する一方、女帝崩御の際における皇帝ピョートル＝女帝エカチェリ

ーナの共同統治を約束するとともに、代償として自身の宰相留任を打診した。他方、この動きを察

知した革新派のヴォロンツオフ・シュヴァ一口フらは、帝位の継承順位を変更して皇太子夫妻の長

子パーヴェル・ペトロヴイツチＰａｖｅｌ Ｐｅ打0Ｖｉｃｈ（1754－1鮒1年：後の皇帝パーヴュル）への帝位

継承を画策するが、これは挫折している。以後むしろ皇太子ピョートルとの連携が追求され、なか

でもＲ・Ⅰ・ヴオロンツオフはその娘をピョートルの情婦として提供している。（35）

しかし間もなくエリザヴェ一夕は病状を回復し、この結果クーデター計画に関与したベストウー

ジェフ・アブラクシン両名が解任・粛正される一方、以後ヴオロンツオフ・シュヴァーロフ両派の

間で激しい政権争いが展開されることになった。最終的に175＄年、副宰相Ｍ・Ⅰ・ヴォロンツオ

フが宰相に昇進し、その主導で1760年には元老院・宮廷会議の拡充と人事異動が実施されている。

まず元老院議長にはＹ・Ｐ・シヤホフスコイが就任する一方、元老院書記にはⅠ・Ｇ・チェルヌイ

シェフＩｖａｎ Ｇｄｇｏｒｅｖｉｃｈ Ｃｈｅ叩Ｓｈｅｖ（1726－97年）が登用され、（狗また新たな元老院議員として

宰相の兄Ｒ・Ⅰ・ヴォロンツオフ、Ｐ・Ⅰ・シュヴァ一口フの子息Ａ・Ｐ・シュヴァーロフＡｎｄｒｅｉ

Ｐｅｔｒｏｖｉｃｈ Ｓｈｕｖａｌｏｖ（1744－89年）、議長の弟Ｍ・Ｐ・シヤホフスコイ、オレンプルク知事の任務

を終えて帰還したⅠ・Ⅰ・ネプルイエフ、その他数名が任命され、総員は19名まで拡大した。他

方、宮廷会議には元老院議長Ｙ・Ｐ・シヤホフスコイ、新任の元老院議員Ⅰ・Ⅰ・ネプルイエフ、

Ｋ・Ｇ・ラズモフスキーの子息Ａ・Ｋ・ラズモフスキー、寵臣Ⅰ・Ⅰ・シュヴァーロフ、以上4名

が新たに参画している。かくしてエリザヴェ一夕治世末期の支配体制は、シュヴァーロフ勢力に一

定の配慮がなされつつも、基本的にヴォロンツオフ陣営の優位で組織されることになった。（37）

かかる支配体制の再編のもと立法委員会も新たな動きを示す。すなわち元老院はＲ・Ⅰ・ヴォロ

ンツオフを立法委員会議長に任命して法典編纂を再開し、1761年に最終原案を完成した。先のシ

ュヴァーロフ委員会が国家利害の観点から貴族勤務の維持を志向したのに対し、今やヴオロンツオ

フ委員会は貴族利害の尊重を優先し、法案の第22章・第5節「貴族及びその特権」では、1722年

官等表の廃止と貴族の国家勤務の縮小を確認している。この法案は直後の女帝崩御により施行され

なかったものの、一般にはそれぞれ後のピョートル三世・エカチェリーナ二世治世の功績とされる

貴族特権の拡大と法典編纂の遂行が既に当該段階より進行していた事実は留意されよう。（38）

証

（1）さしあたり、和田春樹「近代ロシア社会の構造－その成立と矛盾－」歴史学研究会編『世界史と近代

日本』青木書店1961年所収、高田和夫「現代ソ連史学界と絶対主義一姫対主義論争（19朗－1972年）の

検討－」『歴史学研究』第450号1977年、鳥山成人ｒ18世紀ロシアの貴族と官僚」吉岡昭彦・成瀬治編『近
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代国家形成の諸問題』木鐸社1979年所収、同「相世紀のツァーリズム」『ロシア史研究』第41号1985年、

土肥恒之「東欧の絶対主義－鳥山報告に寄せて－」同上誌、同号。なお以下個々の人物の情報について

は、1Ｐ．ＬｅＤｏｎｎｅ，‘‘ＲｕｌｉｎｇＦａｍｉＩｉｅｓｉｎｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＰｏｌｉｔｉｃａｌＯｒｄｅｒ，1689－1825”，Ｃｂｈｉｅｒｓ血ｍｏｎｄｅＴＷｅｅｔＳＯＶｉ6ｔｉｑｕｅ，

Ｖｏｌ．28，1987；⊥Ｌ．Ｗｉｅｃ野ｎＳｋｉ（ｅｄ．），ＴｈｅＭｂゐｍＥｎｑｃｌｑｐｅｄｉａｑｆＲｚ＆ＳＳ励ＳｏｖｉｅｔａｎｄＥｕｒａｓｉａｎｍｓｔｏｒｙ，59ｖｏＩｓ．，
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Ｓｈｕｖａｌｏｖ ａｎｄ Ｒｕｓｓｉａｎ ＣｏｕｒｔＰｏｌｉｔｉｃｓ，1749・63”，Ａ．Ｇ．Ｃｒｏｓｓ／Ｇ．Ｓ．Ｓｍｉｔｈ（ｅｄ臥），ＬｉＬｅｒｄｚＬｒｅ，Ｌ毎ｓ，ａｎｄＬ＜ｇａｌｉ少ｉｎ

ｕｈｅｒｉＴＷｂＲｗｉａ，Ｎｏｔｔｉｎｇｈａｍ，1994；ｉｄｅｍ，“Ｓｈｕｖａｌｏｖ，ＩｖａｎＩｖａｍｏｖｉｃｈ”，間Ｖｏｌ．53，ｐＰ．34・43．

（21）ェリザヴェ一夕時代におけるパーニンの北欧勤務は、後のエカチェリーナ二世時代における外交政策＝「北

方体制」ＮｏｒｔｈｅｍＳｙｓｔｅｍ策定を理解する上で注目される。Ｄ．Ｌ．Ｒａｎｓｃｌ，ｑＰ．ＣｉＬ，Ｃｈａｐｔｃｒ2；Ｗ．Ｋ爪ｍｍｅｌ，“Ｎｉｋｉｔａ

ＩｖａＪｌＯＶｉｃＰａｎｉｎ’ｓＡｕｓｓｅｎｐｏｌｉｔｉｋＴａｔｉｇｋｅｉも1747－1758’’，Ｍａｃｈｅｒｊ2ｊｒＧｅｓｃｈｉｃｈＬｅ（わｔｅｚＬｎＰａＳ，Ｂｄ．5，1940．

（22）なおⅠ・Ⅰ・ネプルイエフは1741年にＮ・Ⅰ・バーニンの妹と再婚し、ネプルイエフとバーニンとは義

理の兄弟に当たる。北欧勤務の経験がバーニンのバルト海外交に影響を与えたとすれば、駐土大使ネプルイ

エフとの親交はバーニンの対トルコ外交に対して少なからぬ影響を及ぼしたものと推定される。

（23）Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，甲．Ｃｉム，ｐｐ．＄9－96；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，甲．Ｃｉｔ，，152－155．

（24）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，ｑＰ．ＣｉＬ，ＰＰ．23‰239；⊥Ｐ．ＬｅＤｏｎｎｅ，‘‘ＲｕｌｉｎｇＦａｍｉ1ｉｅゞ，，ｐｐ．300・301；ｉｄｅｍ，ｑＰ．Ｃｉｉ．，ｐＰ．8㌻ｉ4．

（25）卿Ｖｏｌ．13，ｐ．3．

（26）ｖ．Ｋａｍｅｎｄｒｏｗｓｋも“Ａｐｒａｋｓｉｎ，ＳｔｅｐｈａｎＦｅｄｒｏｖｉｃｈ，，，卿Ｖｏｌ．2，ｐ．68－69；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．117－

119．

（27）〟Ｅ朋濫坊Ｖｏｌ．6，Ｐ．63；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，坤Ｃａ，Ｐ．141．

（28）ヴオルコフは平民出身ながらェリザヴュータ時代の最も優秀な国家官僚の一人とされ、1742年に外務参議

会に入省して以来ベストウージェフからその能力を評価され、また寵臣Ⅰ・Ⅰ・シュヴァーロフとも親交を
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もった。続くエカチェリーナ二世治世にはオレンプルク知事、聖ペテルプルク警察長官、工業参嶺会長官、

以上を歴任している。Ｊ．ＴＡｌｅｘａｎｄｅｒ，‘‘ＶｏＩｋｏｖ，ＤｏｍｉｔｒｉｉＶａｓｉ），ｅｖｉｃⅣ，，Ａ卿Ｖｏｌ．43，ＰＰ．9・14；Ｗ．Ｌ．Ｄａｎｉｅｌ，

呼＝頭．，ｐｐ．34－37．

（29）Ｒ．Ｅ．Ｊｏｎｅｓ，‘‘Ｇｌｅｂｏｖ，ＡｌｅｋｓａｎｄｒＩｖａｎｏｖｉｃｈ”，〟ＥメばＥ玖Ｖｏｌ．12，Ｐｐ．19㌻194．

（30）鳥山「相世紀ロシアの貴族と官僚」、72－77貢。

（31）⊥Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．202・213；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，“ＲｕｓｓｉａｉｎｔｈｅＭｉｄ－ＥｉｇｈｔｅｅｎｔｈＣｅｎｔｕｒｙ：ＴｈｅＳｔｒｕｇｇｌｃｆｏｒ

Ｐｅｔｅｒ，ｓＬｅｇａｃｙ”，ＳｂｖｉｅｔＳｔｕｄｉｅ＄ｉｎｊｔねｔｏｌｙ，Ｖｏｌ．28，1989（Ｒｅｐｒｉｎｔ，ｉｄｅｍ，ｑＰ．Ｃｉｌ．，ｐｐ．67－71）．

（32）Ｅ．Ⅴ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，呼．Ｃれｐｐ．231－233．

（33）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．233－236．

（34）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．240－241．

（35）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，甲．ＣｉＬ．，ｐｐ．242－243．ＲｑＮ．Ｂａｉｎ，甲．Ｃｉｔ．，193－194．なおパーヴェルの実父をめぐっては、皇

太子ピョートル本人のほか、エカチェリーナの愛人で元ハンブルク駐在大使Ｓ・サルトウイコフ　Ｓ¢唱ｅｉ

Ｓ8吋ｋｏｖをはじめ諸説が存在している。

（36）ＲＥ．Ｊｏｎｅｓ，”Ｃｈｅｒｎｙｓｈｅｖ，ＰｅｔｒＧｒｉｇｏｒ，ｅｖｉｃｈ”，卿Ｖｏｌ．7，ｐｐ．1＆20．

（37）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．219－220；Ｌ．Ｊ．Ｈｕｍｐｈｒｅｙ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐ．167－168．

（38）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐＰ．68・69；Ｋ．Ｒ．Ｍｏｒｒｉｓｏｎ，“ＣａｔｈｅｒｉｎｃＩＩ，ｓＬｅｇｉｓｌａｔｉｖｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ：ＡｎＡｄｍｉｎｉｓｔｍｔｉｖｅ

Ｉｎｔ叩托也ｔｉｏｎ”，Ｃ朗αｄ払〃批Ⅳわわ助曲∫，Ｖｏｌ．4，1970；鳥山成人「エカテリナ二世の地方改革－その動機と背景

に関する間潜と諸見解－」同『ロシア・東欧の国家と社会』恒文社1985年所収、228－232貢。

〔Ⅲ〕経済政策

続く諸節ではエリザヴェ一夕女帝時代の政策展開（経済・外交・通商条約）を順次検討したく思

うが、うちまず本飾では経済政策を分析しよう。1＄世紀ロシア経済政策をめぐっては、旧ソ連学

界の場合、農奴制の爛熟と農奴主国家の確立という経済的・政治的背景を踏まえつつ、経済政策の

本質を勃興する新興商業資本の階級利害にではなく、むしろ支配階級たる土地貴族の利害関係に遭

元して理解する見方が有力であったが、対照的に土地利害から遊離した官僚国家の形成を認める欧

米学界の場合、当時の経済政策にある程度ブルジョワ的な性格を認める傾向がある。（■）以下では政

策展開の基盤たる経済思想の特質を確認した後、前述の海外貿易・一次産品輸出に対応する通商・

産業政策、及び後述の外交政策・対外戦争に対処した財政・関税政策、以上を順次考察したい。

（1）文教政策と経済思想

まず当該期におけるロシア経済思想の展開・特質を確認しておこう。18世紀のヨーロッパ諸国

では各国の経済成長段階に照応した経済思想（重商主義・重農主義・官房主義）の興隆を見るが、

エリザヴェ一夕女帝時代のロシアではこれらの西欧思想を摂取しつつ独自の国土調査・理論分析が

進められており、その成果は後述する一連の経済政策にも一定の影響を与えたと思われる。

①　科学アカデミーの成長

既にピョートル大帝は国内経済の発展を促進するべく実学の振興に努め、その拠点として1725

年に聖ペテルプルク　ｒ科学アカデミー」ＩｍｐｅｒｉａｌＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｓを創立するとともに、ドイツ

官房学者Ｃ・ヴオルフＣｈｒｉｓｔｉａｎＷｏｌｆ（1679－1754年）の人脈で、化学・博物学者Ｊ・Ｇ・グメリ

ンＧｍｅｌｉｎ（1709－55年）、言語・歴史学者Ｇ・Ｆ・ミュラーＭＯ11ｅｒ（1705－83年）、数学者Ｌ・

ユーラーＥｕｌｅｒ（1707－83年）、物理学者Ｊ・ヴァイトブレヒトＷｅｉｔｂｒｅｃｈｔ（1702－47年）、数学

者Ｇ・Ｗ・クラフトむａ魚（1701⊥54年）、以上のドイツ人若手研究者が招碑された。続くアンナ

女帝時代には、宮廷政治・官僚機構におけるドイツ人支配体制の成立と相侯って、アルザス出身の
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理事Ｊ・Ｄ・シューマッハーＪｏｈａｎＤａｎｉｅｌ ＳｃｈｕｍａＣｈｅｒ（？－1761年）を頂点とするドイツ人研究者

のアカデミー主導体制が確立した。かくして以後ロシアの学術活動、とりわけ草創期のロシア経済

思想はドイツ官房学・国状学の強い影響を受けて発達することになった。（2）

またピョートル大帝は国土開発の前提条件として農業・鉱山資源の調査と通商ルートの開拓を試

み、既に1718年にはＦ・Ⅰ・ソイモノフＦｅｄｏｒＩｖａｎｏｖｉｃｈ Ｓｏｉｍｏｎｏｖ（1692－1780年）にカスピ海

探検を指示する一方、1725年にはⅤ・Ｊ・ベーリングⅤ血ｓＪｏｎａｓｓｅｎ Ｂｅｄｎｇ（1681－1741年）を

第一回カムチャッカ探検（1725－30年）に派遣するなど、一連の探検活動を展開した。続くアン

ナ女帝時代には元老院議長Ⅰ・Ｋ・キリロフＩｖａｎ Ｋｉｒｉ1ｌｏｖｉｃｈ Ｋｉｒｉｌｏｖ（1689－1737年）が自らオレ

ンブルク探検（1734－37年）を実施する一方、科学アカデミーはベーリングの第二回シベリア・

カムチャッカ探検（1733－43年）を主催し、アカデミー教官のＪ・Ｇ・グメリン及びＧ・Ｆ・ミ

ュラーがこれに随行している。また科学アカデミーは1739年に国土地理部門ＧｅｏｇｒａｐｈｉｃＤｅｐａｒｔｍｅｎｔ

を新設し、エリザヴェ一夕時代の1745年には『ロシア全図』ＲｕｓｓｉａｎＡｔｌａｓを作製している。（3）

この間、科学アカデミーはロシア人研究者の育成にも努め、アンナ女帝時代の1733年にはノヴ

ゴロド家門貴族の子弟Ⅴ・Ｅ・アドドゥロフＶａｓｉｌｉｉＥｖｄｏｋｉｍｏｖｉｃｈＡｄｏｄｕｒｏｖ（アダドゥロフＡｄａｄｕｒｏｖ

：1709－80年）がアカデミー史上最初のロシア人教官（数学）に就任し、後進の指導にあたると

ともに、続くェリザヴェ一夕時代には皇太子妃エカチェリーナの個人教師を務めている。（4）また科

学アカデミーは多数のロシア人学生を欧州留学に派遣し、帰国した彼らを順次アカデミー教官とし

て採用しているが、なかでも官房主義の本場ドイツでの留学経験をもつ平民出身の若手研究者の登

用が注目される。まずＧ・Ｎ・テプロフＧｒｉｇｏｒｉｉＮｉｋｏｌａｅｖｉｃｈＴｅｐｌｏｖ（1717－79年）は、1733年よ

りベルリンに留学して植物学・外国語を修め、1736年に帰国してからは植物学部門の通訳として

研究活動に従事したが、その際アカデミーの若き碩学として官房Ａ・Ｐ・ヴオルインスキーの政務

をしばしば補助した。このためヴォルインスキー事件への関与を疑われて一時拘留されるものの、

続くエリザヴェ一夕時代の1742年にはアカデミー自然史講座の準教授に就任している。同時にテ

プロフはＫ・Ｇ・ラズモフスキーの個人教師を務め、1743－46年にはその欧州留学に随行してＣ

・ヴオルフから官房主義思想を摂取する一方、1750年以降はラズモフスキーのウクライナ勤務に

同伴して現地の慣習・制度に習熟し、当時「最もウクライナ事情に精通した人物」として南部ロシ

アの経済能力に対する関心を強めた。（5）また「ロシア文学におけるピョートル大帝」として名高い

Ｍ・Ⅴ・ロモノーソフＭｉｋｈａｉｌＶａｓｉＩＣｖｉｃｈ Ｌｏｍｏｎｏｓｏｖ（171ｌ－65年）は、アルハングリスク国有地

農民の子弟ながら1735年に科学アカデミーに入学してアドドゥロフに師事し、翌年には欧州留学

に派遣されてやはりＣ・ヴオルフから数学・物理・哲学を学んだ。帰国後エリザヴェ一夕治世の

1741年にはアカデミー物理学講座の助教授に就任し、1745年にはアカデミー史上第二のロシア人

教官として化学講座教授に就任している。（‘）

以上の如きロシア人研究者の台頭に伴い、科学アカデミー内部では高給取得に専心する外国人「似

非研究者」ｐｓｅｕｄかＳＣｉｅｎｔｉｓｔｓの支配体制に対する反発が次第に強まり、折しもエリザヴェ一夕女帝の

即位によってドイツ人官僚の更迭とロシア人官僚の登用が進むなか、科学アカデミーの組織改革が

着手されることになった。まず1746年、エリザヴュータは海外留学から帰国したＫ・Ｇ・ラズモ

フスキーをアカデミー会長（在任：1746－65年）に、その個人教師Ｇ・Ｎ・テプロフを会長補佐

に任命する一方、続く1747年にはテプロフの建議で定款改正を実施し、アカデミーの自治を縮小

して国家監督を強化するとともに、ロシア人教官の積極的な登用を確認した。（7）この動きを警戒し

たＪ・Ｇ・グメリンはじめ多くのドイツ人研究者は科学アカデミーとの更新契約を破棄してドイツ
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本国に帰国しているが、（8）対照的にＧ・Ｆ・ミュラーはロシア国籍を取得して生涯ロシアにとどま

り、1747年に新設の歴史部門主任に就任する一方、1754－65年には理事を務めて科学アカデミー

の運営に貢献している。この間ミュラーは自らが随行した第二回シベリア・カムチャッカ探検の調

査結果を『シベリア地誌』Ｄｉｓｃｒｉｐｔｉｏｎｏｆｔｈｅ ＳｉｂｅｒｉａｌＫｉｎｇｄｏｍ（1750年）として刊行し、「シベリア

史の父」としての地位を確立することになる。（9）

続く1750年代には寵臣Ⅰ・Ⅰ・シュヴァーロフによって一連の文教政策が展開される。Ⅰ・Ⅰ

・シュヴァ一口フは、かねてフランスの啓蒙思想家ヴオルテールや百科全書派の学者と親交をもち、

ロシアにおける啓蒙思想の流入に貢献する一方、高等教育機関を設立して国民意識を発揚する必要

を強く認識しており、1755年にはロモノーソフと協力してモスクワ大学Ｍｏｓｃｏｗ Ｕｎｉｖｅｒｓ吋を創設

し、後者の恩師Ⅴ・Ｅ・アドドゥロフを初代学長に任命した。（10）またⅠ・Ⅰ・シュヴァ一口フは

既存の科学アカデミーに対しても多大な資金援助を与え、1755年にはアカデミーの新機関諒とし

て『月刊評論』肋乃助か　Ｃｏ叩，0ぷ肋〉〃（1755－64年）が刊行されている。同誌は各種経済理論・産

業技術指南の翻訳を掲載して経済理論・実用技術の普及を図り、ロシアにおける経済思想の覚醒に

多大な影響を与えた。（11）なかでもミュラーはシベリア探検の成果を「シベリア通商事情」ｌｎ食ｎｎａｔｉｏｎ

ａｂｏｕｔＴｒａｄｅｉｎＳｉｂｅｒｉａ（1755－56年）として連載し、シベリア経由中国通商の可能性を示唆する一

方、（12）Ｇ・Ｎ・テプロフは、後にＦ・ケネーの重農主義思想やＡ・スミスの自由貿易思想に多大

な影響を与えたことで知られるＪ・タッカーＪｏｓｉａｌ1Ｔｕｃｋｅｒ（1713－90年）の代表著作『英仏貿易

小論』ＡＢｒｉｅｆＥｓｓａｙｏｎｔｈｅＡｄｖａｎｔａｇｅＳＷｈｉｃｈｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙａｔｔｅｎｄＦｒａｎＣｅａｎｄＧｒｅａｔＢｒｉｔａｉｎｗｉｔｈｒｅｓｐｅＣｔｔＯ

Ｔｒａｄｅ（1749年）の抄訳を1755年に発表している。（13〉以上の結果、旧来のドイツ官房主義思想に

代わって新たにフランス啓蒙思想・重農主義がロシア知識人の間で広く受容されることになった。

②　経済思想の覚醒

以上の如き科学アカデミーを拠点とする学術活動を背景に、アンナ女帝時代からェリザヴュータ

女帝治世にかけて、アカデミー内外のロシア官僚・学者の間で独自の経済思想の展開が見られる。

まずＡ・Ｐ・ヴオルインスキーは、ピョートル大帝時代の長期辺境勤務によって自己所領を不在

にした際、『領地管理令』（1724年）を作成して領地管理人に市場向け農業経営を指南し、各種一

次産品の生産・輸出に強い関心を示したことで知られる。（14）これに対して続くアンナ女帝時代に

官房官僚として作成した前述の『内政要論』では、昨今の内政不安の背景として、農民逃亡の多発、

食糧供給の不足、国内生産力の低迷、以上の農業危機の存在を指摘する一方、その打開手段として、

国家経費の重点を軍事部門から貿易・産業振興へと転換すること、ヴオルガ流域への入植事業・穀

物備蓄倉庫の整備・食糧政策担当部局の新設を進めること、国土の防衛には軍隊の増員よりもむし

ろ国境要塞の建設や兵器の技術改良によって対処すること、貿易・産業の奨励によって国家財政の

強化のみならず社会的富の増大を達成すること、以上の必要を提起している。（15）概してヴォルイ

ンスキーの重視する産業部門が、農業・土地から貿易・工業へと移行していることを確認できよう。

またⅤ・Ｎ・タティシチュフは、辺境勤務の経験に基づいてロシア史上最初の本格的な通史『ロ

シア史』を著したことで知られているが、平行してタティシチュフは多数の経済評論も執筆してい

る。まずウラル鉱山監督局長を務めたアンナ女帝時代には、1734年にシベリア・カザンの地方官

更に対して現地経済事情のアンケート調査肌ｋ吋を実施する一方、1737年には「ロシア史書・地

誌編纂計画」を作成して科学アカデミーに送付し、国内経済の客観的・統計的調査の必要を主張し

ている。続くエリザヴェ一夕女帝治世にはアストラハン知事として商業参議会に「アストラハン輸

入・輸出貿易概要」ＤｉｓｃｏｕｒｓｅｏｎＧｏｏｄｓＩｍｐｏｒｔｅｄａｎｄＥｘｐｏｒｔｅｄｔｈｒｏｕｇｈＡｓｔｒａｋｈａｎ（1744年）を提出し、
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国産製品の輸出には低率関税を、原料・食糧の輸出には高率関税を、また国内自給が困難な必需品

の輸入には低率関税を、国内生産が可能な産品の輸入には高率関税を、それぞれ賦課して、輸出拡

大・輸入抑制を挺子とした収支黒字を維持するべき必要を示唆した。タティシチェフの経済思想は

引退後の『商人・職人論』ｏｎ Ｍｅ代血ａｎｔ ａｎｄ Ｃ地（174各年）において集成され、スペインは南米

植民地において豊富な金銀を採掘したにもかかわらず、産業・貿易が貧困な故に富の流出を招いた

こと、他方イギリス・オランダ両国は自ら金銀を産出しないにもかかわらず、その工業・貿易によ

って巨大な富を獲得したこと、ロシアの場合もアレクセイ時代のオランダ・イギリス貿易が続くピ

ョートル大帝時代の国力発展を準備したこと、以上の如き内外の歴史分析を根拠としつつ、「国富

の源泉・基礎」ｔｈｅｒｏ？ｔａｎｄｂａｓｉｓｏｆａｌｌｗｅａｌｔｈとしての商業活動、とりわけ外国貿易の意義を重視し、

輸出向け工業製品・一次産品の生産による貿易黒字の拡大を主張した。その際タティシチェフは、

外交貿易の方向として単にヨーロッパ諸国との交易のみならず、中国・ベルシア・オスマン帝国と

の貿易を推奨し、かつロシア領内を経由する東西通過貿易の振興を主張した。また、国内定期市場

の開設、貴族・教会の余剰資本を基礎にした信用機関の設立と商人・職人に対する信用の供与、商

品輸送・情報伝達を促進する運河体系・郵便制度の整備、以上の早期実現を提起している。その他

面においてタティシチェフは、経済発展の条件として強力な国家権力の介入を支持するとともに、

国家行政を担う貴族階層、国内生産を担う農民、商工活動に従事する商人、これらの職能的身分編

成の存在を肯定する一種の社会契約説を唱え、かかる観点から「農村経済短評」Ｓｈｏ正ＥｃｏｎｏｍｉｃＮｏｔｅｓ

Ｒｅｌｅ釦ｉｎｇｔｏ也ｅＶｉｌｌ喝ｅ（1742年）では農奴制に立脚する専制体制を支持している。（ｌ‘）

他方Ｍ・Ⅴ・ロモノーソフは、人文・社会・自然科学の各分野に精通した百科全書派的学者とし

て有名であるが、同時に経済問題にも強い関心を示しており、1747年にはドイツ農書を翻訳して

三碑制度・有機農法など西欧農耕技術の導入を奨励する一方、1752年にはピョートル大帝時代の

思想家Ⅰ・Ｔ・ポソシコフＩｖａｎＴｉｋｈｏｎｏｖｉｃｈＰｏｓｏｓｈｋｏｖ（1652－1726年）の『貧富論』ＢｏｏｋｏｎＰｏｖｅｒｔｙ

弧ｄＷｅｄ血（1724年）を公刊し、自らは外国貿易に関して以下の経済評論を発表している。まず「商

業・外国貿易論」ＯｎＭｅｒｃｈａｎｔｒ”ｅＳｐｅＣｉａｌｌｙｗｉｔｈＦｏｒｅｉｇｎＰｅｏｐｌｅｓでは、輸出産業・輸入代替産業の育

成と輸入抑制・輸出拡大を主張し，海路と接続する西欧諸国は商船隊と海上貿易を基礎とした外国

貿易を展開しているのに対して、ロシアはかかる港湾都市を欠如したピョートル大帝以前において

こそ国内河川に依存した内陸貿易にとどまらざるをえなかったものの、多数の港湾都市を獲得して

航海・造船技術を改善した同帝治世以後においてはかかる困難は解消され、いまやロシアはヨーロ

ッパ諸国との貿易のみならず、日本・中国・インド・北米西岸との貿易をも遂行しうる地位にある

こと、さらに「シベリア＝インド航路論」ＬｅｔｔｅｒｏｎａＮｏｒｔｈｅｍＰａｓｓａｇｅｔｏｔｈｅＥａｓｔＩｎｄｉｅｓｖｉａｔｈｅＳｉｂｅｒｉａｎ

Ｏｃｅａｎ（1755年）及びｒ北極海＝インド航路論」ＡＢｒｉｅｆＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｏｆＶａｒｉｏｕｓＶｑｙａｇｅｓｏｎｔｈｅＮｏｒｔｅｒｎ

ＳｅａｓａｎｄｔｈｅＥｖｉｄｅｎｃｅｏｆａＰｏｓｓｉｂｌｅＰａｓｓａｇｅ舟ｏｍｔｈｅＡｒｃｔｉｃＯｃｅａｎｔＯｔｈｅＥａｓｔＩｎｄｉｅｓ（1763年）では、

西欧諸国が依存する旧来の喜望峰経由東インド航路に対抗しつつ、新たな北極海経由アルハンゲリ

スク＝アジア貿易の開拓によってロシアは内陸国家ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ ｎａｔｉｏｎから海洋国家ｍａｒｉｔｉｍｅ ｎａｔｉｏｎ

へと発展しうること、等々を指摘している。以上の経済思想はロモノーソフがその庇護者Ⅰ・Ⅰ・

シュヴァ一口フに宛てた私信「ロシア人口の維持・増大に関する覚書」Ｏｎ　血ｅ Ｐｒｅｓｅｒｖ釦ｉｏｎ ａｎｄ

ＩｎｃｒｅａｓｅｏｆｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＰｅｏｐｌｅ（1761年）で集成された。またロモノーソフは国内資源の開発のため

に大規模な国土調査の必要を訴え、アカデミー国土地理部門の局長（在任：1758－65年）として

『ロシア帝国全図』（1759年）を刊行する一方、1759年には国内経済事情の情報交換を目的とした

『ロシア全国通信』Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｒｕｓｓｉａｎ Ｎｅｗｓの定期刊行を提案し、さらに1761年にはかつてタテイ
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シチェフが試みて挫折したアンケート調査を実施している。（叩

なおロモノーソフと交流する知識人としてＰ・Ⅰ・リシコフＰｅｔｒＩｖａｎｏｖｉｃｈ Ｒｙｃｈｋｏｖ（1712－77

年）の存在も留意される。リシコフは亜麻織物の輸出貿易に従事する商人家系の出自として幼少よ

り複式簿記の理論・技術に習熟し、アンナ女帝時代には歴代オレンプルク司令・知事（キリロフ・

タティシチェフ）の会計担当を務めたが、そのかたわら商人・実務家としての立場から現地の経済

・地理事情に強い関心を示しており、ロモノーソフの推薦のもと科学アカデミーの初代地方通信員

ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｍｅｍｂｅｒとして現地情報を定期的に送付した。またリシコフはアカデミーの機関誌『月

刊評論』誌上に多数の論考を発表し、「ロシアに関する外国人研究者の誤謬を正す方法」（1755年）

では、正確な地理調査と地誌編纂の必要を説く一方、同年の「商業通信」ＣｏｒｒｅｓｐｏｎｄｅｎｃｅｂｅｔｗｅｅｎＴｗｏ

Ｆｒｉｅｎｄｓ ｏｎ Ｃｏｍｍｅｒｃｅでは、物々交換から商人取引への商業発達過程を概観し、ロシアはその豊富

な天然資源と東西世界を媒介する立地条件から世界で最も通商活動に適した国であること、ロシア

はイギリス・オランダの如き活発な外国貿易によって大量の金銀を獲得できること、加えてロシア

はイギリス・オランダと異なり国内鉱山での金銀自給さえ可能であること、以上の見解を披露して

いる。さらにリシコフはロモノーソフの援助で『オレンプルク地誌』（1762年）を出版し、オレン

ブルクが鉱山・農業・畜産・狩猟・漁業・林業において高い生産能力を保持すること、オレンプル

クが中央アジア・インド・中国との外国貿易における重要な拠点をなすこと、ロシア内陸地帯とオ

レンプルク辺境地帯を連結する通商経路を強化する必要があること、以上を提起するとともに、旧

来ドイツ人学者ミュラーによって牽引されてきた地誌研究におけるロシア人学者の能力を誇示し

た。なお商人出身のリシコフは、職能的身分制度に立脚する商業活動を主張した前述の官僚貴族ヴ

オルインスキー・タティシチュフらとは対照的に、「農村社会論」ＡＬｅｔｔｅｒｏｎｔｈｅＰｒａｃｔｉｃｃｏｆＶｉｌｌａｇｅ

Ｌｉｆｂ（1757年）・「カザン・オレンブルク農業論」ＡＬｅｔｔｅｒｏｎＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅｉｎｔｈｅＫａ2ｎｎａｎｄＯｒｅｎｂｕｒｇ

Ｇｕｂｅｍｉａｓ（1758年）にて、富裕商人の貴族身分取得や開明貴族の商業活動参入を支持する一方、

国内経済の基礎として農業生産を奨励しつつ、その挺子として賦役制度の緩和を訴えている。（18）

以上の如くエリザヴュータ時代には、これまで科学アカデミーが推進してきた実践的な国土調査

の展開と理論的な西欧思想の摂取とが相互に融合して独自の経済思想が生成したが、生産力の基盤

としての農奴制に批判的な見解が登場する一方、海外貿易の発展方向として西欧諸国とのバルト海

貿易とともに南東方面のアジア貿易に強い期待の示されていることが注目されよう。

（2）通商・産業政策

次にエリザヴェー「タ女帝時代の通商・産業政策に関して、先に見たヨーロッパ貿易の発展とべル

シア・黒海貿易の生成という市場構造、及び封建的農奴制の再編・強化と商人マニュファクチュア

の生成という経済条件に留意しつつ、海外貿易の主要環節ごとに考察しよう。

①　ヨーロッパ箕易と農奴制

まずバルト海貿易の拠点ペテルブルク及び白海貿易の窓口アルハンゲリスクでは、国内商人の未

熟を背景として、既にピョートル大帝時代より、輸出向け産品生産・輸出に関する種々の特権が貴

族階級・外国商人に付与されてきたが、（19）続くアンナ女帝時代には、宮廷政治におけるドイツ人

官僚の台頭を反映して、ウラル鉱山資源がザクセンの技術・資本で開発される一方、主要産晶の輸

出特権は最大の輸出市場イギリスの商業資本に付与されている。（卸）なかでも1730年、副宰相Ａ・

Ｉ・オステルマンはイギリス領事Ｔ・ワードＴｈｏｍａｓ Ｗａｒｄ（在任：1728－30年）に対して各種専

売品目（炭酸カリ・大貴・にかわ・タラ・大麻）のイギリス向け輸出特権を付与したが、この権利
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はさらにＭ・シッフナーＭａｔｔｈｅｗ Ｓｈｉ蝕ｅｒ（？－1756年）＝Ｊ・ウオルフＪａｃｏｂＷｏｌｆｆ（1698－1759

年）の合本企業シッフナー・ウオルフ商会に委託され、同会は巨額の独占利潤を確保した。また同

年ワードが死去すると、オステルマンは当該商会と直に独占契約を結び、特許料の納入を条件とし

て各種産品の輸出特権を付与している。他方、1732年には逆に軍隊向けイギリス羊毛製品の独占

輸入が3年期限で同会に認可された。なおエリザヴュータ女帝時代の1745年、Ｊ・ウオルフは1730

年以来空席であったイギリス領事（在任：1745－59年）に就任しており、その人脈を挺子に再び

1748年にはロシア向け羊毛製品供給に関する15年期限の独占権を獲得している。（21）

しかしながらエリザヴェ一夕女帝時代には、徐々に外国商人の貿易独占に対する国内不満が高ま

るなか、1755年に外国商人の海外送金が規制される一方、宮廷政治におけるドイツ人官僚の追放

とロシア貴族の台頭を背景として、宮廷貴族に対して各種の通商・鉱山特権が付与されている。（コ）

なかでもＰ・Ⅰ・シュヴァーロフは、1752年にアルハンゲリスクにおける漁業・製塩事業の特権、

及び木材輸出の独占権を確保し、続く1753年にはウラル鉱山の採掘権を獲得した。（23）しかしなが

らシュヴァーロフは必ずしも自ら事業を経営せず、むしろこれらの特権をさらに賃貸・転売するこ

とで多額の差益を確保している。その際依然としてイギリス商人が重要な役割を占め、アルハンゲ

リスクにおける木材輸出の特権は、ロシア会社に加盟するブリストル出身のイギリス商人Ｗ・ゴム

Ｗｉ11ｉａｍＧｏｍｍ（1728－92年）に対して20年期限・総額120，000ループリで委託され、さらに1760

年には30年期限・総額300，000ループリで売却された。（24）またＲ・Ⅰ・ヴオロンツオフは、クー

デターを援助した代償として総計119村落を包摂する広大な所領を付与され、ロシア最大の地主家

門に成長しているが、農奴労働に立脚する大規模なリンネル工場を経営する一方、その販路として

1752年には聖ペテルプルクにて亜麻種・麻織物の輸出特権を、続く1757年にはアルハンゲリスク

での同様な輸出特権を獲得し、さらに1758年にはウラル鉱山・銅山の採掘特権を獲得して鉱山経

営にも着手するなど、多角的な所領経営を展開している。（お）1757年にはその兄弟の宰相Ｍ・Ⅰ・

ヴオロンツオフが穀物輸出の特権獲得を指向し、この計画は七年戦争のさなか敵国プロイセンへの

兵糧供給を防止する観点から間もなく撤回されたものの、最終的に聖ペテルプルク・アルハングリ

スク両港合計で255，000チユズベルティを上限に穀物輸出を展開することが承認された。（2‘）なお穀

物生産と直結する火酒蒸留に関しては、1754年の勅令によって貴族階級一般の蒸留特権が承認さ

れ、貴族階級は自己所領での火酒生産によって独占利潤を確保した。（2刀以上の動きは、国際的に

は外国商人の商業利害から脱却した一種の国民経済の生成を示しているが、国内的には貴族階級の

農奴主としての経済利害がその国家官僚としての政策展開に体現されたものと言えよう。

また勃興する商業資本の生産活動に関しては、前述の如くピョートル大帝が1721年勅令のもと

で商人資本による農奴・農村の買収・保有を承認し、商人による農奴占有マニュファクチュアの編

成を奨励したのに対し、続くアンナ女帝はこれまで農奴保有を独占してきた貴族階級の反発を考慮

して1736年勅令を発布し、商人身分による農奴・農村の購入を禁止している。かかる農奴保有特

権をめぐる商人・貴族の対抗関係は、ともに農奴労働に立脚する市場向け農業生産・マニュファク

チュア経営が高度に発達するエリザヴェ一夕女帝時代において頂点に達した。すなわち同帝は、当

初は1744年の勅令によって1721年の原則を再認し、商人マニュファクチュアの活動を支援したの

であるが、続く1746年の勅令では一転してこの原則を撤回し、貴族以外の身分による農奴・農村

購入を禁止している。のみならず、1752年には商人の農奴保有を工場一件に付き最大42人までに

制限し、さらに175客年には商人に対して保有農奴の売却を義務付け、かくして商人マニュファク

チュアを抑圧するとともに、貴族階級の農奴保有特権を再び強化したのである。（28）
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なお農奴労働をめぐる商人・貴族の対抗関係は、貴族特権の規定を策定する立法委員会の議論に

も多大な影響を与えた。すなわち、各種特権を専ら内外の商人資本に対して賃貸・転売していたＰ

・Ⅰ・シュヴァーロフの場合、商人資本の貴族昇格・農奴保有を商業発展の前提条件として支持し

たのであるが、自己所領における多角的な経済活動に従事するＲ・Ⅰ・ヴオロンツオフの場合、平

民身分の貴族昇格・農奴占有を貴族階級の脅威として強く警戒し、貴族特権の維持と新興階級の抑

圧を主張している。この結果1761年にＲ・Ⅰ・ヴォロンツオフが振出した最終原案は、既述のよ

うに第22条・第5節「貴族の特権」にて貴族の国家勤務を廃止し、貴族の事業活動を後援したの

であるが、加えて同条・第7節「商人の権利」では火酒蒸留・硝子製造・冶金・鉱山事業を貴族階

級の専権事項として商人資本の関与を禁止しており、また商人による農奴労働力の貸金雇用を許可

する反面、商人による農奴・村落の売買・所有を禁止している。この原案は直後の女帝崩御によっ

て実現しなかったものの、貴族階級の所領経営を法的に保証する試みとして注目されよう。（29）

②　ベルシア貿易とヴオルガ植民

対照的にアストラハン拠点のべルシア貿易に関しては、現地事情に精通するアルメニア商人に対

して種々の優遇措置が付与されている。既にピョートル大帝時代には前述の如くベルシア使節Ａ・

Ｐ・ヴオルインスキーによって1720年のロシア＝ベルシア通商条約が締結され、アルメニア商人

に対してロシア領内通商が承認されたが、この原則はエカチェリーナー世・ピョートル二世時代の

1725・27年にも再認されている。（知）続くアンナ女帝時代には、1734年英露通商条約・第8条のも

と、アストラハンでのターレル通貨による3％通過関税納入を条件として、イギリス商人にもベル

シア通商への参入が認可された。しかしながらイギリス商人のべルシア貿易参入に対しては、古来

アストラハンの中継貿易を媒介してきたアルメニア商人はもとより、ロシア商業利害からも強い警

戒が示されている。とりわけエリザヴュータ女帝時代の1742－43年にはアストラハン知事タティ

シチェフ、ベルシア領事アラポフＡｒａｐｏｖ・バクーニンＢａｋｕｎｉｎ両名が元老院に対してイギリス商

人の密輸行為に対する懸念を表明した。かかる国内不満を受け、最終的にエリザヴェ一夕女帝は

1746年の勅令によってイギリス商人のべルシア通商を禁止している。（31）

続く1750年代に入ると、従来の外国商人への依存体制から脱却したロシア商人独自のべルシア

貿易の追求されていることが注目される。まず1757年にはロシア商人マトヴュフＭａｔｖｅｅｖが

100，000ループリの資本金でベルシア貿易に従事する特権会社の設立を申請しているが、この計画

は資金調達手段として国庫の財政支援を要求したため、元老院に却下されている。しかし続く1758

年には聖ペテルプルク在留のアルメニア商人イサハノフ1ｓｓａｋｈａｎｏｖが株式会社「ベルシア貿易会社」

ＰｅｒｓｉａｎＴｒａｄｉｎｇＣｏｍｐａｎｙの設立を申請し、これは認可されている。同社は総額600，000ルーブリ（150

ループリ×4，000株）の株式発行によって必要資金を調達したが、株式の取得はロシア商人にも認

められ、以後同社に加盟する商人によってアストラハンを拠点にカスピ海・ベルシア通商が展開さ

れた。（ココ）なお続く1760年にはＲ・Ⅰ・ヴォロンツオフが関税徴収を代行する代償としてベルシア

貿易の独占得権を獲得しており、当該貿易も究極的には貴族階級によって統括されたと言える。（33）

以上の如きカスピ海貿易の振興はアルメニア商人の国内招致をも促進している。既にピョートル

大帝時代より種々の特権付与を挺子としてアルメニア商人・生糸職人のアストラハン入植が奨励さ

れてきたが、エリザヴェ一夕女帝時代の1744年には商業目的で移住を希望するアルメニア商人に

対してあらためて各種の優遇措置が保証された。同時にオレンブルク知事Ⅰ・Ⅰ・ネプルイエフの

尽力によってアストラハンの後背地をなすヴオルガ下流域からオレンプルクに至る広大な地域にお

いて内外より募集された屯田兵Ｌａｎｄ Ｍｉｒｉｔｉａの植民が進められ、辺境防衛・反乱防止によって東方
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貿易の安全を確保するとともに、平時における農業・鉱業生産への従事によって一次産品の生産を

拡大することになった。また1750年代には七年戦争の勃発に伴うプロイセンの国内混乱に乗じて、

同国に逃亡していた亡命ユグノー、とりわけフランス絹織物業の技術に精通した手工業者の誘致工

作が進められ、後のヴォルガ流域におけるドイツ人入植地の基礎が築かれた。（叫

③　黒海貿易とウクライナ開発

黒海貿易に関しては、既にピョートル大帝時代より駐土大使Ⅰ・Ⅰ・ネプルイエフがオスマン政

府に黒海貿易の開放を度々求め、アンナ女帝時代には1739年ベオグラード講和会議にて黒海での

自由貿易をあらためて要求したが、これらの試みは全て挫折した。このためエリザヴュータ女帝時

代には、むしろオスマン帝国の黒海支配を前提とした上で黒海貿易に参入することが試みられてい

る。なかでも商業参議会長官Ｂ・Ｇ・エスポフは南部辺境地帯を基盤とした経済発展に多大な関心

を示し、1744年には当時シベリア探検より帰還したミュラーに対してシベリア通商に関する調査

報告を求める一方、1745年には自ら黒海貿易に関する覚書を作成し、今や1739年のベオグラード

条約によって産土関係が安定している以上、オスマン帝国による黒海自由航行の制限は必ずしもロ

シア黒海貿易の障害とはならないこと、イギリス・オランダへの依存を脱却してオスマン帝国・地

中海経由でヨーロッパ貿易に直接参入することは重大な利益となること、以上を指摘した。（35）

これを受けて歴代のオスマン駐在大使は黒海貿易の実現に向けて一連の活動を展開している。ま

ずヴェシニアコフＶｅｓｈｎｉａｋｏｖはオスマン帝国の市場能力・相手市場編成・関税制度・通商条約体

系について情報収集を進める一方、引き続きオスマン政府に対して黒海貿易の早急な開放を要請し

た。またその後任Ａ・Ⅰ・ネプルイエフＡｄｒｉａｎＩｖａｎ0ｖｉｃｈ Ｎｅｐｌｕｙｅｖ（在任：1746－51年）は、幼

少より父親Ⅰ・Ⅰ・ネプルイエフに随行した経験から南方進出の意義を強く認識しており、その手

段としてコンスタンチノープル商館の設置を主張するとともに、1749年には現地で活動するヴェ

ネツィア商人Ｆ・サラセンＦｒａｎＣｉｓｋ Ｓａｒａｃｃｎと接触して黒海経由ロシア＝ヴェネツィア貿易の交渉

を進めた。これに対して商業参議会長官エスポフはヴェネツィア商人に対して、他の外国商人と対

等な貿易特権を認可するとともに、ドン河河口チェルカスタＴｓｈｅ止ａ5Ｓｋにおける商館の設置とロシ

ア国内における黒海経由輸入商品の販売を許可している。しかしながらこの措置に対してヴェネツ

ィア商人が一層排他的な黒海経由ロシア向け輸出貿易の獲得を要求する一方、ロシア商人はヴェネ

ツィア商人の国内通商参入に強い警戒を示したため、交渉は決裂した。（非）

続く1752年、新任大使オブリエシコフＯｂｄｅｓ址0Ｖは、オスマン市場においてロシア毛皮に対す

る高い需要が存在することに注目し、これまでバルト海経由にてオスマン向けロシア毛皮輸出に従

事してきたオランダ商社に対して黒海貿易への参入を打診している。これに対してその幹部Ａ・マ

グリニクスＡｎｄｒｅｕｓ Ｍａｇｒｉｎｉｕｓ、Ｊ・バルトロメクスＪｏｈａｎｎ ＢａｒｔＯｌｏｍｅｕｓ、ボーマンＢｏｒｍａｎの三名

は、ロシアー次産品（各種毛皮・魚介類・乳製品・油脂・蜂蜜）のオスマン向け輸出、オスマンー

次産品（レーズン・葡萄・柑橘類・木の実・オリーグ油・ナツメヤシ・砂糖・芳香剤）のロシア向

け輸出、以上に関する貿易特権の認可を要求するとともに、オランダ・ロシア両国商人が共同で出

資する合資会社の設立を計画した。元老院・商業参議会はこの要請を受諾したが、この計画に参加

するロシア商人の選定に難航し、ようやく1761年にモスクワ商人アントノフＡ血ＯｎＯＶをコンスタ

ンチノープルに派遣したものの、この時既にオランダ商社は上記幹部の引退や経営状態の悪化から

黒海貿易への関心を喪失しており、交渉は頓挫している。（37）

かくして外国商人との提携計画がいずれも挫折するなか、むしろ国内資本に立脚する貿易会社の

設立が計画される。エリザヴェ一夕は1753年の勅令において黒海貿易に従事する貿易会社の設立
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を計画し、続く1756年にはモスクワ商人ハスタトフＨａｓｔ釦0Ｖ、ヤロスラヴリ商人ヤロスラヴチェ

フＪａｒｏｓｌａｖｃｅｖ、カルーガ商人シェミヤーキンＳｈｅｍｉａｋｉｎ、以上三名を中心として「コンスタンチノ

ープル貿易会社」ＲｕｓｓｉａｎＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＣｏｍｐａｎｙｆｏｒＴｒａｄｉｎｇｉｎＣｏｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｌｅが設立された。同社は

ロシア史上最初の株式会社とされ、会社資本100，000ルーブリは全て株式（500ループリ×200株）

によって調達される一方、株主は会社経営に対して有限責任を負った。同時に同社は初期独占を体

現する特許会社であり、株主以外の商人がオスマン貿易に従事することは禁止された。加えて同社

はドン管区駐留軍隊より軍事保護を受け、またコンスタンチノープルでは駐土大使オブレスコフか

ら商業活動を保護されるなど、種々の特権を保持した。同社は本店をモスクワに置いたが、活動の

拠点はアゾフ海沿岸・ドン河河口の港湾都市テメルニコフＴｅｍｅｍｉｋｏｖ（現ロストフＲｏｓｔｏｖ）、後に

上流の港湾都市チェルカスクに置き、同港よりオスマン帝国・ヴェネツィアその他地中海諸国に向

けて各種ロシア産品（毛皮・亜麻製品・銑鉄・鋳鉄・魚介類・乳製品・油脂）を輸出した。税関記

録によれば同社の取引総額は着実に上昇し、175＄年には＄7，000ループリ、1762年には170，000ル

ーブリに達している。（38）ただしオスマン政府が黒海貿易を独占してロシア商船の自由航行を禁止

している以上、ロシア黒海貿易の発展には自ずと限界が存在したと言える。

他方、黒海貿易の試みと平行しながら後背地ウクライナの経済開発に対する関心も高まり、1757

年にはＰ・Ⅰ・シュヴァーロフがウクライナにおけるタバコ生産・輸出事業の独占特権を20年期

限・70，000ループリで獲得している。（39）前述のイギリス商人Ｗ・ゴムはシュヴァーロフに特権の

下請を打診したが、他方でフランス商人ミッシェル・ラインバールも英領ヴァージニア・タバコの

ヨーロッパ市場独占に対抗する手段としてウクライナ・タバコの取引に注目しており、激しい利権

獲得競争が展開された。最終的に1758年、宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフの媒介でミッシェルらフ

ランス商人グループが受託契約を結び、総計300，000プード（10，000，000ポンド）のタバコ輸出が

承認された。㈹なお当該事業にはウクライナ総督Ｋ・Ｇ・ラズモフスキーに随行した経済学者Ｇ

・Ｎ・テプロフも参与しているが、この事実はテプロフが後にエカチェリーナ二世時代の通商官僚

として南部ロシアの経済開発と黒海経由のフランス通商を提唱してゆくことを想起する場合、極め

て重要な意味を持つと思われる。（41）このように多大な期待を背景に着手されたタバコ生産・輸出

事業ではあったが、フランス本国の総括徴税請負人Ｍ・ローラン商会Ｒｏｌｌｉｎは、王国財政の基盤を

なすタバコ関税収入を維持する手段として、品質と供給総量でまさる敵国イギリス領北米植民地と

のタバコ取引をむしろ選好しており、この結果ウクライナ・タバコの輸入総量は年間30，000プー

ド（1，000，000ポンド）まで削減されることになった。（喝かくしてウクライナ・タバコ事業は当初

の計画よりも大幅に稀／Ｊ、されるものの、旧来のズンド海峡経由バルト海航路に代わる新たな両海峡

経由黒海・地中海航路の開拓を志向させたものとして注目できよう。

なおウクライナでも外国人の入植が奨励されたが、ここでは黒海北岸を経由する東西貿易を媒介

するアルメニア商人に加え、沿海貿易に従事するギリシア商人への特権付与と領内移住が推進され、

その活動拠点であった内陸都市ネジンＮｅ血ｉｎはウクライナ最大の商業都市に成長している。同時

にイスラム系オスマン帝国及びゲルマン系オーストリアの支配するバルカンからロシア政府の保護

を求めて大量のスラヴ民族＝ギリシア正教徒が流入し、東欧諸国の駐在大使を歴任したＭ・Ｐ・ベ

ストウージェフ＝リュ⊥ミンの斡旋で積極的な帰化・定住政策が展開された。1752・54年にはウ

クライナ南部の露土国境に植民都市「ニュー・セルビア」Ｎｅｗ Ｓｅｒｂｉａ（ドニエプル以西）・「スラグ

・セルビア」Ｓｌａ叩ａｎＯＳｅｒｂｉａ（ドニエプル以東）が建設され、流入したスラグ民族は露土国境の軍

事防衛に努める一方、肥沃な黒土地帯での農業活動を通じて穀物生産の拡大に貢献している。（43）



70 武田元有：エリザヴェ一夕女帝時代のロシア海外貿易と経済・外交政策

（3）財政・関税政策

エリザヴェ一夕女帝時代の財政・関税政策は宮廷官僚Ｐ・Ⅰ・シュヴァーロフによって推進され

たが、一方では前項で見た通商・産業政策の展開を支援する反面、他方では後述する七年戦争の展

開に伴う軍事経費の膨張を充足する必要に迫られ、相互に矛盾した性格を内包している。以下、か

かる二重の側面に留意しながら、財政・関税政策の特質と七年戦争に伴うその変質を確認したい。

①1750年の税制改革

ロシアではエカチェリーナ二世時代の1760年代まで予算が作成されないため、それ以前におけ

る正確な財政状況の確認は困難である。しかしながら先行研究の示す断片的な情報によれば、18

世紀前半を通じて歳出の根幹は相次ぐ対外戦争の遂行に伴う軍事費にあり、なかでもオーストリア

継承戦争への参戦が準備されたエリザヴュータ女帝時代の1744年において軍事費は歳出全体の8

割に達している。続く1740年代後半にはバルト海状勢の緊迫及びオーストリア継承戦争への介入

によって軍事費の比重はさらに上昇したものと推定される（表15）。他方、歳入の基軸はピョート

ル大帝時代に導入された人頭税にあり、恒常的に歳入の5割前後を占めたと思われる。しかしなが

らその過酷な負担は滞納を蔓延させて計画的な財政運営に支障をきたしたのみならず、人頭税への

過度な財源依存は、短期的・政治的には軍事費の膨張を充足してロシア領土の拡張・防衛を促進し

た反面、長期的・経済的には農民の生産活動を抑制してロシアの輸出産業を阻害することになった。

（叫このため既に女帝即位の1741年には滞納局Ａ汀ｅａ指　ＣｈａｎｃｅⅣが廃止されるとともに、正確な担

税人口を把握するべく1744年には前述の如く四半世紀ぶりに第二回人口調査が実施された。（45）そ

れによれば担税人口は1割以上上昇しているが、しかしながら続く1747年の財政調査によれば農

民の人頭税負担はほぼ限界に達しており、さらなる人頭税の増徴は困難と判断された。（鵬）

表15：ロシア国家財政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1，000，000ルーブリ）
歳　　　　 出 歳　　　　　 入

17 0 1 17 2 5 173 4 174 4 17 62 172 4 17 4 2 1 74 7 17 4 9 17 5 1 175 （； 17 5 8 17 62

軍 事 費 1．Ｓ 6 ．9 6 ．5 7 ．8 11 ．Ｓ

人 頭 税 4 ．7 5 ．4 5 ．2 5 ．4 5 ．2

火　 酒 1 ．0

3 ．3

2 ．3

7 ．6 3 ，7塩　 税 0 ．7 1．2

行 政 費
－ 1 ．6 0 ．6 0 ．9 1．7 関　 税 1 ．1 1．2 2 ．0

そ の 他 1．7 1．3 ・ 0 ．4 1 ．0 ？．5 そ の 他 1．0 1．2 1．6 2 ．0 4 ．1

計 3 ．5 9 ．8 7 ．8 9 ．7 16 ．0 計 8．5 3 ．5 5．0 9 ．9 1 1．5 11．6 15 ．0 15 ．0

〔典拠〕

①1701・25・44・62年度：Ｊ．Ｐ．ＬｅＤｏｎｎｅ，Ａｂｓｏ］ｕｔｉｓｍ ａｎｄ Ｒｕ［ｉｎｇ Ｃ）ａｓｓ：Ｔ72ｅ ＦｂｕＴ7ｄａ（ｉｏｎ Ｑ［（ｈｅ ＲｚＬＳＳｉａｎ

Ｐｏｌｉｔｉｃａ10ｒゐｒ，1700－Ｊ825，ＮｅｗＹｏｒｋ，1991，ｐｐ．277－278．

②1734年度：Ａ．Ｌｉｐｓｋｉ，“ＡＲかｅＸａｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｈｅ‘ＤａｒｋＥｒａ，ｏｆＡｎｎａＩｖａｎｏｖｎａ’’，ＡｍｅｒｉｃａｎＳｌａｖｉｃａｎｄＥｂｓｔ

血ｒ甲ｅα〃Ｒｅγおｗ，Ｖｏｌ．15，1956，ｐｐ．47Ｓ－481・

③1724・49・58・62年度：Ｃ．Ｓ．Ｌｅｏｎａｌｄ，ＲｑｆｂｒｍａｎｄＲｅｇｉｃｉｄｂ：ＴｈｅＲｅ卸すｑｒＰｅｔｅｒＬＵｄＲｕｓｓｉｂ，Ｂｌｏｏｍｉｎｇｔｏｎ，

1993，ｐｐ．91，96．

以上の財政状況においてＰ・Ⅰ・シュヴァーロフは、軍事経費の源泉としてロシア臣民の二大必

需品たる火酒・塩への課税を重視する一方、国内生産を推進するべく農民への人頭税賦課を緩和し

てゆくべきことを度々提案している。ただしオーストリア継承戦争への参戦は短期にとどまり、ま

た元老院も農民の租税負担を緩和する必要を認めなかったため、この改革計画は一時却下された。
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しかしながら続く1749年、プロイセンとの関係が悪化して再び軍事財政の基盤を創出する必要が

生じる一方、同年には国内で深刻な凶作・飢饉が発生して農民課税は困難な状況にあり、折しも従

兄弟のⅠ・Ⅰ・シュヴァーロフが女帝の寵臣として政治的発言権を強めるなか、その支持を受けた

Ｐ・Ⅰ・シュヴァーロフの主導ににより1750年の税制改革が断行されることになった。まず火酒

に関しては国家による専売制度が導入され、政府から小売商人への卸売価格は1740年代の平均価

格1．30ルーブリ／ヴェドロから1．＄＄ループリ／ヴュドロ（＝0．15コペイカ／リットル）へと引き

上げられた。当初は価格引上に伴う火酒消費の下落と専売収入の減少が危倶されたが、現実には

1750年を画期に専売収入はむしろ倍増して国家財源の四分の一を占め（表16）、以後ロシア革命ま

でロシア国家財政の主要税目として機能した。なお1754年には前述の如く火酒蒸留が貴族階級の

特権とされ、貴族階級の蒸留独占は市

場向け所領経営を促すと同時に国家の

火酒専売を支えることになった。（岬

また塩税に関しては税率が2．2コペイ

カ／キロ（＝0．35コペイカ／プード）

に強化され、以後塩税からの収入は倍

増している（表16）。ただし塩税の場

合、価格上昇が消費動向に作用して税

収の減少をもたらし、しかも新たな塩

田地帯として期待されたエルトン湖の

塩は不純物を多く含んだため塩漬け肉

の加工には不適であり、塩税への不満

が高まることになった。（喝他方、火

酒・塩税の増収を受けて人頭税は段階

的に緩和され、1751－58年において

平均税額が70コペイカから47．75コ

ペイカまで減額される一方、1752年

には1746年以降の滞納総額2，500，000

ループリの徴収放棄が決定された。（49）

この結果、先行研究の推計によれば、

財政収入はｉ742－　47年における

3，500，000－5，000，000ループリから、

1749年には9，880，000ルーブリ、1756

年には11，600，000ループリへと上昇し

ている。（50）全体として1750年の税制

改革は、一方では逼迫する国家財政を

再建するとともに、他方では困窮する

農民の地位を改善して国内生産の基盤

を整備し、国庫利害と商業利害との調

和を図るものであったと言えよう。

表16：ロシア主要間接税収入1736－62年

（1，000ループリ）
火 酒 塩 税 関 税

1 7 3 6 7 1 5 ．2 3 6 7 1 1．7

1 7 3 7 8 8 7 ．1 0 3 7 6 4 ．6

1 7 3 8

1 7 3 9

1 7 4 0

9 10 ．1 0 3 7き3 ．6

8 3 7 ．8

8 2 1．3 4 6

1 7 4 1

1 7 4 2

9 9 2 ．1 5 0

1，1 4 1．3 7 6

8 4 0 ．7 2 0

ＳＯ4 ．4 0 9 9 5 5．3 0 2

1 7 4 3 8 1 6 ．4 3 8 1，0 6 0 ．7 6 3

1 7 4 4 7 0 6 ．1 0 2 1，0 0 1．7 1 7

1 7 4 5 7 7 7 ．7 4 7 1，0 3 1．8 9 5

1 7 4 （ｉ 8 1 3 ．3 4 4 1，0 5 5 ．7 9 6

1 7 4 7 7 9 2 ．6 5 4 9 5 0 ．6 1 6

1 7 4 8 1，0 （ｉ2 ．0 2 4 7 5 3 ．4 8 4 8 8 6 ．6 3 7

1 7 4 9 1，2 6 3 ．5 2 9 8 0 1．2 5 5 1，0 5 2 ．5 2 7

1 7 5 0 1，6 3 4 ．7 粥 1，2 2 3 ．0 1 1 1，2 2 7 ．6 6 7

1 7 5 1 2 ，2 7 3 ．4 6 6 1，2 1 6 ．1 5 6 1，2 3 0 ．0 7 1

1 7 5 2 2 ，3 6 2 ．1 4 0 1，2 9 6 ．9 7 0 1，4 2 7 ．6 4 0

1 7 5 3 2 ，3 0 5 ．1 8 5 1，3 9 2 ．2 0 0 1，4 6 0 ．4 0 5

1 7 5 4 2 ，2 4 9 ．4 9 ｌ 1，3 柑 ．3 4 7・ 2 ，1 3 4 ．4 0 5

1 7 5 5 2 ，6 6 2 ．9 0 9 1，3 7 0 ．5 1 7 2 ，1 3 4 ．5 1 1

1 7 5 6 2 ，5 7 4 ．3 2 9 1，4 0 4 ．9 9 4 2 ，3 2 0 ．9 4 1

1 7 5 7 2 ，5 5 1．Ｓ9 0 1，8 8 7 ．0 6 4 2，5 1 6 ．8 5 1

1 7 5 8 2 ，7 3 1．6 7 5 2，1 7 7 ．1Ｓ4 2 ，5 5 9 ．7 3 6

1 7 5 9 3 ，1 3 2 ．6 7 6 ■ 2 ，0 1 2 ．9 2 4 2 ，6 5 4 ．5 5 0

17 6 0 3 ，2 9 8 ．3 7 9 2 ，0 6 5 ．1 7 7 2 ，6 2 5 ．0 3 6

1 7 6 1 3 ，3 2 9 ．0 0 0 2 ，1 8 2 ．4 2 8 2 ，6 6 9 ．1 3 9

1 7 6 2 3 ，4 5 0 ．0 4 3 1，7 9 5 ．き0 0 2 ，さ8 1．2 3 1

〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．324，329；Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，

助Ｊ励ね〃ｅｄ加甲0め椚加点揖血・乃ｅ月ｅ画げ且Ｊねαあｅ晩

1741－1762，ＮｅｗＹｏｒｋ，1987，ｐＰ．149－151，156－157．
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②1755年の通貨改革・

ピョートル大帝よりアンナ女帝に至る歴代君主は、度重なる対外戦争に由来する軍事経費の膨張

に対処するべく通貨の悪鋳＝腔造・純分削減を繰り返し、この結果17世紀末から1730年代にかけ

てループリ銀貨の純分は11．37ループリ／フントから相．75ルーブリ／フントへと、またコペイカ

銅貨の純分は20ループリ／プード（＝40フント）から40ルーブリ／プードへとほぼ半減した（表

17）。これらの通貨改革は国庫に巨額の鋳造収益を確保して当面の財政需要を充足したものの、長

期的には国内物価の上昇と為替相場の下落をもたらして外国貿易の成長を阻害することになった。

（51）事態を改善するべくイヴァン六世時代の1741年6月にはルーブリ銀貨の純分割合が18．25ルー

ブリ／フントへと増強されたが、国内で大量に流通するコペイカ銅貨への対策は遅れ、続くエリザ

ヴェ一夕女帝時代の1744－46年には5コペイカ銅貨の実質価値が4－2コペイカまで急落する一

方、国際市場におけるループリ相場も下落を続けた（図6）。このためＰ・Ⅰ・シュヴァーロフは

税制改革による財源確保に続いて本格的な通貨改革に着手し、まず1752年にはコペイカ銅貨の鋳

造を停止して減価貨幣の回収を進めた。続く1755年の通貨改革では、銀貨については国際通貨タ

ーレルと同一の純銀割合を採用し、以後年間1，000，000ルーブリの発行を規定する一方、銅貨につ

いては純分100％（8ルーブリ／プード＝49コペイカ／キロ）での鋳造を開始し、以後エリザヴ

ェ一夕治世を通じて総額6，846，紬6ループリの新制銅貨が発行された。なお銀貨には1ルーブリ貨、

1佗ループリ貨、1／4ループリ貨の3種を用意するとともに、1ループリ＝100コペイカの換算割合

を導入し、当時のヨーロッパではまだ珍しい十進法的通貨制度が採用されている。この結果、ルー

プリ銀貨・コペイカ銅貨に対する信用は漸次回復し、貨幣減価・為替下落も一時終息した。（52〉

なお通貨制度の改革と連動して信用制度の改革も進められている。一般にロシア国内の前期的な

高利貸資本は年間20％の高率利子を課す一方、港湾都市に居留するイギリス・オランダ商人は信

用供与の代償として不利な取引条件を強制したため、自律的な外国貿易・国内商業を展開する手段

として安定的な商業信用の確保が希求されたが、国内経済の後進状態から自生的な民間信用機関の

成立が困難である以上、官営金融機関の整備が早急な課題とされた。既にアンナ女帝時代の1733

年には国庫が年利＄％にて商業信用を供与する計画を策定したが十分機能せず、続くエリザヴェ一

夕女帝治世の1744年には商人Ｆ・ヤコレフＦｅｄｏｒＩ奴01ｅｖが元老院に商業銀行の設立を申請する一

方、同年にはアストラハン知事タティシチュフも官営銀行の設立計画を作成・送付している。

かかる動きを受けてＰ・Ⅰ・シュヴァーロフは信用機関の整備に着手し、1754　年にロシア史上

最初の信用機関とされる「貴族銀行」ＴｈｅＮｏｂｌｅｓＢａｎｋｍｅＢａｎｋｏｆｔｈｅＮｏｂｉｌｉｔｙ及び「聖ペテルプル

ク貿易振興銀行」ＴｈｅＢａｎｋｆｏｒｔｈｅＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＴｒａｄｅｏｆＳｔ．Ｐｅｔｅｒｂｕｒｇ（通称「商人銀行」Ｔｈｅ

ＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋ）の二行を設立した。うちまず貴族銀行は750，000ループリの資本金で国内貴族の

基盤たるモスクワ・聖ペテルプルクの両市に設立され、年利6％の融資活動を実施した。当初は500

－50，000ループリの貸付については元老院が、これを超過する金額の貸付については女帝自身が

藩可権をもち、かつ返済期間は1年とされたが、貴族階級の不満から後に融資限度は500ルーブリ、

かつ返済期間は無期限と改定された。貴族は返済保証として抵当を提供する義務を負い、動産を抵

当とする場合はその価値の75％、不動産を抵当とする場合はそこに居住する成人男性一人につき

10ループリを基準として融資総額を設定された。また商人銀行は500，000ルーブリの資本金でヨー

ロッパ貿易の拠点聖ペテルプルクに設立され、年利6％で半年期限の融資活動を展開した。当初は

融資条件として取引商品を担保に提供することが要求されが、この規定は商人の取引を阻害したこ

とから後に撤廃され、商人の資金借入はより容易になった。また同行は前述のコンスタンチノープ
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ル貿易会社に対して必要資金を供給することを義務付けられ、黒海貿易の推進にも貢献している。

この実績を踏まえて後の1764年には東方貿易の拠点アストラハンにも商業銀行が設立された。以

上の信用機関はいずれも商業手形を借入の担保として認めなかった点で重大な欠陥をもつとされる

が、それでもＰ・Ⅰ・シュヴァ一口フ自身をその典型とする新興貴族の市場向け所領経営を支援す

る一方、商人資本の商業活動を促進し、外国貿易の成長において大きな役割を果たした。（53）

表17：貨幣鋳造の動向1699－1761年
銀　　　　　 貨 銅　　　　　 貨

年 発 行 総額 含 有 銀 量 平 均 純 分 年 発 行 総 額 含 有 銅 量 平 均 純 分

（ル ー プ リ） （プー ド） （デード／Ｒ） （ル ーブ リ） （プ ー ド） （デ ード／Ｒ）

99－17 10 19，16 1，155 29，107．6 0．00 152 1700－04 1，354，142 9 6，03 8 0 ．07092

17 11－17 4，240 ，49 1 6，44 1．7 0．00 152 1705－24 3 ，000，000 15 0，000 0 ．05000

17 18－24 4，92 1，172 6，22 9．3 0．00 12 7

1725－29 5，157，6 70 6，529 ．6 0 ．00 12 7 17 25－2 9 3，9 88，330 9 9，708 0 ．0 2500

1730－4 0 2 0，094，975 25，43 3．3 0 ．00 12 7 17 30－4 0 2，9 36，482 29 3，648 0 ．10000

1740－4 1 1，111，3Ｓ7 1，406 ．9 0 ．00 127

1742－6 0 32 ，3 17，7 99 4 0，9 11．6 0 ．0 0 127 1742 －5 7 4，144 ，364 44 1，253 0．10647

176 1 643，000 8 14 ．0 0 ．0 0 127 1757 －6 1 10，97 7，349 6＄6，ＯＳ4 0．0 62 50

〔典拠〕Ａ．Ｋｄ厄ｍ，呼．Ｃれｐｐ．8ｌ，109，340．

園6：ルーブリ相場の動向1720－65年
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〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｌ．，ｐ242；Ｊ．Ｎｅｗｍａｎ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．36ｌ・362．

1755　　1760　　1765
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③1754年の関税改革

ピョートル大帝は1724年の関税改革によって高率関税を設定し、経済的な産業保護と財政的な

関税増収との二重利害を充足したが、高度な保護関税は円滑な海外貿易を擾乱してむしろ関税収入

の減少に帰結したため、アンナ女帝は1731年の関税改革によって輸入依存産品・輸出向け産品に

対する関税税率を緩和し、経済的な産業保護と財政的な関税増収との両立に努めた。（瑚他方、旧

来ロシア国内では主要都市の城門や幹線道路の橋梁に大小様々の税関が存在し、その多くはピョー

トル大帝以降の歴代皇帝によって漸次廃止されたが、5％の入市税は依然として存続し、また元老

院は道路・橋梁の建設・維持経費として各所領内における通行税の徴収を承認していた。これらの

内国関税は、財政的には安易な税収確保・経費削減の手段として重宝されたが、経済的には円滑な

商品移動を投乱して国内商業の発展を著しく阻害することになった。（55）

かかる状況を打開するためＰ・Ⅰ・シュヴァーロフは関税改革に関する特別委員会を設置し、対

外関税の引上による税収確保を挺子とした内国関税の撤廃を提起した。これに対してＹ・Ｐ・シヤ

ホフスコイをはじめとする貴族階級は、自己所領で生産する換金作物のヨーロッパ向け輸出が減退

することを危倶し、対外関税の引上に強く反対した。しかしながらシュヴァ一口フは、ロシア一次

産品に対する西欧諸国の高い需要が多少の税率引上によって影響を受ける可能性は低いと判断し、

かくして1754年の関税改革が断行された。これによって旧来の内国関税・通行料金が全て廃止さ

れる一方、これに伴う税収減少の補填手段として対外関税は従来の5－10％から平均13％へと増

強された。ただし、国内紙経産業が必要とする繊維原料の輸入には低率関税が維持され、国内産業

の育成が考慮されるとともに、黒海・アゾフ海経由のオスマン向け産品として需要が高い棒鉄・な

めし皮の輸出にも低率関税が採用され、バルト海経由輸出に比して運送経費の点で不利な状況にあ

る黒海方面向け輸出の振興が試みられている。以上の結果、対外関税の収入は1754年を画期に上

昇を続け（前掲表16）、関税収入の基軸は内国関税から対外関税へと移行することになった。（5‘）

なお広大なロシア領土のうち、ポーランド内陸地帯を後背地とするバルト海沿岸の港湾都市リガ

の場合、頻繁な宗主国家の交代にもかかわらずハンザ同盟の加盟都市として独自の通商特権を維持

してきた経緯を尊重し、既にピョートル大帝は1721年のニスタット条約で同市を併合した際、独

自の市政・関税・度量衡・通貨制度及びプロテスタント信仰の自由を保証しており、続くアンナ女

帝も同市を1734年英着通南条約の適用から免除していた。かかる原則を継承してエリザヴェ一夕

女帝もリガを1754年関税の対象から除外し、のみならず1756年にはリガ知事の発布した通商規制

Ｔｒａｄｉｎｇ ＯｒｄｉｎａｎＣｅを公認している。以上の結果、イギリス商人をはじめとするヨーロッパ商人はリ

ガでの自由通商を制限される一方、リガ商人はポーランド・リヴオフ農民の市場向け産品生産とリ

ガ居留外国商人の西欧向け輸出貿易との媒介を独占し、ポーランド産品の海外輸出をめぐってプロ

イセン領ケーニヒスペルクとロシア領リガとの対抗関係が醸成されることになった。（叩

他方、黒海・東方貿易への回廊をなすウクライナに関しては、1750年にウクライナ自治が回復

された事実を考慮し、Ｐ・Ⅰ・シュヴァーロフは当地における1754年関税の適用を免除する意向

を示した。しかしウクライナ総督Ｋ・Ｇ・ラズモフスキーは、おそらくはＧ・Ｎ・テプロフの建議

を入れつつ、ウクライナが近隣諸国と独自に自由貿易を展開する危険を警告したため、最終的にウ

クライナは1754年関税の対象に編入されている。かくして西はウクライナ及びドン・コサックか

ら東はアラスカへと至る領域が1754年関税規定の対象に包摂され、単一の関税制度に立脚する広

大な国内市場が創出されたのである。（5鳥）
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④　七年戦争の勃発と経済政策の転換

1750年代前半におけるＰ・Ⅰ・シュヴァ一口フの財政・関税政策は、意識的な税源・経費配分

の換作あるいは資本・商品移動の誘導によって生産・流通の両面から商業・貿易活動を支援し、こ

の意味で前項にて考察した貿易振興政策の延長線上に位置すると言える。しかしながら後述する

1756年における七年戦争の勃発と軍事経費の膨張は早急な財政基盤の創出を急務としたため、こ

の結果1750年代後半においてシュヴァーロフの政策路線は大幅に転換することになる。

まず1756年の税制改革では、シュヴァーロフは火酒の卸売価格を2．235ルーブリ／ヴェドロ（＝

0．18コペイカ／リットル）へと強化する一方、塩税の税率も、既に多くの不満が表明されていたに

もかかわらず、3コペイカ／キロ（＝0．5コペイカ／プード）へと増強している。この結果、火酒

収入で2割、塩税収入で3割程度の税収拡大が実現し（前掲表16）、七年戦争の遂行に必要な戦費

を確保する反面、経済発展に必要な農民の生産活動を極度に撹乱することになった。（59）

また1756年には通貨改革も実施され、シュヴァーロフはコペイカ銅貨の純分割合を8ルーブリ

／プードから16ルーブリ／プード（＝92コペイカ／キロ）へと削減する一方、以後戦争終結まで

総額11，000，000ループリ近い空前の規模での銅貨発行を強行している（前掲表17）。この結果、国

内物価が急騰するとともに、ルーブリ相場も過去に例のない下落を見る結果となった（前掲図6）。

さらに戦争末期の1760－61年には、コペイカ銅貨の純分をさらに32ルーブリ／プード（＝1．95

ループリ／キロ）まで半減するとともに、ルーブリ銀貨の純分を77％から72％まで削減すること

が提案されている。この計画によって向こう16年間における20，000，000ループリの財源創出が期

待されたが、しかし国内物価の上昇に対する懸念から最終的にこの計画は撤回された。むしろその

代替手段として紙幣発行が実施され、1760年に国庫は一年満期・6％利付内債ｐｒｉｎｎｔｅｄ ｕｋａｚｅｓの形

態で総額1，000，000ルーブリの政府紙幣を発行し、これに強制通用カを付与して巨額の発行収益を

確保している。（叫

さらにシュヴァ一口フは信用機関の拡充に努め、1758年に「銅貨流通銀行」ＴｈｅＢａｎｋＣｏｍｐｔｏｉｒｆｏｒ

ＣｉｒｃｕｌａｔｉｏｎｏｆＣｏｐｐｅｒＭｏｎｅｙｗｉｔｈｉｎＲｕｓｓｉａ（通称「銅貨銀行」ＴｈｅＣｏｐｐｅｒＢａｎｋ）を、続く1760年に

ｒ砲兵・土木部隊銀行」ＴｈｅＢａｎｋｏｆｔｈｅＡｒｔｉ11ｅｒｙａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＣｏｒｐｓを相次いで設立している。

ただし両行の目的は何よりも上記の通貨改革を遂行して国庫に鋳造収益を供給することにあり、両

行は1758－61年を通じて総額11，000，000ループリの新造銅貨を発行する一方、発行総額のほぼ半

額に相当する6，000，000ルーブリを国庫に納入した。なお両行は同時に年利4％での信用供与も業

務としたが、その貸付対象としては、Ｐ・Ⅰ・シュヴァ一口フ自身を含め宮廷生活の浪費で多額の

債務を抱える宮廷官僚が大半を占めており、商人・事業家に対する融資はむしろ低迷している。（61）

最後に1757年の関税改革では、まず亜麻・大麻・棒鉄といった西欧向け船舶必需品については

従来通り低率の輸出関税を維持し、輸出貿易の促進を図った。しかしながら鉄・銅・麻織物その他

の国内における生産が可能な産品の輸入に対しては、ピョートル大帝時代の1724年関税を上回る

相世紀史上最大の高率関税を導入している。（‘2）この結果1750年代末において関税収入はさらに一

割程度の上昇を示したが（前掲表16）、他面においてヨーロッパ貿易は濃乱されることになった。

かくしてＰ・Ⅰ・シュヴァーロフの経済政策は、当初は商業活動の振興を基本方針としたにもか

かわらず、七年戦争の勃発を契機として軌道修正を迫られ、以後は戦争遂行に必要な財政収入の確

保を優先課題とし、このためむしろ商業活動を大幅に阻害する結果になったと言えよう。
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（4）商業委員会と関税改革輪争

エリザヴェ一夕女帝時代の経済政策において商業利害と財政利害との矛盾が深まるなか、Ｐ・Ⅰ

・シュヴァーロフは、1754年の関税改革に際して設置され、1757年の関税改革をもって任務を完

了していた関税委員会を新規の「商業委員会」Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ／Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｎ Ｃｏｍｍｅｒｃｅへ

と改組し、相互に連関する今後の貿易・関税・財政政策を包括的に策定することを提案した。元老

院はこの計画を受け入れ、1760年にその設置を認可したが、商業委員会は元老院の直轄組織とさ

れ、また宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフはその議長・副議長としてともに彼が庇護するＹ・Ｐ・シヤ

ホフスコイ及びⅠ・Ｇ・チェルヌイシュフをそれぞれ任命したため、Ｐ・Ⅰ・シュヴァーロフの影

響は抑制されている。（叫とはいえこの商業委員会では財政利害に傾斜した関税政策の是非をめぐ

って、なかでも改革派の新興勢力によって活発な議論が展開されている。

まずビュモント出身の委員会顧問Ｍ・オダーＭｉｋｈａｉ10ｄａｒ（Ｍｉｃｈｅｌ Ｏｄａｒｔ）は、匿名の試論「ロ

シア商業に関する覚書」Ｍｅｍｏｒｉａｌｏｎ ＲｕｓＳｉａｎＣｏｍｍｅｒｃｅにおいて、次のように主張している。すな

わち、ロシアは各種の日用必需品・工業原料とともに不必要な高級奪移品を大量に輸入しているが、

政府は両者を明確に区別した上で後者の輸入を制限するべきである。ロシアは急速な経済発展を遂

行した国家の先例としてフランスを模範とするべきであるが、その際摂取されるべきはその貴族文

化ではなく、むしろ17世紀のフランス経済発展、すなわち国家の強力な経済政策〔＝コルベール

主義〕である。両国を比較して判明するのはロシアが独力で西欧諸国と貿易を遂行するのに十分な

商業階級を欠如していること、なかでも商船・商人・海運業者の量的不足、及び経済原理・会計技

術の質的遅れであり、その解消にはピョートル大帝時代の軍事留学に代わる新たな経済留学が必要

である。同時に海外貿易の発展にはロシアの国富の中心たる農業の振興が不可欠であり、貿易発展

は最終的に農業発展の如何に依存している。その際、広大な無主の肥沃地が広がる南部ロシアの開

発が有効である。今日まで政府はその開発に関心を払わなかったが、南部ロシアでは桑木・綿花・

葡萄の生産が可能であり、さしあたり屯田兵の入植による開発が必要である。（叫

次に商業委員会に参加した聖ペテルプルク商人の一人によると推定される匿名の陳情「ロシアに

おける商業利益と商業階級に関する愛国的意見」ＰａｔｒｉｏｔｉｃＯｐｉｎｉｏｎａｂｏｕｔｔｈｅＢｅｎｅ魚ｔｏｆＣｏｍｍｅｒｃｃａｎｄ

ｔｏｗｈｏｍＣｏｍｍｅｒｃｅＢｅｌｏｎｇｓｉｎＲｕｓｓｉａは、高級官僚の見解ではなく、現に商業活動に従事する商人

の認識を提示したものとして注目に借する。その著者によれば、国力は三つの要素、すなわち、産

業階級の人口総数、それらの合理的な階級分化、臣民を指導してその幸福に貢献する組織の創出、

以上に依存する。とりわけ階級分化に関して、ヨーロッパ諸国の多くでは、軍事・民事・宮廷事務

に従事する貴族、内外貿易・工業生産に従事する商人ｍｅｓｈｃｈａｎｓｔｖｏ、農業・畜産に従事する農民、

以上の三大階級が存在しているのに対して、ロシアではかかる階級構成が未熟である。なかでも商

人階級に関しては、商人階級の業務とされている仕事と実際にこの業務を遂行している階級との帝

離が甚だしく、膨大な無産市民が商業階級に登録されている一方で多数の貴族階級が商業活動に従

事し、商人の適正な商業活動が撹乱されている。かかる現状を打開するには、無産市民を徒弟商人

として訓練するとともに貴族の商業活動を規制することが必要である、以上が主張された。（叫

またＤ・Ⅴ・ヴオルコフは、宮廷会議を統括して以来その行政手腕を評価され、商業委員会に参

与することになったが、まず1760年12月の覚書ではロシア経済の現状と課題について以下の議論

を展開している。すなわち、①七年戦争に伴う戦時財政の継続がロシア経済に深刻な影響を与えて

いること、②国家の経済政策は短期的な税収確保の観点からではなく長期的な経済効果の視点から

策定されるべきこと、とりわけ高率輸入関税の設定は当面の戦時財政には有益であっても、貿易相
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手国の支払能力を逓減させてロシア輸出貿易の低下を招来するため国民全体の経済利害にはむしろ

打撃であり、その早急な撤廃が必要であること、③国富・国力の強化にはロシア最大の資源である

農業の振興が必要であること、その手段として穀物輸出の解禁により余剰蓄積の機会を拡大し、農

民の生産意欲を触発するべきこと、④国家はアストラハンを拠点とする東方諸国との貿易を振興す

るべきこと、その際既存のべルシア貿易会社は廃止してアストラハンを自由港湾とし、かつアルメ

ニア人・ベルシア人の入植を奨励してその後背地に製糸産業地帯を創出するべきこと、⑤農業生産

を支援するべく穀物輸出を担う商人階級が育成されるべきこと、その手段として貴族階級は自己所

領の生産穀物を外国商人に対してではなく国内商人に対して売却するべきこと、⑥一般に国富の水

準は海外貿易・貿易収支によって測定されるべきであり、収支黒字の維持・拡大には何よりも国内

経済の振興が前提条件となること、以上である。また続く1761年1月の覚書では、元老院の経済

政策を批判しつつ、まず奪移晶輸入の制限、これによる貿易収支の回復という試みは、むしろ相手

国による代替市場の模索、ロシア産品輸入の停止、貿易収支のさらなる悪化、に帰結すること、ま

た工業原料（銑鉄・木材）輸出の規制・独占、これによる国内産業・商業の振興という試みは、む

しろ外国商人を駆逐して特権商人の台頭を招くだけであり、長期的にはかえって海外貿易の収縮を

もたらすこと、さらに穀物輸出の制限による国内備蓄の維持はむしろ生産意欲の減退と国内供給の

減少を促進するのみであり、穀物輸出の解禁こそが国内生産の増大と国内備蓄の上昇をもたらすこ

と、以上を指摘した。（槌）

当該組織はエリザヴェ一夕女帝及びＰ・Ⅰ・シュヴァーロフ自身の相次ぐ死去によってわずか一

年余り存在したにすぎないが、しかしながら当該委員会を舞台として活発な政策論争が展開された

事実は、後述するヨーロッパ諸国との通商条約交渉が停滞した背景を理解する上で不可欠であるの

みならず、続くエカチェリーナ二世時代に新設される商業委員会（1763－96年）の活動の前身を

なしたものとして、一定の史的意義を持つと言えよう。仰

姓

（1）さしあたり、倉持俊一「鳥山報告へのコメント」吉岡・成瀬編、前掲書、12ｌ－124貢、和田「農奴主国

家体制とロシア綿工業」、21－24頁。なお経済政策の展開に対する商業資本の影響を重視するボクロブスキ

ー学派の見解については、ボクロフスキー（石堂清倫・高田爾郎共訳）『ロシア史』（全三巻）勤草書房1975

－76年、菊地昌典「スターリン時代の『学問の自由』と歴史家－Ｍ・Ｈ・ボクローフスキイの名誉回復を

中心として－」『歴史学研究』第270号1962年、国本哲男「ボクロフスキーの再評価について」『大阪外国

語大学・学報』第12号1963年、岩村登志夫「ボクロフスキー史学と講座派－半絶対主義的君主制の範疇

にかかわって－」『思想』第689号1981年、土肥恒之『岐路に立つ歴史家たち－20世紀ロシアの歴史学

とその周辺－』山川出版社2000年。これを批判してむしろ農奴主利害の役割を重視したドルジーニンの見

解については、エヌ・エム・ドルジーニン（林基訳）「ロシアにおける資本主義的関係の歴史の時代区分」（上）

（下）『歴史評論』第73・74号1956年、同（山内正樹・中村義知共訳）「相61年の改革前夜の生産力と封建

的生産関係の衝突」（上）（下）『歴史評論』第79・80号1956年。
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Ｃａｌｉｆｏｍｉａ，1938，ｐＰ．10・11，45・46．

（36）Ｎ．Ｇ．Ｋｉｒｅｅｖ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．127・128．

（37）Ｎ．Ｇ．Ｋｉｒｅｅｖ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．128・129；Ｍ．Ｌ．Ｈａｒｖｅｙ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．11・12．

（38）Ｎ．Ｇ．Ｋｉｒｅｅｖ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．129・131；Ｍ．Ｌ．ＨａｒＶｅ‰Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐＰ．46・47；Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，ＬＰ．Ｃｉｔ．，ＰＰ．170・171．なお

七年戦争の勃発に伴い、オスマン向け銑鉄・棒鉄輸出は100，000プード・50，000プードを上限とされた。

（39）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑ）．Ｃｉｔ．，ｐｐ．208－209；Ｂ・Ｈ・ヤコツェフスキー、前掲邦訳、246－24＄貢。

（40）ｗ．Ｋｉｒｃｈｎｅｒ，“ＵｋｒａｉｎｉａｎＴｏｂａｃｃｏｆｏｒＦｒａｎＣｅ，，，ｈｈｒｂａｃｈｅｒｊｂＧｅｓｃｈｉｃｈＬｅＯｓｔｅｗｑｐａｇ，Ｂｄ．10，1962（Ｒｅｐ．，ｉｄｅｍ，

ｑ？・ＣｉＬ・，Ｃｈａｐｔｅｒ8），ｐｐ．497－500；Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．7㌻77．

（41）ｗ．Ｌ．Ｄａｎｉｅｌ，ｑＰ．ＣｉＬ．，ｐＰ．108・109．なおウクライナ拠点の輸出向けタバコ生産に関する構想は、当時ロモノ

ーソフによって公刊されたピョサトル大帝時代の経済学者ポソシコフの著書に既に確認できる。Ⅰ．Ｐｏｓｏｓｈｋｏｖ

［Ａ．Ｐ．Ｖｌａｓｔｏ／Ｌ．Ｒ．Ｌｅｗｉｔｔｅｒ（ｅｄ臥）］，Ｔ71ｅＢｏｏｋｄＰｏｖｅゆ′ａｎｄ恥ａｋｈ，Ｓｔａｎｆｏｒれ1987，ｐｐ．267－26＄，347－348．

（42）ｗ．Ｋｉｒｃｈｎｅｒ，”ＵｋｒａｉｎｉａｎＴｂｂａｃｃｏ，，，Ｐｐ．499・504；Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ＰＰ．77－78．なおフランス絶対王政の徴税請負

制及びタバコ輸入関税に関しては、中木康夫『フランス絶対王制の構造』未来社19‘3年、151－1‘0頁、森

恒夫『フランス資本主義と租税』東大出版会19‘7年、25－2‘貢。

（43）Ｒ．Ｐ．Ｂａ州ｅ仇，呼＝血，ｐｐ．相－23；⊥Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｍ，呼＝奴，ｐｐ．215－217；鈴木、前掲論文、133－134貢。

（44）ピョートル大帝時代の人頭税に関しては、土肥恒之『ロシア近世農村社会史』創文社1987年、第三章、Ｅ．

Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，“ＲｅｍａｒｋｓｏｎｔｈｅＦｉｓｃａ）ＰｏｌｉｃｙｏｆＲｕ＄ＳｉａｎＡｂｓｏｌｕｔｉｓｍｄｕｒｉｎｇｔｈｅＦｉｒｓｔＱｕａｒｔｅｒｏｆｔｈｅＥｉｇｈｔｅｅｎｔｈＣｅｎｔｕｒｙ：

ＴｈｅＨｅａｒｔｈＴａｘａｎｄｔｈｅＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＳｏｕｌ（Ｐｏｌｌ）Ｔａｘ’’，ＳｂｖｉｅｔＳＬｕ曲ｓｉｎｍｓＬｏＴｙ，Ｖｏｌ．28，1989．

（45）Ａ．Ｋａｈ肌，甲．Ｃｉｔ”ｐｐ．22・25；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，甲．ＣｉＬ，ｐＰ．55－56．

（46）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎ肌，甲．ぐれｐｐ．147・14ｇ．

（47）⊥Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，ｑＰＣｉム，ｐｐ．149・150；Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉエ，Ｐｐ．322－324；Ｊ．Ｐ．ＬｅＤｏｎｎち呼．Ｃｉｔ．，ｐｐ．265－267．なお貴

族階級の多くは火酒専売特権を国内商人に転売している。なかでも聖ペテルプルク商人Ｓ・ヤコグレフＳａｖｖ8

Ⅰ膿0Ｖｌｅｖは、イギリス向け船舶用品輸出に従事するとともに、火酒専売の請負業者として活動し、7，000，000
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ループリの資産を築くとともに、1758年には貴族身分を取得している。⊥Ｍ．Ｈ鵬1ｅｙ，申ぐれｐｐ．28・30；Ｂ・

Ｈ・ヤコフツェフスキー、前掲邦訳、242－243貢。

（4＄）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｍｎａｎ，ｑ？．ＣｉＬ．，ｐＰ．150・152；Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．324・327；Ｊ．Ｐ．ＬｅＤｏｎｎｅ，ｑ匹Ｃｉｔ．，ｐｐ．264－265．

（49）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａれ，ｑ）．ＣｉＬ．，ｐ．152；Ｅ，Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑ）．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．55・56．

（50）⊥Ｆ．Ｂｒｅｎｎ弧，甲．どれｐ．15ｇ．

（51）Ⅰ．Ｂｌ肌Ｃｈ訂鶴点描ぬな‘ｕ解げぷＪ搾ｒ”∴凸那血描－肋ぬＪノウ0血ｃ′わ〝〃〝ｄ血仰0桝ｆｃ ｃｒｏｗ助加伽且な加ｅｇ〝助

α〝血ワ，Ｌｏｎｄｏｎ，1卵9，ｐｐ．33‰342，395－39‘；拙稿「バルト海貿易とロシア南下政策」27－28、53－54貢。

（52）Ｊ．Ｆ．ＢｒｅｎＪｌａｎ，甲．Ｃｉｔ．，ｐＰ．14か146；Ａ．ＫＡｍＬｎ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐＰ．108，339．

（53）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，甲．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．15‰161；Ａ．Ｋａｈ肌，甲．ＣｉＬ．，ｐｐ．31か31＄．

（54）Ａ．Ｋａｈ肌，ｑＰ．Ｃｉｔ”Ｐｐ．237・238，245－246；ｉｄｅｍ，“ＯｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓｏｎＰｅｔｒｉｎｅＦｏｒｅｉｇｎＴｒａｄｅ”，Ｃｂｎａ血ｎ－ＡｍｅｒｉｃＬｍ

肋ｙｆｃ馳血，Ｖｏｌ．ち1974，ｐｐ．233・235；拙稿「バルト海貿易とロシア南下政策」28－29、54－55貢。なお18

世紀ロシア関税制度については、Ｌ．Ｂｏｗｍａｎ，“Ｔａｒｉ飽ｉｎＰｒｅ－ＲｅｖｏＩｕｔｉｏｎａｒｙＲｕｓｓｉが，劇Ｅ玖ＶｏＪ．54，ｐｐ．1－11．

（55）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎ弧，甲．Ｃれｐｐ．15か153；Ａ．Ｋ血ｍ，甲．Ｃ九，ｐｐ．24か243．

（56）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｍ，呼＝正，ｐｐ．153・154；Ａ．Ｋａｈ弧，呼．血，ｐｐ．23ｇ，246．なおフランスにおける内国関税の廃止が

革命時代の1792年、ドイツ諸邦における廃止が1734年の関税同盟形成まで待たねばならなかったことを想

起する場合、ロシアにおける1754年の内国関税撤廃は当時のヨーロッパにおいて画期的意義をもつと言える。

（57）Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐＰ．250・254；Ｊ．Ｎｅｗｍａｎ，“ＲｕｓｓｉａｎＦｏｒｅｉｇｎＴｔａｄｅ”，ｐｐ．12－21；0・・Ｈ・ＥＩｌｉａｓ，“ＺｕｒＬａｇｅｄｅｒ

ｕｎｄｅｕｔｓｃｈｅｎＢｃｖ81ｋｅｒｕｎｇｉｍＲｊｇａｄｅｓ18．Ｊａｈｒｈｕｎｄｅで’，ＪｂｈｒｂａｃｈｅｒｊｂＧｅｓｃｈｉｃｈｔｅ伽ｔｅｕｒｑｐａｓ，ＮＦ・Ｂｄ・14，1966・

（58）よＦ．Ｂｒｅｎｎａｍ，甲．Ｃれｐｐ．154・156．

（59）⊥Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｍ，甲．血，ｐｐ．24か247；Ａ．Ｋ血肌，甲．ぐ正，ｐ．323．

（60）⊥Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，ｑＣｉＬ，ｐｐ．247－249；Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑ？．ＣｉＬ，ｐｐ．109，340．

（61）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，甲．Ｃｉｔ．，ｐＰ．247・248；Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑ？．ＣｉＬ，ｐＰ．313，317．

（62）Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎ肌，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐｐ．15か158；Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑ，．ＣｉＬ，ｐＰ．245－246；ｉｄｅｍ，“Ｃｏｎｔｉｍｉｔｙ”，Ｐｐ・7＄・79，

（63）Ｊ．Ｆ．Ｂ帽ｎｎａｎ，呼．Ｃ正，ｐｐ．1引一代3．

（‘4）ｗ．Ｌ．Ｄａｎｉｅｌ，甲ぐれｐｐ．30・32．

（65）ｗ．Ｌ．Ｄａｎｉｅｌ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐｐ．32・34．

（66）ｗ．Ｌ．Ｄａｎｉｅｌ，呼．ＣｉＬ，ｐｐ．34－37．

（67）エカチェリーナ二世時代の商業委員会については、Ａ．ＬａｐｐかＤａｎｉｌｅｖｓｋｙ，”ＤｉｅｒｕＳＳｉｓｃｈｅＨａｎｄｅｌｓｋｏｍｍｉｓｓｉｏｎ

ｖｏｎ1763－1796”，0．Ｈｏｚｓｃｈｅ（Ｈｇ．），ＢｅｉｔＪ噸ｇｚｕｒｒｗ由ｃｈｅｎＧｅｓｃｈｉｃｈＬｅ，Ｂｅｒｌｉｎ，1907；Ｗ・Ｌ・ＤａｎｉｅＩ，“ＴｈｅＭｃｒｃｈａｎｔｒｙ

ａｎｄ Ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆＳｏｃｉａｌＯｄｅｒｉｎｔｈｅＲｕｓｓｉａｎ Ｓｔａｔｅ：Ｔｈｃ ｃａｔｈｅｒｉｎｅ，ｓ ＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｎＣｏｍｍｃｒｃｃ’’，ＳｈｖｏｎｉｃＬｍｄＥｈｓｔ

血ｒｑｐｅａＴ，Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌ・55，1977；ｉｄｅｍ，山ＧｄｇｏｒｉｉＴｅｐｌｏｖａｎｄＣｏｎｃｃｐｔｉｏｎｏｆＯｄｅｒ：ＴｈｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｎＣｏｍｍｃｒｃｃ

肌ｄ也¢ＲｏｌｅｏｆｔｈｅＭｅｒｃｈａｎ町ｉｎＲｕｓｓｉａ’’，伽ｄ払〝－Ｊ椚ｅｒね〃〝肋ｌ′お瓜加劇ｅ∫，Ｖｏｌ・16，1982・

〔Ⅳ〕外交政策

次に外交政策の動向を考察しよう。周知の如くエリザヴェ一夕女帝治世には、旧来の伝統的・家

産制的支配原理に立脚したブルボン・ハプスブルク対立に加えて、新たな資本主義的経済原理の生

成を反映したシュレジェンでの普嘆対立、及び海外植民地での英仏対立、以上の各国利害が複雑に

交錯してオーストリア継承戦争（1740－48年）・七年戦争（1756－63年）の二大戦争が勃発して

いる。エリザヴェ一夕女帝時代の外交政策もまた、一方では世襲国家の性格を反映してロマノフ朝

の皇室利害を重視する反面、他方では前節にて確認した如き経済政策の展開と連動して経済拠点の

獲得・防衛を追求しており、相世紀に特徴的なヨーロッパ外交の過渡的・複合的性格が認められ

る。以下ではまずアンナ女帝時代の国際環境を確認した後、1740年代のオーストリア継承戦争期

・1750年代の七年戦争期の順にエリザヴェ一夕女帝の外交政策を検討しよう。（1）
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（1）1730年代のヨーロッパ国際政治とロシア

最初にエリザヴェ一夕女帝時代に先行する外交関係を概観しておこう。相世紀初頭のスペイン

継承戦争（1701－14年）以来、英仏両国の直接対立は回避されてきたが、1730年代のポーランド

継承戦争（1733－35年）・蕗土戦争（1736－39年）を通じて国際緊張は徐々に高まっている。

まずルイ十五世（在位：1715－74年）治下のフランスは、宰相フルリー枢機卿ＨｅｒｕＣｕｌかＡｎｄｒｉｄｅ

Ｆｌｅｕγ（在任：1726－43年）の主導によってイギリス包囲体制の形成に努めた。まずポーランド

継承戦争では、ポーランド新王としてルイ十五世の岳父Ｓ・レシチンスキＳｔａｎｉｓｌａｓ Ｌｅｓｚｃｚｙｎｓｋｉを

擁立するとともに、Ⅰ733年のエスコリアル条約によってスペインと同盟し、最終的に1735年のウ

ィーン条約では普喚両国の推すザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグストをポーランド国王アウグ

スト三世（在位：1733－63年）として公認する一方、プラグマティック・ザンクツイオンを承認

して仇敵オーストリアとも和解した。（ユ）続く露土戦争では、駐瑞大使セヴランＳ如餌ｎが173＄年に

仏瑞同盟を締結し、当該戦争に便乗した失地回復を狙うスウェーデン王国との紐帯を強化する一方、

（3）駐土大使ヴィルヌーヴＭａｒｑｕｉｓＬｏｕｉｓ ＳａｕｖｅｕｒｄｅＶｉｌｌｅｎｅｕｖｅは1739年のベオグラード講和条約を

仲介してマフムート一世（在位：1730－54年）治下オスマン帝国との友好関係を維持し、かくし

てユーラシア大陸を南北に縦断する「東方障壁」Ｅａ5ｔｅｍＢａ鵬ｅ〟ｂａ血色帽ｄ，ｅ釦を構築した。（4）

対してジョージ二世（在位：1727－60年）治下イギリスでは、ウオルポール内閣（在任：1721

－42年）外相ハリングトンＨａ鵬ｎ酢Ｏｎがフランス外交を牽制するべく喚露両国との連携を指向し、

1730年に英蕗国交を回復して駐露大使Ｃ・ロンドーＣｒａｕｄｉｕｓ Ｒｏｎｄａｕ（在任：1731－39年）を派

遣する一方、1731年のウィーン条約では英嘆同盟を樹立した。しかしながらイギリス政府は必要

経費の調達を議会に統制される故に軍事同盟の規定する出兵義務を遂行せず、ポーランド継承戦争

に際しては1734年の英露通商条約を挺子とした英彦関係の強化によってロシアの参戦に期待する

一方、続く露土戦争においては好意的中立を保つにとどまった。しかし1730年代末にフランスの

イギリス包囲体制が完成するに及び、イギリスにとって英露関係の強化は必至となっていた。（5）

以上の国際状況においてピョートル大帝没後のロシアは、まずバルト海方面においてはリグオニ

アをめぐってスウェーデンと、不凍港の北限クールラントをめぐってポーランドと、それぞれ対抗

する一方、黒海・バルカン方面においてはオスマン帝国と対立し、概してフランスの友好諸国と敵

対関係にあった。しかし同時に黒海・バルカン方面への領土野心は既にハンガリー・トランシルヴ

アニアを支配するオーストリアとの乱轢を生む一方、血縁関係を基礎とするホルシュタイン公国と

の紐帯はその隣国ハノーヴァー選帝侯国の防衛を至上課題とするイギリスの警戒を招いていた。こ

のため外務参議会長官Ａ・Ⅰ・オステルマンはフランスに対抗する手段として英嘆両国との関係改

善に腐心し、まずエカチェリーナー世時代の1726年に喚露同盟を形成する一方、アンナ女帝時代

の1730年には英蕗国交を回復して駐英大使Ａ・Ｄ・カンテミールを派遣し、かつ1732年のコペン

ハーゲン条約ではデンマーク王国のシュレスヴィヒ併合を追認してホルシュタイン公国の失地回復

・領土拡張を放棄し、イギリス＝ハノーヴァ一同君連合の警戒を解消している。続くポーランド継

承戦争に際しては盟邦オーストリアを支援して参戦するとともに、イギリスの外交利害を代弁して

フランスの野心を挫き、この結果1735年のウィーン条約では寵臣Ｅ・Ｊ・ビロンのクールラント

公国君主（在位：1737－69年）即位が了承され、ピョートル大帝時代以来のバルト海支配を補強

している。しかしながら蕗土戦争では、英嘆両国との友好・同盟関係を後席に善戦したものの、フ

ランスの仲介する1739年のベオグラード講和会議によって黒海進出を阻害され、のみならず同年

にはロシアを包囲するフランス＝スウェーデン＝オスマン三国の軍事同盟が成立しており、その打
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開には単なる友好関係を超えたイギリスとの軍事同盟が不可欠となった。（‘）

かくしてともにフランスに対抗する英露両国は急速に接近し、既に露土戦争末期の1739年より

同盟交渉が開始されている。しかしオステルマンは難航するベオグラード講和会議に対処するべく

駐英大使Ａ・Ｄ・カンテミールをイギリスから召喚して駐仏大使に任命したのみならず、その激務

から駐露大使Ｃ・ロンドーも病死したため、交渉は中断した。続く1739年10月、英仏戦争の前哨

戦として英西戦争（「ジェンキンズの耳の戦争」）が勃発するに及び、イギリス政府は英露同盟の

実現を急ぎ、新任大使Ｅ・フィンチＥｄｗａｒｄ Ｆｉｎｃｈ（在任：1739－42年）を派遣して交渉を再開す

るが、しかしオステルマンはロシアにとって何ら利害のない英西戦争への軍事支援を拒否したため、

交渉は難航した。（7）かくしてアンナ女帝時代のロシアは、海外貿易の前提条件としてバルト海・

黒海を両極とする領土進出を指向するなか、その実現に必要とされる英喚両国との関係構築に尽力

する一方、その過程を通じてフランスとの対立を深めていたこと、以上を確認しておきたい。

（2）オーストリア継承戦争と英霧同盟

①　オーストリア継乗戦争の勃発と1741年英霧同盟の成立

1740年には東欧諸国で君主交代が相次ぎ、まず同年5月にはプロイセン国王フリードリヒ・ヴ

イルヘルムー世が死没して英主フリードリヒ二世（在位：1740－86年）が即位する一方、続く10

月にはロシア女帝アンナが死去して幼帝イヴァン六世が即位するとともに、神聖ローマ皇帝カール

六世が崩御してマリア・テレジア（在位：1740一組年）が家督を相続した。フリードリヒ二世は、

喚車両国における女帝・幼帝の即位を好機と見てシュレジェン侵攻を計画するが、その際相互に対

立する英仏両国に干渉の余裕はないと判断する一方、オーストリアと同盟するロシアの介入を強く

警戒し、駐蕗大使Ａ・Ⅴ・マルデフェルトＡｘｅｌｖｏｎＭａｒｄｅｆｅ1ｔは両国の友好維持に腐心している。（8）

これに対してイヴァン六世の摂政アンナ・レオボルドヴナは、政変直後の国内不安から対外関係

の安定を志向し、副宰相ゴローヴキンの主張する孤立外交の方針に従って、緊迫する国際状勢への

中立を志向した。かくして1740年12月、普寅両国は防衛同盟を締結して相互の領土不可侵を確認

し、以後対外不安から解放されたイヴァン六世政府は国内支配の確立に専念する一方、東部国境の

安全を確保したフリードリヒ二世はシュレジェン侵攻作戦を開始し、ここに第一次シュレジェン戦

争（1740－42年）が勃発する。続く1741年、フランスはバイエルン・スペイン・ザクセン＝ポ

ーランド・プロイセンと軍事同盟（「ブルボン連合」）を形成して対喚戦争を後援し、ここに局地

的なシュレジェン戦争は全欧的なオーストリア継承戦争へと発展することになった。（9）

当該戦争の勃発により、まずイギリス＝ハノーヴァ一同君連合は盟邦オーストリアへの資金援助

を開始する一方、王室の祖国ハノーヴァーを防衛するにはロシアによるプロイセン東部国境の威嚇

が不可欠と判断し、停滞する英露同盟交渉の促進を急務とした。（10）対してロシアは、1740年の普

露同盟にしたがって当面は中立を維持したものの、政変直後の国内政情が次第に安定するにつれ、

オステルマンは自らの確立した喚露友好関係とクールラント支配を維持してゆく観点からプロイセ

ンの領土拡大を警戒する一方、摂政アンナ・レオボルドヴナはブラウンシュヴァイク・リューネプ

ルク公妃としての立場からブラウンシュヴァイク・ヴオルフェンヴュツテル出身のマリア・テレジ

アに強く同情した。以後オステルマンは密かに東プロイセン・ボンメルンへの侵攻を計画する一方、

その実現にはイギリス海軍の支援が必要と判断し、中断していたイギリス大使フィンチとの同盟交

渉を再開している。かくして1741年4月に英露同盟が署名され、同年11月に批准された。（11）

他方、フランスは英彦同盟の形成とロシアの参戦を強く警戒し、その危険を未然に回避するべく
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東方障壁の強化に努めた。まず駐瑞大使セヴランは、幼帝イヴァン六世の即位を対再開戦・失地回

復の好機と捉えるスウェーデン・ハット党政権のフィンランド侵攻を後援し、1741年7月にスウ

ェーデン＝ロシア戦争（1741－43年）が勃発している。（12）また駐土大使カステラーヌＭｉｃｈａｅｌＡｎｇｅ

Ｃａ5ｔｅｌｌａｎｅは、オスマン政府に対してロシア南下政策の危険を示唆しつつ、蕗土戦争の開始を打診

した。ただし当時オスマン帝国は第三次ベルシア戦争（1742－46年）に従事してバルカン方面に

侵攻する余裕は無く、この策略は挫折している。（13）さらに駐露大使シェタルディＪｏａｃｈｉｍＪｅａｎＴｒｏｔｔｉ，

ＭａｒｑｕｉｓｄｅｌａＣｈ6ｔａｒｄｉｅ（在任：1739ｒ42年）はイヴァン六世政権の転覆と新たな親仏政権の樹立

を目指し、ピョートル大帝直系の皇女エリザヴェ一夕・ペトローヴナに接近する一方、ドイツ人支

配体制に反発するロシア在地貴族と接触し、将来における仏産関係の強化を条件としてクーデター

計画への支援を約束した。この計画は成功し、1741年末におけるイヴァン六世の廃位とオステル

マンの更迭によって1741年の英藤岡盟は失効している。（糊

②　スウェーデン＝ロシア戦争の展開と1742年英霧同盟の成立

新帝エリザヴュータは、父君ピョートル大帝の構築したニスタット条約体制の維持とバルト海に

おけるロシア覇権の防衛を外交政策の基本理念とし、スウェーデン王国によるバルト海沿岸地帯の

奪回を強く警戒する一方、急速に成長するバルト海貿易を振興する手段として、不凍港の北限たる

リバウＬｉｂａｕ・ウインダウＷｉｎｄａｕ両港を保有するクールラント公国の併合を指向する一方、ズン

ド海峡の迂回経路たるユトランド半島の基部に位置する皇太子ピョートルの祖国ホルシュタイン＝

ゴットルプ公国との紐帯を追求した。このためエリザヴェ一夕は、自身の即位を駐虜フランス大使

シェタルデイの支援に負っていたにもかかわらず、スウェーデンの失地回復戦争を後援するフラン

スへの不信を強めた。（15）またエリザヴェ一夕時代の外交政策を主導した副宰相Ａ・Ｐ・ベストウ

ージェフ＝リユーミンは、スウェーデン＝ポーランド＝オスマン三国を連結するフランス東方障壁

に対抗するべく、以下三つの同盟関係を追求している。第一は海洋諸国（イギリス・オランダ）で

あり、なかでもイギリスはホルシュタイン公国に隣接するハノーヴァ一連帝侯国と同君連合を形成

する故、バルト海世界の現状維持を志向する点で外交利害を共有したのみならず、ロシア最大の輸

出市場として貿易黒字の源泉、ひいてはロシア国家財政の基盤をなしていた。第二はザクセン選帝

侯国との同盟であり、同国はポーランドと同君連合を形成する故、ポーランドのクールラント支配

を牽制する手段として重要であった。第三はオーストリアとの同盟であり、これは中欧の現状を維

持するとともに、オスマン帝国に対抗してゆく手段として必須であった。（1‘）

以上の外交方針からエリザヴュータは当面スウェーデン・ハット党政権の領土野心を阻止するこ

とに専心し、1742年8月のヘルシンキ入城を契機としてオーボ講和会議を開催した。その際エリ

ザヴェ一夕女帝は、スウェーデン政府の要求するいかなるバルト海沿岸領土の返還も拒否し、あく

までニスタット条約の遵守を主張したのみならず、同時にスウェーデン王室の遠戚ホルシュタイン

公家による次期王位継承を要求している（前掲図5）。（叩最終的に1743年6月にオーボ条約が締

結され、ロシアはフィンランド南東地域の占領地帯より撤兵する一方、キュミ河Ｋｙｍｍｅｎｅ以東の

フィンランド湾北岸を併合して首都ペテルブルクの防備を強化し、またホルシュタイン公国管財人

アドルフ・フリードリヒ（彼の国王アドルフ・フレードリック）がスウェーデン次期王位継承権を

獲得した。続いてエリザヴェ一夕はホルシュタイン公国のシュレスヴィヒ奪回を志向し、先にアン

ナ女帝が公認していたデンマーク王国のシュレスヴィヒ領有を無効としつつ、スウェーデン＝ロシ

ア＝ホルシュタイン三国によるデンマーク包囲体制の構築に努めた。（1＄）

この間、フランスは1742年2月にバイエルン選帝侯カール・アルブレヒトを神聖ローマ皇帝カ



84 武田元有：エリザヴェ一夕女帝時代のロシア海外貿易と経済・外交政策

ールセ世（在位：1742－45年）として擁立し、ハブスブルク支配の解体を図ったが、対するイギ

リスのカートレットＣａ正ｅ帽ｔ内閣（在任：1742年2月－43年8月）は駐嘆大使ヒンドフォードＪｏｈｎ

Ｃａｍｉｃｈａｅｌ，Ｅａｒｌ ｏｆ Ｈｙｎｄｆｏｒｄの外交工作によって普嘆対立を解消したのみならず、1742年11月の

ウェストミンスター協定によって英普同盟を結成し、ブルボン連合の弛緩に成功した。かくして膠

着する戦況を打開するべく、英仏両国はロシアの動きに対して多大な注意を払うことになった。

まずフランスは、旧来の政策を転換してフランス・スウェーデン・ロシア三国の団結を志向し、

スウェーデン＝ロシア戦争の早期終結を斡旋するべく、駐露大使シェタルディ・駐瑞大使ランマリ

ーＬａｎｍａⅣを通じてオーボ講和会議に介入している。しかしフランス政府は講和条件として、ロ

シアによるバルト海沿岸地帯の放棄とスウェーデンによるその回復、及びホルシュタイン公国によ

るスウェーデン王位継承権の放棄とファルツ選帝侯国によるその獲得、以上を主張したため、エリ

ザヴェ一夕はフランスへの警戒を強め、1742年9月に駐露大使シュクルディを強制送還した。（ｌ印

他方イギリスは1742年4月、バルト海状勢に詳しいハンブルク駐在大使Ｃ・ウィッチＣｙｒｉ1Ｗｉｃｈ

（在任：1742－44年）を駐露大使として派遣し、先のイヴァン六世時代に署名・批准された1741

年英露同盟の即時履行を要求した。対して副宰相ベストウージェフは、今や新たな帝権が発足した

以上、先帝が締結した条約は無効であるとして、状況の変化に応じた条文の修正を主張した。この

結果、①スウェーデンの脅威が縮小した以上、もはやイギリス海軍の派遣は必要にあらず、今後の

軍事援助は資金援助によって代替されうること、②現行の英西戦争・瑞露戦争は同盟対象より除外

し、第三国との戦争の場合にのみ両国の相互援助義務が発生すること、等々を確認した上で、1742

年12月に英蕨岡盟が署名されている。（20）

さらに、今やイギリス陣営に帰属したプロイセンは、駐蕗大使マルデフェルトを通じて侍従Ｍ・

Ⅰ・ヴォロンツオフに接近し、この結果1743年3月の聖ペテルプルグ条約によって普蕗同盟が成

立している。この同盟関係はホルシュタイン公国を媒介とする二重の政略結婚を通じて補強され、

まず1743年には前述の如くロシア皇太子ピョートルが、プロイセン高級将校とホルシュタイン公

女との間の長女エカチェリーナ・アレクセーヴナと婚約する一方、続く1744年にはスウェーデン

王位継承権を保持するホルシュタイン公国管財人アドルフ・フリードリヒがフリードリヒ二世の妹

ルヴイーサ・ウルリカＬｏｖｉｓａ Ｕｌｄｃａと婚姻している（前掲図5）。（叩なおオーストリアでは、エリ

ザヴェ一夕女帝がブラウンシュヴァイク公家の摂政アンナ・レオボルドヴナを追放して即位したが

故に、同じブラウンシュヴァイク家系に属するマリア・テレジアがロシアに強い不快感を示したの

みならず、1743年には駐露大使Ａ・0・ボッタ＝アドルノＡ血Ｏｎ Ｏｔｔｏ Ｂｏｔｔａ－Ａｄｏｒｎｏがブラウンシ

ュヴァイク家の復権を意図した前述Ⅰ・Ｓ・ロブキンのクーデター計画を支援したため、エリザヴ

ェ一夕もまたオーストリアへの疑念を深めており、一般に喚露関係は冷却している。（22）

③　オーストリア継承戦争の拡大と英露関係

1744年に戦争は新たな局面を迎え、海外植民地を舞台とした英仏戦争（ジョージ王戦争）が勃

発する一方、プロイセンは再びフランスと軍事同盟＝ｒフランクフルト連合」Ｌｅａｇｕｅ ｏｆ Ｆｒａｎｋｆｏｒｔ

を形成して第二次シュレジェン戦争（1744－45年）に着手し、対するイギリスのＨ・ベラムＨｅｎけ

Ｐｅｌｈａｍ内閣（在任：1743－54年）はイギリス・オランダ・オーストリア・ザクセン＝ポーランド

の四国からなる「ワルシャワ連合」Ｌｅａｇｕｅ ｏｆ Ｗａｒｓａｗを組織し、1745年にはマリア・テレジアの

夫君フランツ・シュテフアンを新帝フランツー世（在位：1745－65年）として擁立した。ただし

イギリスは植民地での対仏戦争と国内でのジャコバイト反乱に対処するべく大陸戦線より撤退し、

1745年＄月のハノーヴァ一条約ではプロイセンと講和してシュレジェン支配を黙認している。
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この間ロシアでは1744年に宰相ベストウージェフ・副宰相ヴオロンツオフの二頭体制が確立し、

混迷するヨーロッパ情勢への対応が協議された。まず宰相ベストウージェフは、イギリス・オース

トリア両国との同盟関係とフランス東方障壁への対抗を志向し、1742年の英露同盟に準拠した対

仏参戦を主張している。他方、副宰相ヴォロンツオフはフランス・プロイセンとの同盟形成を主張

し、仏普両国に好意を示す宮廷侍医Ａ・レストックＡｒｍａｎｄＬｅｓｔｏｃｑ、及びともにホルシュタイン公

国の外交利害を代弁する、皇太子ピョートルの後見人0・プリュンマー、皇太子妃エカチェリーナ

の母親ヨハンナ・エリザベータ、以上の宮廷幹部と接近してフランス派閥を形成している。（刀）

このようなロシア政府内部の路線対立に対して、まずイギリス・オーストリア両国は親英派の宰

相ベストウージェフへの接近を試み、なかでもイギリス政府は1744年に新任の駐露大使ティロー

リＴｙｒａｗｌｙ（在任：1744－45年）及び全権大使ヒンドフォード卿（在任：1744－49年）を順次

派遣して、①英喚両国によるベストウージェフ政権の支持、②仏露同盟・瑞普露三国同盟の阻止、

③1742年英露同盟の発動及びロシアのワルシャワ連合加盟、以上を条件とした即時参戦を打診し

た。対してベストウージェフは、女帝の反嘆感情を払拭するべくオーストリア政府にボッタへの厳

刑を要請する一方、対仏参戦の条件として、①既存の同盟関係の遵守、②同盟諸国による兵糧・宿

営の提供、③対仏戦争の遂行における年間1，250，000ターレルの財政援助、④露土戦争の勃発した

際における同様の財政援助、⑤ホルシュタイン公国の領土保全及びシュレスヴィヒ奪回、以上を要

求した。オーストリアはボッタ事件の責任を認めてロシアに謝罪したが、イギリス政府は議会の反

対を憂慮して巨額の財政援助を拒否し、同盟交渉は頓挫している。（24）

他方フランス・プロイセン両国は副宰相ヴオロンツオフを筆頭とするフランス派閥との接近を志

向した。まずフランス外務卿アメローＪｅａｎＪａｃｑｕｅｓＡｍｅｌｏｔｄｅＣｈａｉｌｌｏｕは、1743年12月にシュタル

ディを外交使節として再度派遣し、仏露同盟の形成を打診している。しかしながらシェタルディは

専ら親英的なべストウージェフ政権の失脚工作に専念するばかりで肝心の同盟交渉に着手せず、

1744年6月にべストウージェフから陰謀を察知されて再び強制送還されている。以後、駐露大使

ダリオンＪｅａｎＬｏｕｉｓｄ，Ｕｓｓｏｎ，ＭａｒｑｕｉｓｄｅＢｏｎａかｄ，Ａｌｉｏｎ（在任：1743－47年）が同盟交渉を続行し、

イギリスがロシア最大の敵国たるオスマン帝国との戦争に対して十分な軍事・財政援助を保障しな

い以上、ロシアはイギリス最大の旧敵フランスとの戦争に介入するべきではないことを示唆したが、

ベストウージェフはこの提案を拒否している。（お）またフリードリヒ二世は、皇帝カールセ世を説

得してＭ・Ⅰ・ヴオロンツオフに帝国爵位を付与する一方、（2‘）親英派ベストウージェフの失脚に

よる英露同盟の阻止、ザクセン選帝侯への帝位継承権付与によるワルシャワ連合の瓦解、さらには

オスマン帝国のハンガリー侵攻さえ検討した。その指示を受けてマルデフェルトは、エリザヴェ一

夕に普轟同盟の発動を求める一方、皇太子妃エカチェリーナに接近して支持基盤の形成に努め、ま

た皇太子ピョートルにはその祖国ホルシュタイン公国のフランクフルト連合加盟を要請した。しか

しエリザヴェ一夕は、クールラント公国をめぐる利害関係から同国を支配するザクセン＝ポーラン

ド同君連合の帝位獲得に反発する一方、黒海・バルカン進出を遂行する上でオスマン帝国のオース

トリア継承戦争介入を強く警戒し、これらを画策するプロイセンへの不信を強めた。（2乃

④　アーヘン講和会議の開始と1747年英霧同盟の締結

宰相ベストウージェフの親英・参戦志向と副宰相ヴオロンツオフの親仏・中立志向とが対立する

なか、1745年8月に皇太子ピョートル・同妃エカチェリーナが正式に婚姻し、以後それぞれの後

見人プリュンマー・エリザベータ両名が帰国する一方、ヴオロンツオフは長期の湯治休暇を取得し

てドイツ諸邦を歴訪したため、政府内部のフランス＝プロイセン派閥は一時空自となった。（28）こ
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の機を捉えてベストウージェフは一連の同盟交渉を本格化している。まず1745年6月には瑞露同

盟が成立し、ロシアはスウェーデンに対してデンマーク戦争への財政支援を約束する一方、スウェ

ーデンはホルシュタイン公国に対してシュレスヴイヒ奪回の援助を保証しており、ここにデンマー

ク包囲休制が成立した。（ユ9）続く1746年6月には喚露同盟が締結され、ロシアがオーストリアのシ

ュレジェン奪還を支援する一方、オーストリアはホルシュタイン公国のシュレスヴィヒ回復を援助

し、かつ両国のプロイセン・オスマン両国に対する共同戦線の形成を確認している。かかる瑞嘆両

国との同盟関係によって、ロシアはシュレスヴィヒ問題の後席を確保するとともに、フランス東方

障壁の北の一角を解体することに成功した。（30）なおオーストリアは、折しも1746年のコンスタン

チノープル条約によって第三次トルコ＝ベルシア戦争が終結するなか、今後オスマン帝国がオース

トリア継承戦争に介入する危険を警戒し、1747年に駐土オーストリア大使Ｈ・Ｃ・ペン．クラー

Ｈｅｉｍｉｃｈ Ｃｒｉｓｔｏｐｈ Ｐｅｎｋｌｅｒを通じて1739年のベオグラード条約を更新する一方、オスマン帝国より

皇帝ヨーゼフ一世の即位に対する公認を確保しており、この結果フランス東方障壁の南の支柱たる

オスマン両国の脅威も解消されることになった。（31）

瑞露・喚露同盟の成立に伴い、プロイセンは対露関係を最終的に断絶し、駐車大使マルデフェル

トは20年に及ぶ任務を終えて帰国する。対照的にフランス外務卿ダルジャンソンＲｅｎｉｄｅＶｏｙｅｒｄｅ

Ｐａｕｌｍｙ，Ｍａｒｑｕｉｓ　がＡｒｇｅｎｓｏｎは執拗な外交工作を続け、スウェーデン・オスマン両国によるロシア

の挟撃を再び画策している。まず1746年にはオスマン帝国に駐土大使デザローＰｉｅｒｒｅ ｄｅｓ Ａｌｌｅｕｒｓ

を派遣してバルカン侵攻を依頼したが、これは上記1747年のベオグラード条約更新によって挫折

している。しかし北方では、1747年のフランス＝プロイセン＝デンマーク＝スウェーデン四国に

よる「北方同盟」Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｌｅａｇｕｅの形成に成功し、これによりフランスはスウェーデンに対して

露領バルト海沿岸地帯の奪回を支援する一方、スウェーデンはプロイセンに対して瑞額ボンメルン

の割譲を約束した。また北方同盟は、ホルシュタイン公国君主としてロシア皇太子ピョートルを廃

位し、次期君主として同国管財人アドルフ・フリードリヒを擁立する一方、その代償としてアドル

フ・フリードリヒ治下ホルシュタイン公国はデンマークのシュレスヴィヒ領有を公式に了承した。

かくして仏露関係もまた決裂し、1747年12月にダリオンはフランスに帰国している。（3ユ）

他方、イギリス・ベラム内閣は北米・インドで劣勢に立つなか、膠着する戦局を打開する手段と

してロシアの軍事介入を依然として強く期待し、1746年12月、ヒンドフォードはライン地方に

30，000の兵力を派遣するよう再度要請した。対してベストウージェフは、その派兵経費として

1，500，000ライヒスターレル、及びこれに伴い手薄となるロシア国境の防衛経費として500，000ライ

ヒスターレル、以上の提供を要求したのみならず、この間に非キリスト教国（オスマン・ベルシア）

がロシア本土を攻撃した場合、ロシア軍隊は直ちにヨーロッパ戦線から撤退してかまわないこと、

かつイギリス政府はロシアの東方戦争に対して年間500，000ターレルの資金援助を行うこと、また

キリスト教国（北欧諸国）がロシアを攻撃した場合には、イギリス政府は1742年の英露同盟にし

たがって艦隊派遣又は資金援助を実施すること、以上の承認を要求した。これに対してイギリス政

府は難色を示し、交渉は難航している。（，3）しかしながら続く1747年、北方同盟の成立とホルシュ

タイン公国の離脱を契機としてベストウージェフは英露同盟の必要を痛感し、交渉の障害となって

いたイギリスの財政援助に関して、金額をｌ，500，000ライヒスターレルから3，000ポンド・スター

リングへと大幅に減額するとともに、適用対象からオスマン帝国との戦争を削除し、以上の修正を

条件として1747年12月に英露同盟が成立した。（抑

この結果174＄年、ロシアは1746年の喚露同盟・1747年の英露同盟を根拠にフランスへの参戦
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を表明し、ライン方面への軍事侵攻を開始した。これに脅威を感じたフランスはオランダ侵攻を放

棄して講和交渉を急ぎ、最終的に1748年10月のアーヘン講和条約によって当該戦争は終結する。

かくしてイギリスはその不利な戦局にもかかわらず、ロシアの側圧を挺子として、対等な講和条件

の確保と戦前状態の国境回復に成功した。他方フランスは、ロシア勢力の拡大を牽制するべく、ア

ーヘン講和会議におけるロシア全権代表の参画を認めず、仏露国交は断絶することになった。

以上の如く、18世紀の主要な国際紛争の一つであるオーストリア継承戦争において、ロシアの

参戦は戦争末期の短期にとどまり、この結果アーヘン講和会議への正式参加もなかったのであるが、

戦中を通じて聖ペテルプルクは列強の利害関係が凝縮した「ヨーロッパ外交の中枢」Ａ Ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ

ＤｉｐｌｏｍａｔｉｃＩｎｔｒｉｇｕｅ（Ｒ・ロッジ）の様相を示した。かくしてロシアは当該戦争の勃発・展開・終息

において無視し得ぬ意味をもち、ヨーロッパ国際政治の重要な一角を占めるに至ったのである。（35）

（3）七年戦争と仏長岡盟

①1755年英露同盟の成立と外交革命

アーヘン講和条約に続く1750年代においても、二大植民地をめぐるイギリス・フランスの対立

関係、及びシュレジェンをめぐるオーストリア・プロイセンの敵対関係は解消されなかったため、

依然として英嘆両国はロシアとの友好関係を追求した。他方、仏普両国は北方同盟によるロシア包

囲体制の形成に努め、その一環として1751年には塊偏のホルシュタイン公国君主アドルフ・フリ

ードリヒをスウェーデン新王フレードリックー世（在位：1751－71年）として擁立するとともに、

スウェーデン議会の権限を縮小して君主権力を強化し、ロシアのバルト海支配に対抗した。（3‘）

かかる状況においてエリザヴェ一夕女帝は、1750年に駐普大使Ｇ・Ⅰ・グロスＧｒｏｓｓを召喚し

てプロイセンとの国交を断絶するとともに、①対普戦争の遂行によるプロイセンからロシアへの東

部プロイセンの割譲、②ロシアからポーランドへの東部プロイセンの譲渡、③その代償としてのポ

ーランドからロシアへのクールラント公国及びその後背地セミガリアＳｅｍｉｇａｌｉａの割譲、以上の如

き国境調整を構想するに至った。（叩この戦争計画を具体化するべく．1753年に新設された宮廷会議

では、プロイセンとの戦争に備えた同盟政策をめぐって以下の議論が展開された。まず宰相Ａ・Ｐ

∴ベストウージェフ＝リユーミンは、プロイセンに対抗する手段として英嘆両国との友好関係とい

う既定路線を維持し、シュレジェンをプロイセンから奪回してオーストリアに返還することによっ

て、①バルト海におけるスウェーデン・プロイセンの脅威の解消、②ハノーヴァーを含むヨーロッ

パ大陸の平和の実現、③オスマン帝国に対抗するオーストリアとの紐帯の強化、以上が実現できる

ものと主張した。（38）これに対して副宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフは、ベストウージェフの独断主

義を批判しつつ、①対普戦争に対するオスマン帝国の中立を確保しておくには、オスマン帝国の伝

統的友好国であるフランスとの関係を回復する必要があること、②対普戦争に際してバルト海経由

・ポーランド経由の両面から軍隊を派遣するには、同じくポーランドと友好関係をもつフランスの

援助が不可欠であること、以上の点からむしろフランスとの接近を主張した。（39）同時にヴオロン

ツオフは、自身の仏露同盟構想を実現するべく宮廷内部における支持基盤の形成に努め、啓蒙主義

者ヴォルテールと親交する寵臣Ⅰ・Ⅰ・シュヴァ一口フや、宰相と対立するその兄Ｍ・Ｐ・ベスト

ウージェフ＝リユーミンらと親仏派閥を組織している。㈹

対して英仏両国は、それぞれロシア政府内部における親英・親仏派閥との接近を図っている。ま

ずイギリス・ニューカスル内閣ＴｈｏｍａｓＰｅｌｈａｍ－Ｈｏｌｌｅｓ，1ｓｔＤｕｋｅｏｆＮｅｗｃａｓｔｌｅ（在任：1754－56年）

は、北米植民地における英仏両国の緊張関係が高まるなか、仏普両国の侵攻に対するハノーヴァー
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選帝侯国の防衛を強化する必要に迫られ、駐填大使Ｒ・ケイツＲｏｂｅｒｔ Ｋｅｉｔｈを通じて英喚関係の維

持に努める一方、1755年には駐露大使Ｃ・ハンバリー＝ウィリアムズＣｈａｒ1ｅｓＨａｎｂｕｒｙ－Ｗｉ11ｉａｍＳ（在

任：1755－58年）を派遣して1742年英彦同盟の更新交渉を開始した。（41）この結果早くも1755年7

月には同盟条約の草案が作成され、ロシア政府は兵力55，000・艦船50隻を維持する一方、イギリ

ス政府はその維持経費として年間100，000ポンドの補助金を供与すること、有事の際にはロシア政

府は上記兵力を領外に派遣する一方、イギリス政府はその経費として年間400，000ポンドの補助金

を供与すること、当該同盟の批准の際には宰相ベストウージェフに対して10，000ポンドの報償が

供与されること、以上が提案された。これらの条件は続く9月の聖ペテルプルク協定によって承認

され、ここに新たな英露同盟が成立することになった。（42〉

他方、英彦同盟の成立を警戒するフランス外務卿Ａ・Ｌ・ルイエＡｎｔｏｉｎｅ Ｌｏｕｉｓ Ｒｏｕｉｌｌｉ及びコン

テイ親王ＬｏｕｉｓＦｒａＪ190ｉｓｄｅＢｏｕｒｂｏｎ，ＰｒｉｎｃｅｄｅＣｏｎｔｉは、旧来の東方諸国（スウェーデン・ポーラン

ド・オスマン帝国）との同盟を維持・強化する一方、ロシアとの国交回復に努め、1755年5月に

はスコットランド出身の亡命ジャコバイトＡ・Ｐ・Ｍ・ダグラスＡＩｅｘａｎｄｅｒＰｅｔｅｒＭａｃｋｅｎｚｉｅＤｏｕｇｌａｓ

を密使として派遣した。ダグラスは現地のフランス商人ミッシェルを通じて親仏派ヴォロンツオフ

・シュヴァーロフと秘密裏に接触し、さらにエリザヴェ一夕女帝の謁見も受け、仏露関係の回復と

大使の相互派遣を打診した。（43）にもかかわらずこの間の聖ペテルプルク協定によって英露同盟が

成立すると、ダグラスはⅠ・Ⅰ・シュヴァーロフと結んで一連の妨害活動を展開し、当該同盟の仮

想敵国をプロイセンのみに限定してフランスを英露同盟の対象から除外するよう画策した。エリザ

ヴュータ女帝はこの建議を受け入れ、英露同盟を批准する条件として当該同盟が対普戦争の場合に

のみ発効することをイギリス政府に要求している。イギリス政府はこの条件の受入に難色を示し、

批准は1756年2月まで延滞する。（叫

以上の如き聖ペテルプルク協定の締結とその批准の難航は、七年戦争前夜の国際関係を劇的に再

編する。まずプロイセンは英蕗両国の挟撃を強く警戒し、駐英大使Ａ・ミッチェルＡｎｄｒｅｗＭｉｔｃｈｅｌｌ

はイギリス政府に対してハノーヴァ一便攻の意図が全く無いことを表明した。（45〉他方イギリスは、

英露同盟の留保条件によって対仏戦争の遂行に不安を感じ、より強力な対仏同盟を追求することに

なった。かくして急速に接近した英普両国は、1756年1月のウェストミンスター協定によって英

普同盟を形成し、対仏戦時におけるプロイセンのハノーヴァー不可侵及びイギリスの対普資金援助

を相互に確認している。（粥）かかる英普同盟の形成を受けて、フランスは仏普同盟に代わる新たな

対英同盟を、他方オーストリア宰相Ｗ・Ａ・カウニツツは英嘆同盟に代わる対普同盟の形成を、そ

れぞれ模索し、最終的に1756年5月のヴェルサイユ条約によって仏嘆同盟が成立した。（47）この新

たな二大陣営配置のもと、1756年5月に英仏両国がフレンチ・インディアン戦争を開始する一方、

同年8月にフリードリヒ二世はザクセン侵攻に着手し、ここに七年戦争が勃発する。かくしてエリ

ザヴェ一夕女帝の戦争計画とベストウージェフ＝ヴォロンツオフの政策論争こそは、七年戦争前夜

の「外交革命」とフリードリヒ二世の予防戦争を誘発して、当該戦争の重要な一因をなすのである。

②1了56年仏霧同盟の成立と七年戦争の勃発

ウェストミンスター・ヴェルサイユ二大協定の成立によって、ロシアの友好国家たる英嘆両国が

相互に敵対するなか、1756年3月の宮廷会議において今後の対応が協議された。まずエリザヴェ

一夕は、ウェストミンスター協定の締結によって今や英普両国のロシア包囲体制が成立した以上、

もはや聖ペテルプルク協定は効力を失い、ロシアがプロイセンを攻撃する正当な理由が発生したこ

とを指摘しつつ、今後ロシアは開戦の機会を如何にとらえるべきか、また仏嘆両国のヴェルサイユ
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条約体制に対してロシアは如何なる対応を示すべきか、以上を提起した。これに対して宰相ベスト

ウージェフは、ウェストミンスター協定はあくまで英普両国の対仏戦争を想定したものであって対

露戦争を含意するものではなく、英露両国の対普戦争を想定した聖ペテルプルク協定と矛盾しない

こと、したがって聖ペテルプルク協定に立脚する英露同盟とプロイセン包囲体制は依然有効である

こと、以上を指摘し、従来通り対英友好路線の維持に固執した。他方、副宰相ヴオロンツオフは、

女帝の懸念に同調しつつ、今や英普同盟が成立した以上、先の英蕗同盟は無効であること、むしろ

1746年の喚露同盟を尊重しつつ、仏嘆両国との提携を模索するべきこと、以上を指摘し、親英路

線の放棄と親仏路線の実現を主張した。かかる論争に対して、宰相ベストウージェフの親英路線は

皇太子ピョートル、シュヴァーロフ兄弟、アブラクシン、ゴリツイン以上5名の支持を得る一方、

副宰相ヴオロンツオフの親仏方針にはＭ・Ｐ・ベストウージェフ、トルべツコイ、ブターリン以上3

名が賛同するにとどまり、以後聖ペテルプルク協定を維持しながら対普戦争を準備することが確認

された。続く1756年4月、宮廷会議は、プロイセンとの戦争を遂行することによって「バルト海

と黒海とを連結し、レヴアント貿易を手中にすることが可能となる」との信念を掲げつつ、その手

段として、①オーストリアとの同盟、②フランスとの同盟、③ポーランドとの国境調停、④オスマ

ン帝国・スウェーデンの中立確保、以上を早期に実現するべきことを確認した。（48）

まず嘆露関係に関して、ロシア政府幹部は駐露オーストリア大使Ｎ・エステルハージーＮｉｃｈｏｌａｓ

Ｅｓｔｅ血ａ町と接触し、1746年の喚露同盟を旧来の専守防衛を目的としたものからプロイセンへの共

同攻撃を目的としたものへと再編するよう提案し、その条件として、（Ｄ対普戦争において両国はそ

れぞれ鮒，000の兵力を提供すること、②対普戦争において両国政府・軍隊は連携を維持すること、

③講和条約においてオーストリアはシュレジェン・グラーツを回復し、ロシアは東プロイセンを獲

得すること、④ロシアはポーランドに対して東プロイセンを返還し、代償としてポーランドはロシ

アに対してクールラント・セミガリアを割譲すること、⑤スウェーデン・ザクセンの中立を確保し、

代償としてボンメルン・マグデブルクをそれぞれ割譲すること、以上を示唆した。この交渉は最終

的に1757年2月（露歴1757年1月）の嗅露同盟へと帰結する。（4，）

次に仏蕗関係に関して、既に1756年4月、フランス国王ルイ十五世は再度ダグラスを派遣して

両国大使・現地領事の相互派遣と仏露同盟の形成を打診してきたのを受け、ヴオロンツオフは直ち

に在露フランス商人ミッシェル及び外務官僚Ｆ・Ｄ・べクテーエフＦｅｏｄｏｒ Ｄｍｉｔｒｉｅｖｉｃｈ Ｂｅｋｈｔｅｅｖを

パリに派遣して同盟交渉を進め、かくして1756年7月には両国大使の相互派遣が合意された。以

後フランス政府はナポリ駐在大使ロピタルＰａｕｌＦｒａｎｃｏｉｓｄｅＧａｌｕｃｃ㌔ＭａｒｑｕｉｓｄｅＬ，Ｈ6ｐｉｔａｌを駐露大使

（在任：1756－60年）として派遣する一方、ヴオロンツオフは駐仏大使として親仏派のＭ・Ｐ・

ベストウージェフ＝リユーミンを任命した。（畑）続く同盟交渉においてヴォロンツオフは、ロシア

がフランスの対英戦争を軍事的に支援する代償として、フランスがオスマン帝国の対蕗開戦を阻止

するべきこと、それが困難な場合はロシアの対土戦争に対して兵力24，000又はその調達に必要な

資金を提供するべきこと、以上を要求した。ダグラスはこの提案を拒否して交渉は難航するが、同

年＄月にプロイセンがシュレジェン侵攻を開始するに至り、フランスにとって仏露同盟の実現はも

はや戦争の抑止手段としてではなく、むしろ戦争の遂行手段として不可欠となった。かくして1757

年1月（露歴1756年12月）、ロシアのヴェルサイユ条約加盟が署名され、ダグラスはその秘密条

項によってロシアの対土戦争に対するフランスの財政支援を約束する一方、ロシア政府はプロイセ

ンに宣戦を布告して七年戦争に介入する。もっともフランス本国政府は蕗土戦争への関与を拒否し、

続く1757年4月の批准に際して当該条項は削除された。（51〉
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以上の同盟関係を基軸に、対普戦争の遂行に不可欠な周辺諸国との友好関係が整備された。まず

普露両国の間に位置するポーランドとの関係を見れば、ロシア政府は特使ヴァイマルンＷｅｉｍａｍ

を派遣してロシア軍隊の領内通過を交渉する一方、同国駐在大使として宰相ベストウージェフと親

密なＧ・Ⅰ・グロスを解任して副宰相ヴオロンツオフに近いルツイチェフスキＲｉｈｉｃｈｅｖｓｋｉを任命

し、友好関係の構築に努めた。他方ザクセン選帝侯＝ポーランド国王アウグスト三世は、プロイセ

ンのザクセン侵攻を契機としてロシアとの紐帯を指向し、ポーランド領内におけるロシア軍隊の移

動・駐留を承認している。（52）また喚露両国の背後に控えるオスマン帝国については、フリードリ

ヒ二世が駐土大使Ｋ・Ａ・レクシンＫａｒｌＡｄｏｌｆｖｏｎＲｅｘｉｎを派遣して新帝オスマン三世（在位：1754

－57年）と接触し、ヴェルサイユ条約諸国を挟撃するべくオスマン帝国の七年戦争介入とハンガ

リー・ウクライナの回復を示唆したが、これを警戒する駐土オーストリア大使Ｊ・Ｐ・シュヴァヒ

ハイムＪｏｓｅｐＰｅｔｅｒｖｏｎ Ｓｃｈｗａｃｈｈｅｉｍ及び駐土フランス大使Ｃ・Ｇ・ヴェルジェンヌＣｈａｒ1ｅｓＧｒａｖｉｅｒ

ｄｅ Ｖｅｒｇｅｒｎｅｓが妨害工作を展開する一方、エリザヴェ一夕女帝も露土国境で進めてきた要塞建設を

中止して友好関係に努め、かくしてオスマン帝国の参戦は回避された。（53）さらに、プロイセンの

背後に控える北欧諸国との関係を見れば、1757年3月にボンメルン奪回を志向するスウェーデン

が仏喚両国と同盟してプロイセンに宣戦する一方、逆にホルシュタイン・スウェーデン両国と隣接

するデンマークはイギリスから参戦を要請されたものの、これを拒否して1756年に中立を宣言し、

かくしてプロイセン包囲体制が完成している。（54）

③1757年の政変と七年戦争の膠着

1757年5月、ロシアはプロイセンに宣戦し、幕僚Ｓ・Ｆ・アブラクシンの指揮する第一次遠征

軍は早くも同年8月のグロス・イエーゲルスドルフ会戦Ｇｒｏｓｓ－Ｊａｇｅｒｓｄｏｒｆにてプロイセン軍を破り、

東プロイセンの拠点ケーニヒスペルクに進出する準備が整った。（55）しかしながら前述した如き1756

年末におけるエリザヴェ一夕女帝の病状悪化は、ロシア優位の戦局を大きく左右することになる。

なぜなら次期帝位継承者の皇太子ピョートルは敵国プロイセンのフリードリヒ二世を強く敬愛し、

また皇太子妃エカチェリーナも母后ヨハンナ・エリザベータの影響からやはりプロイセンに好意を

示しており、したがって帝位交代の際にはロシア外交政策の方針が旧来の反プロイセン・親フラン

ス路線から新たに親プロイセン・反フランス路線へと転換することが予想されたからである。この

ため、守旧派・イギリス派閥の宰相ベストウージェフは、皇太子夫妻、とりわけエカチェリーナに

接近することによって英普両国との友好回復を志向したのに対し、革新派・フランス派閥の副宰相

ヴォロンツオフ・寵臣Ⅰ・Ⅰ・シュヴァーロフらはフランスとの同盟関係を維持するべくエリザヴ

ェ一夕体制の維持とクーデター計画の阻止に腐心した。かかる本国の政情を察知した前線のアプラ

クシンは、ベストウージェフを支持する立場から皇太子妃エカチェリーナの即位と対普戦争の終結

を期待し、急遽遠征を中断してテイルジットに撤退している。この機を捉えてプロイセンは攻勢に

転じ、撤退するロシア軍を追撃して緒戦の危機を脱することができた。（均

このような次期帝位・外交方針をめぐるロシア政府内部の派閥抗争は、英仏両国のロシア外交に

も影響を与えている。まず駐露イギリス大使ハンバリー＝ウィリアムズは、親英派の宰相ベストウ

ージェフとの関係を維持する傍ら、親普派の皇太子妃エカチェリーナと接近し、個人資金を融通す

るとともに頻繁な文通を行い、帝位交代の際にはエカチェリーナの即位を援助することを約束する

一方、その代価として聖ペテルプルク協定の発効と英露同盟の発動を期待した。（叩他方、フラン

ス外務卿ベルニＡｂｂｉＦｒａｎＰｉｓＪｏａｃｈｉｍＰｉｅｒｒｅｄｅＢｅｍｉｓは、駐露大使ロピタルに対して親仏派閥シュ

ヴァーロフ・ヴォロンツオフとの連携を指示する一方、今や仏露同盟の存続がひとえにエリザヴェ
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一夕の存命にかかっていることを理解し、婦人科の専門医Ｆ・ポワソニエＦｒａｎ90ｉｓ Ｐｏｉｓｓｏｍｉｅｒを派

遣して女帝の延命を図った。卵〉

④　ヴオロンツオフ体制の確立と七年戦争の展開

最終的にエリザヴュータは痛状を回復したことからベストウージェフのクーデター計画は失敗

し、アプラクシンも作戦放棄の責任を問われ、前述の如く両名ともヴオロンツオフによって更迭さ

れた。以後、新任宰相ヴオロンツオフは本格的な親仏外交＝対普戦争の遂行に着手し、以後合計四

回にわたり遠征部隊を派遣している。まず1758年1月、豊富な実戦経験をもつイギリス出身のⅤ

・Ⅴ・フェルモアＶｉｌｌｉｍＶｉｌｌｉｍｏｖｉｃｈＦｅｒｍｏｒ（1702－71年）率いる第二次遠征軍は東プロイセンに

侵入してケーニヒスペルクを占領し、ブランデンプルク本土への行軍を開始する…方、フリードリ

ヒ二世は同年4月の第二次ウェストミンスター協定によってイギリス政府から資金援助（年間

670，000ポンド）を受けつつ、シュレジェンに駐留する主力部隊をブランデンブルク本国に帰還さ

せ、両軍は同年＄月フランクフルト（オーデル河畔）近郊のツオルンドルフＺｏｍｄｏｒｆにて対時し

た。当該会戦ではプロイセンが得意とする斜線陣が有効に作用せず、フリードリヒ二世は戦闘に勝

利しながらも多大な損害を受けて撤退した。ただしフェルモアも残存部隊によるボンメルン侵攻の

好機を逸して本国に帰還している。（59）続く1759年、ウクライナ方面部隊のＰ・Ｓ・サルトウイコ

フＰｅｔｅｒ Ｓｅｍｅｎｏｖｉｃｈ Ｓａｌｔｙｋｏｖを司令とする第三次遠征軍が普領シュレジェンに侵攻してオーストリ

ア軍と合流し、同年6月のパルツイヒ会戦Ｐａｌｚｉｇ及び8月の陸戦史上名高いクーネルスドルフ会戦

Ｋｕｎｅｒｓｄｏげにてプロイセン軍に多大な損害を与えた。サルトウイコフは直ちにフリードリヒ二世を

追走して首都ベルリンに進軍する準備を進めたが、オーストリア軍はむしろシュレジェン侵攻を志

向したため、ロシア軍のベルリン入城は断念された。（叫さらに1760年7月、サルトウイコフ率い

る第四次遠征軍は再びオーストリア軍と合流するべくシュレジェンに侵攻し、同年9－10月に両

軍はついに首都ベルリンを占領している。しかしフリードリヒ二世は一時ザクセンに逃れた後、直

ちに攻勢に出てオーストリア軍を駆逐する一方、ボンメルンではロシア海軍のコルベルクＣｏｌｂｒｇ

上陸作戦を阻止し、戦況の大勢に変化は無かった。（叫最後に1761年、幕僚Ａ・Ｂ・ブターリン率

いる第五次遠征軍が三度シュレジェンに侵攻してオーストリア軍と合流し、同年＄月のプンツェル

ビッツ会戦Ｂｕｎｚｅｌｗｉｔｚにてプロイセン軍に甚大な損害を与える一方、同年12月にはＰ・Ａ・ルミ

アンツェフＰｅｔｅｒ Ａ】ｅｋｓａｎｄｒｏｖｉｃｈ ＲｕｍｉａＪｌｔＳｅＶ（1725－96年）の部隊がコルベルクを攻略してブラン

デンプルクへの侵入経路を確保し、ベルリン入城は目前に迫った。（喝

最後に以上の如き七年戦争の戦況と平行する英仏両国のロシア外交を確認しておこう。まずイギ

リスではデヴオンシヤー内閣ＷｉｌｌｉａｍＣａｖｅｎｄｉｓｈ，ＤｕｋｅｏｆＤｅｖｏｎｓｈｉｒｅ（在任：1756－57年）・第二次

ニューカスル内閣（在任：1757－62年）を通じて国務大臣Ｗ・ピットＷｉｌｌｉａｍＰｉｔｔ（チャタム伯1ｓｔ

ＥａｒｌｏｆＣｈａｔｈａｍ）が外交政策を主導した。ピットは、新興の通商利害が要請する植民地防衛を優先

して旧来の王朝的なハノーヴァー外交を放棄し、植民地戦線に軍隊の主力を投入する必要から大陸

戦線ではプロイセンに軍事資金を供与して対仏戦争を代行させたが、ロシアに対しては武装中立の

立場を示し、175＄年には駐填大使Ｒ・ケイツを駐露大使として派遣して英露関係の維持に腐心し

た。この結果ロシアはプロイセンとは実質的交戦状態にあったものの、イギリスとは公式の交戦関

係には入ることはなかった。（‘3）この結果イギリスは植民地戦線に戦力を集中することが可能とな

り、1757－58年にかけてインド・北米いずれの植民地戦線においても優位に立ち、続く「奇跡の

年」1759年においてイギリスの優勢は明らかとなった。さらに1760年、イギリス生まれの新王ジ

ョージ三世（在位：1760－1820年）が即位してハノーヴァーへの関心が一層後退する一方、戦争
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の長期化に伴う国民の厭戦気分が高まるなか、1761年3月には融和派の寵臣Ｊ・スチュアート

Ｊｏｈ爪Ｓｔｕａｒｔ（ビュート伯3ｒｄＥａｒｌｏｆＢｕｔｅ）が国務大臣に就任し、以後講和交渉が模索される。

他方フランスでは1758年12月、駐嘆大使ショワズール血ｅｎｎｅ Ｆｍａ90ｉｓ ｄｅ Ｓｔａｉｎｖｉ11ｅ，Ｄｕｋｅ ｄｅ

Ｃｈｏｉｓｅｕｌが外務卿に就任したが、対英戦線の膠着を打開するべくロシアの対英参戦を期待し、駐露

大使ロピタルを通じて、瑞露両国による武装中立同盟の編成、或いは仏蕗両軍のイギリス本土上陸

作戦を打診したが、いずれも拒否された。（叫ショワズールは次にロシアの講和仲介による大陸戦

線の終息を試み、ロシア政府に対して、①対普戦争を中止して和平交渉を進めること、②オースト

リアを説得してプロイセンにシュレジェンを割譲すること、③東プロイセンに対する自身の領土要

求を放棄すること、以上を提案している。しかし当時1759年のクーネルスドルフ会戦に勝利した

ロシア政府に休戦の意志は無く、むしろフランス政府に対して、①ロシアの東プロイセン併合、②

ロシア軍隊のポーランド領内駐留、③オスマン帝国の中立維持、以上の保障を要求している。（弱）

続く1760年、ショワズールは新任駐露大使として若干29歳の美男プルタイユＬｏｕｉｓ Ｃｈａｒ1ｅｓ

Ａｕｇｕｓｔｅ）ｅＴｏｎｎｅｌｉｅｒ，ＢａｒｏｎｄｅＢｒｅｔｅｕｉｌ（在任：1760－62年）を派遣し、来るべき帝位交代に備えて

皇太子妃エカチェリーナとの紐帯を追求する一方、シュヴァーロフ・ヴオロンツオフに対して英仏

講和の仲介を依頼した。しかしヴオロンツオフはその条件として東プロイセンの割譲に固執し、依

然として講和交渉は停滞した。（砧）かくして仏者同盟はショワズールの思惑に反して七年戦争の遂

行手段としても講和手段としても十分に機能せず、かくして当該同盟はまさしく「誤った同盟」

Ｍｉｓｓａｌｌｉａｎｃｃ（Ｌ・Ｊ・オリグァー）であることが判明したのである。

証

（1）これまで本邦のロシア史研究ではエリザヴェ一夕女帝の外交政策が十分に検討されてきたとは言い難い。

例えば、内政分析を中心としたＢ・0・クリュチェフスキー、前掲邦訳、及び田中他編、前掲書はもとより、
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強調されるのみで、ロシアの占める位置は等閑視されている。例えば、18世紀国際政治史に関する標準的著

作、Ｍ．Ｓ．Ａｎｄｃｒｓｏｎ，Ｅｕｒ甲ｅｉｎｔｈｅＥな加ｅｅｎｔｈＣｅ血γ17）3－）783，2ｎｄｅｄ．，Ｌｏｎｄｏｎ，1976，では、ヨーロッパ勢力

均衡体系の再編要因として、プロイセン・ロシア新興両国の領土拡張が指摘されているが、うちロシアが台

頭した背景としてはピョートル大帝の北方戦争とエカチェリーナ二世の藩士戦争が強調される一方で、エリ

ザヴェ一夕女帝時代におけるオーストリア継承戦争・七年戦争参戦の意義は無視されている。なお、成瀬治

「18世紀の国際政治」『岩波講座・世界歴史』第17巻（近代4）岩波書店1970年、所収、129頁では、「外

交革命」の背景として、エリザヴェ一夕女帝時代のロシアが積極的なヨーロッパ進出政策を開始した事実が

示唆されているが、具体的な分析はない。
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から強硬外交を主張するＫ・ギレンボルグＫ鵬　Ｇｙ11ｅｎｂｏ曙（ハット党Ｈぬ）へと政権が移行し、蕗土戦争の
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（30）Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，ｑＰ．ＣｉＥ．，ｐｐ．12‰124；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｈ，ｐ．108．なお未見ながら、1746年の埋露同盟に関し

ては、Ｐ．Ｋａ喝ちβねⅦ由ｃん伽お〝ｅわ力血ｃ力ｇＪＪ肋形相〝Ｊ7イβ〟Ｊｄ肋．ｅ拍愕即Ｃみわ加ｅ，Ｇ伽ｔｉ喝ｅｎ，＝87．

（31）Ｋ．Ａ．Ｒｏｉｄｅｒ，ＬＰ．ＣＥＬ，Ｐｐ．99・101．なお1745年初頭、オスマン帝国はオーストリアに対してオーストリア継

承戦争の講和仲介を打診している。しかし外相バーテンシュタインは、そもそも外交手法・言語慣習の異な

るイスラム国家がヨーロッパ紛争を仲介することを嫌悪していたのみならず、フランスの伝統的友好国たる

オスマン帝国がオーストリアに好意的中立を維持する可能性は低いとみなし、また当のオスマン帝国自身、

終息するかに見えたべルシア戦線が再び暗転したため、この計画は頓挫している。ヨーロッパ諸国が介入を

期待したのは、オスマン帝国ではなく、あくまでロシアであった。かつてはともにヨーロッパ国際体系の圏

外に位置したロシア・トルコの18世紀における明確な差異を看取できよう。Ｋ．Ａ．Ｒｏｉｄｅｒ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．97－99．

（32）ｓ．Ｈｏｒｏｗｉｔｚ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，Ｃｈａｐｔｅｒ6；Ｓ．Ｐ．Ｏａｋｌｅ”ｑＰ．ＣｉＬ，ＰＰ．14か143；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑ？．Ｃｉｔ．，ｐＰ．108・109．

（33）Ｒ．Ｌｏｄｇｅ，”ＬｏｒｄＨｙｎｄｆｏｒｄ”，ｐｐ．39か397．

（34）Ｒ．Ｌｏｄｇｅ，“ＬｏｒｄＨｙｎｄｆｏｒｄ”，ｐｐ．405－417．

（35）Ｒ．Ｌｏｄｇｅ，‘‘ＡｎＥｐｉｓｏｄｃｉｎＡｎｇｌｏ－ＲｕｓｓｉａｎＲｅｈｔｉｏｎｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅＷａｒｏｆｔｈｅＡｎｓｔｒｉａｎＳｕｃｃｅｓｓｉｏｎ”，Ｔｈ邪∬ｔｉｏ那ｄ

加点り竹Ｊ助わｒわαＪｊわｃｆ叫′，4也Ｓｅｄｅｓ，Ｖｏｌ．9，192‘．

（36）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｔ，，ｐＰ．109－110．

（37）はＨ．Ｋａｐｌａｎ，ＲｚＬＳＳｉａａｎｄｔｈｅ仇ｔｂｒｅａｋｑｒｌｈｅ助ｖｅｌｌ柁ａ”，Ｆｆｂｒ，Ｂｅｒｋｌｅ”1968，ＰＰ．3－5；Ｍ．Ｇ．Ｍ缶11ｅｒ，，，Ｒｕｓｓｌａｎｄ

ｕＪｌｄｄｅｒＳｉｅｂｅＴｔｊａｈｒｉｇｃＫｒｉｅｇ：Ｂｅねａ ｚｕｅｉｎｅｒＫｏｎｔｒｏｖｅｒｓｅ“，Ｊｂｈｒｂ釦ｈｅｒｊ3ｒＧｅｓｃｈｉｃｈｔｅ（おＬｅｕｒｑｐａｓ，Ｂｄ．28，1980．

（38）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，Ｓｂｖｅ〝陀耶，Ｗａｒ，ＰＰ．12－13；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐｐ．112－114．なおベストウージェフはロ

シアの軍事力を過大評価する反面、プロイセンの軍事力を過小評価し、オーストリア継承戦争末期における

ライン遠征の経験から、対普戦争には30，000－40，000程度の兵力で十分と判断していた。しかし1730年代

後半の粛土戦争を最後にロシアは大規模な戦争の経験をもたず、現実にはエリザヴェ一夕治世1740年代の中

立・平和時代を通じてロシアの軍事能力は大幅に後退していたとされる。Ｅ．Ⅴ．ＡｎｉｓｉｍｏＹ，甲．Ｃ鉦，ｐｐ．114－11さ．

（39）はＨ．Ｋａｐ血，助ｗ〝托椚，抒れｐｐ．60・61，94・95，9‰99，115・119．

（40）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，励ｗｎ陀ａｎ，Ｗｂｒ，ｐＰ．25－26；Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．ＣｉＬ，Ｐｐ．111－112，214－215．

（41）Ｈ．Ｈ．Ｋ叩18ｎ，肋ｇ〝托耶，粕，ｐｐ．5－10，15－16．ハンバリー＝ウィリアムズはそれまでプロイセン・ザク

セン・ポーランド駐在イギリス大使を歴任し、東欧事情に精通した外交官僚ではあったが、しかし失態も多

かったことから外交手腕の評価は必ずしも高くなく、駐露大使への任命も専ら首相ニューカスルとの私的人

脈によるとされる。なおハンバリー＝ウィリアムズに関しては、未見ながら次の研究がある。Ｄ．Ｂ．Ｈｏｍ，ぶか

Ｃ伽ｒｋ〟肌糊ヴ椚〟ぬ〝ば〟材伽甲ｅｄ〃β砂わ桝αγ〝7イ7・5り，ｂｎｄｏｎ，1930．

（42）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，Ｓｂｖｅｎ陀ｕｓ’Ｗｂｒ，ｐｐ．1♭17，22－24，38－42．同盟条約の条文は、Ｃ．Ｊｃｎｋｉｎｓｏｎ（ｅｄ．），ｑＰ．Ｃｉｔ．，Ｖｏｌ．

3，ｐｐ．30－37．

（43）Ｌ上01ｉｖａ，血Ｉｌｉｍｃｅ：ＡＳｔｕ4ｙｑｆ’Ｆｈｅ肝ｈＰｏＪｉ少ｉｎＲｚＬＳＳｉａ血ｒｉｑｇｔｈｅＳｂｖｅＴｌ抱ｗｓ’Ｗｂｒ，ＮｅｗＹｏｒｋ，1964，Ｐｐ．6－
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9，13－16，19－22；Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，ＳｂｖｅｎＹｂａｒｓ’肌打，ｐＰ．12－14，26－2＄．

（44）Ｌ．上01ｉｖａ，ｑ，．ＣｉＬ，ｐＰ．30・31；Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，Ｓｂｖｅ〝ＹｋａｒｓＪ肋ｒ，ｐｐ．44－46．

（45）はＨ・Ｋａｐｌａｎ，Ｓｂｖｅｎ Ｙｂａｎ，Ｗｂｒ，Ｐｐ．10・12，20－22；Ｄ．Ｆ．Ｄｏｒａｎ，Ａｎｄｅｗ ＭＬｃｈｅＬｌａｎｄＡｑｇ］か伽ＬＳＳｉａｎ

Ｄ中［ｏｍａｔｉｃＲｅＬｂｔｉｏｎｓｄＬｒｉｑｇＬｈｅＳｂｖｅｎＹａｅｒｓＷ加，ＮｅｗＹｏｒｋ，1986．

（46）Ｈ．Ｈ．Ｋ叩1ａｎ，助Ⅵ∽鞄耶，肋ｒ，ｐｐ．29－35．なお七年戦争期イギリスの対プロイセン外交に関しては、Ｊ．Ｓ．

Ｃｏｄ）ｅ鴫ＥｈｇＪｂｎｄｉｎｔｈｅＳｂｖｅ〝抱ａ”’勒ｒ：ＡＳｉｕＬｂ，ｉｎＣｏｍｂｉｗｄ肋砂，2ｖｏＩｓ．，Ｌｏｎｄｏｎ，1918鱒ｅｐｒｉｎｔ，1992）；Ｃ．

Ｅｌｄｏｎ，ＥｈｇＬｈｎｄｂＳｕｂｓｉ4ｖＰｏｌｉｑ′ｔＷａｒｄｋＬｈｅ Ｃｏｔ7ｔｉｎｅｎｔａｌ血ｒｉｑｇｔｈｅＳｂｖｅｎ柁ａｎ’肋ｒ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，1938；Ｋ．Ｗ．

Ｓｃｈｗｅｉｚｅｒ，ＥｈｇＬｂｎｉ ＰＴＷｉａａＴｄｔｈｅＳｉｖｅｎ托耶’Ｗ：Ｓｔｕ血ｉｎＡ〃ｉａｎｃｅＰｏＺｉｃｉｅｓａｎｄＤ申ｌｏｍａｇ，ＮｅｗＹｏｒｋ，1989；

ｉｄｅｍ，肌町タ0〟血昔〃〝ｄβわわ研ｄγγ乃ｅＪ喝わ－アｎ舶昔ね〝ｄ〃ね〝Ｃｇ，ノ乃ふノ7ｄｊ，ＮｅｗＹｏ止，2001．

（47）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，Ｓｂｖｅｎ托ａｎ，Ｗｂｒ，ｐｐ．71・74；Ｌ．上01ｉｖａ，ｑＣｉＬ，ｐｐ．34－35．

（48）Ｈ．Ｈ・Ｋａｐｌａｍ，Ｓｋｗ〝鞄ａＴＴ，肋ｒ，ｐＰ．50－56；Ｌ．上01ｉｖａ，呼ＣｉＬ，Ｐｐ．31－32；＆Ｎ．Ｂａｉｎ，ｑＰ．ＣｉＬ，Ｐｐ．194－197．

（49）Ｈ．Ｈ・Ｋａｐｌａｎ，助γｅ〃托α闇，肋ｒ，ｐｐ．5ｇ－‘0，12ト124；Ｌ．⊥01ｉＹａ，甲．血，ｐｐ．3か33，5＄．

（50）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，Ｓｂｖｅｎ鞄ａｎ，勒ｒ，Ｐｐ．61－66，77・79，96－9＄；Ｌ．Ｊ．01ｉｖａ，ｑ？．ＣｉＥ．，ｐＰ．33－41，43－44．71－72．

（51）Ｈ．Ｈ．Ｋ叩1ａｎ，Ｓｂｖｅｎ陀ａＴＴ，勒ｒ，ｐＰ．117－121；Ｌ．⊥Ｏｌｉｖａ，ｑｌ．ＣｉＬ，ｐｐ．54－57，59－61．

（52）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｋｍ，励酬旅肌，脈打，ｐｐ．00一別，94－9‘，115・11．7．

（53）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，助ｖｅ〝抱肌，桝肝，ｐｐ．60，102；Ｋ．Ａ．Ｒｏｉｄｅｒ，御Ｃれｐｐ．102－10‘．

（54）Ｄ．Ｋｉｒｂ”甲・ＣｉＥ．，ｐｐ．331・335；Ｓ．Ｐ．Ｏａｋｌｅｙ，ｑ）．ＣｉＬ．，Ｐｐ．146－149；Ｌ．上01ｉｖａ，呼．Ｃｉｌ．，ｐｐ．7㌻77．なお北欧諸国

の対応については、Ｇ．Ｌｉｎｄ，‘‘Ｔｈｅ ＭａｋｉｎｇｏｆｔｈｅＮｅｕｔｒａｌｉｔｙ Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ ｏｆ1756：Ｆｒａｎｃｃ ａｑｌｄ ｈｅｒ ＳｃａＬｎｄｉｎａｖｉａｎ

Ａｌ1ｉｅｓ’’，ＳｂａｎｄｉＭＶｉａｎＪｂｕｒｎａ［ｑｒ助わＤ，，Ｖｏｌ．8，1983；0．Ｔｕｘｅｎ，‘？ｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ａｎｄＰｒｉ0ｒｉｔｉｅｓ：ＴｈｅＤａｎｉｓｈＶｉｅｗｏｆ

ＮｅｕｔｒａｌｉｔｙｄｕｒｉｎｇｔｈｅＣｏＩｏｎｉａｌＷａｒＯｆ1755－1763”，ＳｔａｎｄｉｎａｖｉａｎＪｂｕｍａｌｑｆ’肋ｔｏｔｙ，Ｖｏｌ．13，1988．

（55）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｌ．，ｐｐ．）19－124；Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，ｑ）．Ｃｉｔ．，ｐｐ．212－220．

（56）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｌ．，ｐｐ．242，245．

（57）Ｈ．Ｈ．Ｋａｐｌａｎ，助ｗ〃托α闇，押加，ｐｐ．105－109；Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，甲．Ｃれｐｐ．199－202．

（58）Ｌ．Ｊ．Ｏｌｉｖち（ｐ．血，ｐｐ．109・121，163・1‘5，

（59）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｌ．，ｐｐ．124・129．フェルモアについては、朋孔閻混粍Ｖｏｌ．11，Ｐ．112．

（60）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．ＣｉＬ．，ｐｐ．130－139，209－210；Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，ｑＰＩＣｉ£，ｐｐ．249－259．

（61）Ｅ．Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，呼．Ｃｉｔ．，ｐｐ．139－142；Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，ｑＰＣｉＬ，Ｐト265－266．

（62）Ｅ・Ｖ．Ａｎｉｓｉｍｏｖ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．142－143；Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，ｑ）．ＣｉＬ，Ｐｐ．305－309．

（63）Ｗ・ピットの外交政策については、0．Ａ．Ｓｈｅｒｒａｒｄ，Ｌｏｒｄ肋Ｌｈａｍ：ＰＬＬｔａｎｄｔｈｅＳｂｗｎ鞄ａｒｓ，肋ｒ，Ｉ．ｏｎｄｏｎ，

1955；ＫＩＷ・Ｓｃｈｗｅｉｚｅｒ，ＦｋゐｒｉｃｋｔｈｅＧｎａｔ，ｍ／ｉａｍＰｉｔＬａＴｌｄＬｏｒｄＢｕＬｅ：ＴｂＡ喝ＪかＰｒｗｉａｎＡ）［ｉｂｎｃｅ，）756－］763，

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ，1991．なお七年戦争期イギリスの対ロシア外交に関しては、未見ながら、Ｃ．Ｅ．Ｋｉｓｔｌｅｒ，仏Ｂｒｉｔｉｓｈ

ＤｉｐｌｏｍａｃｙａｎｄＲｕｓｓｉａｄｕｒｉｎｇｔｈｅＳｅｖｅｎＹｅａｒＳ，ＷａｒＰ，Ｐｈ・Ｄ・ｄｉｓｓｅｒｔｄｉｏｎ，ＵｎｉｖｃｒｓｉｔｙｏｆＭｉｃｈｉｇａｎ，1946・

（64）Ｌ．Ｊ．Ｏｌｉｖａ，（ｐ．Ｃｉｌ．，Ｐｐ．13か142．

（65）Ｌ．⊥01ｉｖち呼．Ｃ鉦，ｐｐ．143－145，148－151．

（66）Ｌ．Ｊ．ＯｌｉＹａ，甲．Ｃ正，ｐｐ．17か174，1紬－1さ5．

〔Ⅴ〕通商条約政策

最後に通商条約政策の展開を検討しよう。通商条約は、一方では通商問題に関わるものとして、

ロシアと相手国との貿易関係に立脚した関税政策の延長線上に位置するが、他方では国際条約とし

て、ロシアと相手国との外交関係に強く規定されており、したがって先行諸節で考察してきたエリ

ザヴェ一夕女帝時代における経済・外交政策の総括としての位置を占めている。この点を意識しつ

つ、以下イギリス・フランス両国との通商条約交渉について順次確認したい。
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（1）対イギリス通商条約交渉

（Ｄ　オーストリア継承戦争と1734年英露通商条約の更新

黒海進出を指向するアンナ女帝は、1731年の関税改革によって海外貿易の拡大に立脚した軍事

財政の整備を指向する一方、1730年の英露国交回復によって産土戦争に必要な後席を追求し、対

するイギリス・ウオルポール内閣はバルト海経由羊毛製品輸出・船舶用晶輸入を振興するととも

に、フランス包囲体制の一環として英露関係の強化に腐心し、かかる両国の経済的・外交的利害を

背景として1734年の英蕗通商条約が締結された。ただし当該条約・第8粂で認可されたロシア領

内経由ベルシア通商の特権に関しては、その実現に向けていくつかの障害が存在している。

その第一はイギリス本国の通商規制である。イギリスでは共和制期1651年の航海条例Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ

Ａｃｔを継承・拡充した復古王政期1660年の航海条令（「海上憲章」Ｃａｒｔａ Ｍａｒｉｔｉｍａ）によって第三国

経由の外国貿易が禁止されており、例外措置として東インド会社・レヴアント会社は第三国（＝オ

スマン帝国）経由ベルシア生糸輸入を認可されていたものの、ロシア会社の第三国（＝ロシア帝国）

経由ベルシア貿易は依然として規制の対象であった。（1）かかる状況においてアンナ女帝治世末期の

1739年、イギリス商人・造船技師Ｊ・エルトンＪｏｈｎ Ｅｌｔｏｎ（？－1751）は、ロシア会社の資金援助

でアストラハンからカスピ海を南下して対岸のラシュトに航海し、搬送したイギリス毛織物製品を

売却するとともに、大量のべルシア生糸を買い付けて巨額の利益をあげている。エルトンはこの結

果を本国のロシア会社幹部及び現地の駐露イギリス大使Ｅ・フィンチに報告し、ベルシアが生糸輸

入・羊毛製品輸出の有望な市場であること、カスピ海経由ペルシア貿易はアルメニア商人を仲介し

ない故にオスマン領土・インド洋経由ベルシア貿易よりも一層安価な生糸輸入・大量の羊毛製品輸

出を実現できること、以上を主張している。（2）なおロシア会社に出資するイギリス地主階級も、自

己所領における牧羊経営を維持するべく、ベルシア向け羊毛製品輸出に強い関心を示した。（3）

以上の動きに対して通商問題を管轄するイギリス商務院Ｂｏａ血ｏｆＴｒａｄｅは、イングランド銀行重

役・総裁を歴任したロシア会社取締役Ｓ・ホールデンＳａｍｕｅｌ Ｈｏｌｄｅｎ（在任：1728－35年）の人

脈から同社と密接な関係を持ち、（4）のみならずマルセイユ・レヴアント会社の地中海市場進出によ

って、ロンドン・レヴアント会社のオスマン経由ベルシア貿易が衰退するに伴い、その代替手段と

してロシア領内経由ベルシア貿易に対する期待を強めつつあった。なかでも「ジュンキンスの耳の

戦争」によってスペイン・フランス両国が地中海ルートを封鎖し、この結果ベルシア生糸価格が高

騰するに及び、ロシア領内を経由する代替ルートの開拓は必至となった。（5）

かくして1740年11月、ロシア会社取締役Ｊ・トンプソンＪｏｈｎＴｈｏｍｐｓｏｎ（在任：1740－49年）

は、商務院官僚の助言を受けつつ、イギリス議会に航海条令の改正法案を提出した。これに対して

レヴアント会社のＷ・ジョリフＷｉｌｌｉａｍＪｏｌｌｉ飴はフランス商業資本との競争に伴う業績悪化を理由

に激しく反対する一方、またグロスターシヤー・エセックスの毛織物工業は安価ベルシア生糸製品

の輸入による羊毛製品需要の減退を警戒し、ロシア会社によるベルシア産品輸入を承認する交換条

件として同社によるベルシア向け羊毛製品輸出の遂行を要求している。他方トンプソンは、イギリ

スのレヴアント経由ベルシア貿易がフランスの地中海進出によって大幅に減少するなか、新たなロ

シア経由ベルシア貿易の開拓が生糸輸入・羊毛製品輸出の回復を実現する手段として有望であるこ

と、レヴアント会社のべルシア通商はロンドン巨大商人の特権的な商業利害を代弁しているのに対

して、地方港・中小商人に開放されたロシア会社のべルシア貿易は国民的な商業利害に貢献しうる

こと、以上を主張してレヴアント会社の反対を牽制した。改正法実は1741年3月に庶民院を、続

く4月に貴族院をそれぞれ通過し、かくして航海条令の改正とロシア会社のべルシア貿易参入が実
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現した。その際同社は、毛織物工業の利害を考慮し、ベルシア市場より輸入した各種産品と同等の

金額のイギリス羊毛製品をベルシア市場に輸出することを義務付けられた。（6）

第二の障害はロシア現地の通商規制である。航海条例の改正に続く1740－41年、聖ペテルプル

クで活動するイギリス商人は、ベルシア貿易に参入する前提条件として、①カザンにおける商船建

造の自由、②カスピ海における航行・寄港の自由、③ロシア船舶によるイギリス商船への救難義務、

④ロシア・ベルシア国境移動の自由、⑤アストラハンにおける商品搬出・搬入の自由、⑥アストラ

ハンにおける検疫特権、⑦ベルシア向け盤陀・鉛輸出の解禁、⑧アストラハン知事によるイギリス

商人への保護義務、以上の実現をェリザヴェ一夕政府に申請している。平行してイギリス本国では

ロシア会社取締役トンプソンが駐英大使Ⅰ・Ａ・シチェルバートフＩｖａｎＡｎｄｒｅｅｖｉｃｈ Ｓｈｃｈｅｒｂａｔｏｖに

対し、1734年通商条約・第8条の規定を改正してターレル銀貨ではなくループリ銀貨による関税

納入を認めるよう要求した。これに対してロシア商業参議会は、イギリス商人が請願する上記項目

①②③⑧を即座に了承したものの、他の事項については留保した。またトンプソンの要求に関して

は、イギリス議会での彼の演説を援用しつつ、占シア経由のべルシア通商がスミルナ経由のそれに

比べてはるかに安価である以上、ロシア政府としてはさらなる便宜を図る理由はないと反論し、む

しろ通過関税の納入場所をアストラハンから聖ペテルプルクへと変更する計画すら示唆した。（7）

かくして交渉は停滞したが、イギリス政府はオーストリア継承戦争が拡大するなか軍艦向け資材

供給のためバルト海経由ロシア貿易に関心を集中する一方、フランス包囲体制の一角として英藤岡

盟の締結を急ぎ、他方のエリザヴュータ政権もスウェーデン＝ロシア戦争を遂行する手段としてイ

ギリス向け輸出の拡大を挺子とした貿易黒字の確保・軍事財政の拡充に努め、かつスウェーデン包

囲の手段として英彦同盟の締結を指向した。かくして前述の如く1742年の英露同盟が成立したわ

けであるが、その付帯条項・第1条では1734年通商条約の現状維持とその更新が確認されており、

したがって当該同盟は外交問題と通商問題とを同時に解決した英彦関係の総括としての意味をもっ

ている。この結果イギリス商人は旧来の貿易特権を温存することに成功した反面、懸案のべルシア

通商に関しては現状維持が確認されるにとどまった。（8）

以上の結果、イギリス商人がベルシア通商に参入する法的条件は整ったのであるが、しかしなが

ら続く第三次トルコ＝ベルシア戦争（1742－46年）の勃発によってさらなる障害が発生している。

まず当該戦争によってベルシア通商の機会が絶対的に減少するなか、前述の如くアストラハンを拠

点とするアルメニア商人やアストラハン知事タティシチェフをはじめとする現地ロシア官僚は、イ

ギリス商人の新規参入に強い警戒を示した。またエルトンは、ベルシア君主ナディル・シヤーから

通商特権を認可された代価としてカスピ海におけるベルシア艦隊の建造を援助しており、これはロ

シア国防利害にとって重大な脅威となったため、ロシア政府もまたイギリス商人の活動を強く危快

することになった。なかでも1746年、ロシア政府がオーストリア継承戦争への参戦に備えてアス

トラハン方面の国境警備を縮／卜する一方、ナディル・シヤーはトルコ＝ベルシア戦争を終結して本

格的なロシア侵攻計画に着手するに至り、危機は頂点に達した。かかる状況においてアストラハン

知事タティシチェフはカスピ海で活動するイギリス商人を拘束し、また駐英大使シチュルバートフ

はイギリス政府に対してエルトンの活動を強く抗議した。これを受けて駐露イギリス大使ティロー

リは、オーストリア継承戦争の終結にはロシアの参戦が不可欠と判断し、直ちにエルトンに対して

イギリスへの帰国を指示する一方、ロシア会社商人Ｊ・ハンクェイＪｏｎａ5　Ｈａｎｗａｙもまた現地入り

してエルトンに即時帰国を促した。（9）しかしながらエルトンはこれに応じず、かくして前述の如く

1746年の勅令によってエリザヴェ一夕女帝はイギリス商人のべルシア貿易特権を廃止している。
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なお続く1747年のナデイル・シヤー廃位によってベルシア政府の対露戦争は回避され、この結果

ロシアのアストラハン支配が維持されるとともに、西方におけるオーストリア継承戦争への介入も

可能となったが、イギリス商人のべルシア通商は依然として禁止され続けた。

以上の如く1734年の英露通商条約及び1742年におけるその更新は、確かにバルト海貿易におい

てこそイギリスの支配的地位を保証したものの、ベルシア貿易に関してはロシアの経済的・外交的

利害からイギリス商人の参入を制限しており、したがって当該条約は必ずしも従来理解されている

如き単純な「イギリスの商業的勝利」ではなかったことに留意されたい。

②　七年戦争と1742年英霧通商条約の延長交渉

七年戦争の勃発により英霧雨国は相互に敵対する陣営に帰属したが、両国の交戦関係は回避され、

バルト海経由の英露貿易も従前通り展開された。この間、1742年の英露通商条約は1758年に満了

しているが、Ｐ・Ⅰ・シュヴァーロフは1757年の関税改革によって戦時財政を再建するにはイギ

リス向け輸出貿易の維持・拡大が不可欠と判断し、エリザヴェ一夕女帝は1759年9月の勅令によ

って1742年条約の暫定更新を認めた。以後、宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフは当該条約の正式更新

に向けて準備を進め、商業委員会に対して条約草案の作成を指示した。その際、市場向け所領経営

に従事する貴族階級、及び西欧向け輸出貿易に専心する商業資本は、その経済成長をイギリス向け

一次産品輸出の展開に負う反面、イギリス商人の独占行為に対して不満を高めつつあり、1760年

には商業委員会に対して以下の要求を含む陳情書を提出している。すなわち、1742年通商条約の

もとイギリス商人はロシア商人と同等の権利を享受しているのみならず、ロシア商人に義務付けら

れている国内課税・軍役義務の履行を一切免除され、かくしてロシア輸出・輸入貿易の実質を支配

していること、かかる現状を打開するには英露通商条約を改定してイギリス商人への過剰な優遇措

置を解消するとともに、ロシア商人に対する保護措置を強化する必要があること、以上である。（】0）

1761年7月、商業委員会は以上の如き国内資本の不満を踏まえつつ条約草案を作成し、駐露イ

ギリス大使Ｒ・ケイツに対して手交した。その概要は以下の通りである。第一は英彦両国商人の通

商特権に関してである。まず商業委員会は、ロシア政府が現時点において他国に許可している通商

特権こそイギリス商人にも自動的に適用することを従来通り承認したものの、しかしロシア政府が

将来において他国に許可する通商特権をイギリス商人に対しても無条件に付与するという文言は条

文から削除し、かくして1734年条約の規定するイギリスへの最恵国待遇を実質的に解消した（第2

条）。また商業委員会は、ロシア輸出貿易における両国商人の平等課税、及びイギリス輸入貿易に

おける航海条令の尊重、以上の文言を旧来の条文より削除する一方、イギリス商人の買付商品は当

該商人自身の船舶で輸出することのみ許可されるとの規定を新たに挿入した（第4条）。これは、

イギリス商人のロシア輸出貿易に対する過重課税の導入、ロシア商人のイギリス輸入貿易に対する

航海条令の免除、かつ現地イギリス商人相互における商品売買の禁止、すなわちイギリス商人によ

る内陸生産者と港湾外国商人とを媒介する中継貿易の禁止、を意味しており、内外通商におけるロ

シア国内商人の保護を意図するものであった。第二は七年戦争に伴う禁輸措置に関してである。ま

ず商業委員会は、乗組員の三分の二以上をロシア国民によって編成される船舶をロシア商船と見な

し、これにヨーロッパ中立諸国港湾における自由入港の権利を認めた（第3条）。またイギリスの

敵国（＝フランス）との通商活動は占領地帯を除き許可されること（第＄条）、その際軍需物資（武

器・弾薬）の取引は禁止されるが、大麻・亜麻・帆布・帆柱・銑鉄・穀物の取引は許容されること

（第9条）、イギリス私舎捕船・海軍による不法なロシア商船の停船、船員の拘束、貨物の接収、

保釈金の請求、等は即時に停止されること（第11・12条）、以上を新たな条項として設定した。（11）
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以上の如く商業委員会の起草した条約草案は、既存の英露通商条約に比してロシア商人の地位を

大幅に強化するものであり、イギリス政府はその受入を拒否して交渉は停滞することになる。条約

交渉は最終的に続くエカチェリーナ二世時代における1766年の英露通商条約へと帰結するが、そ

の交渉過程がもはやイギリス利害を中心に進行したわけではなかったことに止目されたい。（12）

（2）対フランス通商条約交渉

①　オーストリア継承戦争と仏露通商条約交渉

既に1730年代後半、フランス宰相フルリー枢機卿は、1734年の英彦通商条約で優位に立つイギ

リスに対抗するべく独自の仏露通商条約を指向する一方、イギリス包囲体制を補強する手段として

ロシアとの友好関係を追求し、ポーランド継承戦争が終結して間もない1737年には特使ラリー・

トレンダールＬａｌｌｙ－　Ｔｏｌｌｅｎｄａｌを派遣して通商条約の締結を打診している。しかし副宰相オステル

マンは通商条約の交換条件として、難航する露土戦争への軍事支援を要請したため、フランス政府

は盟邦オスマン帝国との友好関係を優先して交渉を中断している。（13）続く1739年、フルリー枢機

卿は駐蕗大使シェタルディを派遣したが、その際ロシア政情の調査とともに、仏露互恵通商条約を

締結する可能性、とりわけフランス産品に対する高率関税を緩和する可能性を探るよう、詳細な指

示を与えている。（14）他方オステルマンは、先に1734年の英露通商条約を成就した実績をもつ駐英

大使Ａ・Ｄ・カンテミールを駐仏大使として派遣し、オスマン帝国とのベオグラード講和交渉の仲

介を交換条件とした通商条約の締結を提起している。しかしながら駐土フランス大使ヴイルヌーヴ

はむしろオスマン帝国に有利な講和条約を斡旋し、この結果オスマン帝国から1740年のカビチュ

レーション更新を承認されてレヴアント貿易における優位を維持した反面、ロシア政府の不審を招

いて仏露通商条約を挺子としたバルト海貿易への進出には失敗している。（15）

続く1740年代にはオーストリア継承戦争の動向が仏蕗通商条約交渉に大きな影響を与えている。

まずフランス商業資本は、北米・アジア植民地との貿易活動を撹乱されるなか、仏露貿易の振興を

求める覚書をフランス政府に提出している。まず1745年の覚書は、オランダ商船をはじめとする

外国商船の媒介を廃した直接取引の必要を訴え、新たな特権企業「バルト海会社」Ｃｏｍｐａｇｎｉｅｐｏｕｒｌａ

ｍｅｒ Ｂａｌｔｉｑｕｅの設立を提言している。それによれば、同社は仏車両国政府の共同出資、及びロシア

通商に従事するサン＝マロ・ナント・ボルドー商人の資本参加で必要資金を調達し、総計12隻の

商船を建造・保有してロシアに繊維製晶・酒類・果実・金属雑貨を輸出する一方、ロシアより木材

・タール・生糸・油脂・毛皮・皮革を輸入し、これによって海軍艦艇・民間商船向け必要資材を安

価に調達できるはずであった。また同じく1745年の覚書「フランス・ワインの黒海経由ロシア・

ポーランド向け輸出に関する計画」は、ロシア市場をむしろフランス商品の輸出販路として重視す

るとともに、その輸送経路としてはイギリスの軍事的・経済的優位にあるバルト海域を避け、むし

ろフランスの勢力圏であるレヴアントから黒海に入るルートを提起している点が注目される。（1‘）

他方フランス政府は、オーストリア継承戦争が膠着するなか、エリザヴュータ女帝が英填両国と

同盟して参戦する危険を回避するべく仏露関係の回復を急ぎ、その手段として通商条約の締結に関

心を示した。既に1743年、フランス外務卿アメローは全権大使ダリオンを派遣した際、ロシア市

場がリヨン・トウール繊維産業にとって有望な輸出市場であること、しかるにイギリス商人の市場

独占によってフランス製品の進出が阻害されていること、かかる状況において政治問題よりもまず

貿易問題を解決する必要があること、以上を指示している。また1744年には有力閣僚の海軍卿Ｊ

－Ｆ・モールパＪｅａｎ－Ｆｒ6ｄ6ｒｉｃ Ｍａｕｒｅｐａｓがダリオンに対して「ロシアにおけるフランス国民の海上
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貿易及び海運に関する覚書」を送付し、イギリス海軍に対抗してフランス海軍を増強する際の船材

供給地帯としてロシア市場を位置付けつつ、早急に両国の直接通商を確立する必要を強調している。

仰続く1745年、外務卿ダルジャンソンは、ダリオンが仏蕗同盟交渉が難航するなか、同盟問題と

は切り離して通商条約交渉を進めるよう指示するとともに、ポーランド継承戦争が勃発した1733

年以来空白となっていた聖ペテルプルク領事としてサン・ソヴールＪｅａｎ・ＢａｐｔｉｓｔｅｄｅＣｕｒｙｄｅＳａｉｎｔ－

Ｓａｕｖ引∬を派遣した。かくして同年、フランス商人Ｊ・ミッシェルは通商条約草案を作成し、全権

大使ダリオン及び領事サン・ソグールを通じてエリザヴェ一夕政府に提示している。（18）

1745年の条約草案は、先行する1734年の英露通商条約においてイギリス商人が享受する特権を

意識しつつ、フランス商人に同等の権利を保証することを主眼としている。まず最恵国待遇条項に

ついては、英蕗条約の第2・3・4条がイギリス商人の寄港・居留・商業に関してこの措置を保証し

ているのに対して、フランス草案では第3・21・24・33条がフランス商人に対する最恵国待遇の採

用を規定している。次に関税納入方法については、英露条約・第5条が当時ヨーロッパ商人のなか

で唯一イギリス商人に対してのみ1ライヒスターレル＝125コペイカの換算割合でのロシア現地通

貨による納入を承認したのを受け、フランス草案・第6条はフランス商人に対して同様の原則を適

用するよう規定している。また関税税率について、英露条約・第27条はイギリス羊毛製品に対す

る優遇税率を採用しているが、対するフランス草案・第13条はフランスの各種酒類（ワイン・ブ

ランデー・リキュール）に対する輸入関税の25％免除を要求した。さらに訴訟問題については、

英蕗条約・第19－20条がイギリス商人に対して商業参議会への提訴権及び帳簿・文書の秘密保全

を保証したのに対して、フランス原案・第24－27条はフランス商人に対する同様の権利を規定し

ている。なおベルシア通商に関しては、英蕗条約・第各条がイギリス商人に対して領内経由ベルシ

ア貿易の特権を供与したものの、前述した如くロシア政府がイギリス商人の活動を警戒して当該特

権を解消した経緯を考慮し、フランス草案はベルシア通商特権の獲得を放棄している。（19）

しかしながら続く1747年、前述の如く宰相Ａ・Ｐ・ベストウージェフ＝リユーミンは英嘆両国

との紐帯を強化してオーストリア継承戦争に参戦し、仏普両国と戦争状態に入った。この結果1748

年に全権大使ダリオン及び領事サン・ソグールは相次いで帰国し、以後8年間にわたって両国の国

交は断絶したため、ここに仏露通商条約の計画は挫折している。（叫

②　七年戦争と仏霧通商条約交渉

1750年代の仏者通商条約交渉は七年戦争の推移に左右されながら進行する。まずフランス商人

は、植民地市場との海上交通が混乱するなか、各種一次産品輸入の代替市場としてロシア通商に対

する関心を一層高めたのみならず、1757年のロシア関税改革によって奪修晶を中心とするフラン

ス産品への輸入関税が強化されるに伴い、通商条約の締結は緊急課題となった。まず聖ペテルプル

クで通商活動を展開するフランス商人Ｊ・ミッシェル及びＪ・ラインバールは、前述の如くウクラ

イナでのタバコ生産・輸出事業に着手するなか、1755－56年に来訪した密使ダグラスに仏露通商

の振興を打診する一方、1757年より赴任した新任大使ロピタル及び領事サン・ソグールに対して

一連の請席活動を展開している。すなわち、ロシアはフランス商品に対して高い需要を持ち、年間

100，000，000リーグルのフランス商品を輸入していること、他方フランスは年間30，000，000リーグ

ルのロシア産品を輸入していること、対してロシアのイギリス商品に対する需要・輸入はその一割

程度にとどまっていること、にもかかわらず仏露両国の通商活動は外国商人によって間接的に実施

されており、フランス利害にとって多大な損害となっていること、ロシアとの直接通商が実現すれ

ばフランスは各種一次産品を他の海外市場のわずか半額で調達することが可能であること、以上を
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指摘して仏蕗両国の直接通商の実現を主張した。その手段として特許会社の設立を提起し、外国商

人・貴族階級の経営参加、国庫の補助金給付と赤字補填、フランス内外関税の免除、フランス海軍

向け船舶必需品供給の独占、ロシア通商に対する20年期限の独占、要するにかつてコルベールが

推進した特許会社と同等の権利を要求している。この1757年には他にも多数の覚書がフランス政

府に寄せられ、ルーアンのＮ・ボードウイン商会及びパリのボージョン＝グーセン商会は、これま

で仏者貿易を仲介してきたアムステルダムのホープ商会と提携して特許会社を設立する計画を示唆

している。対照的にルーアンのゴーダン商会は、1734年の英露通商条約によってイギリス製品へ

の課税が優遇されている一方、1757年の関税改革によってフランス商品？の関税が強化されてい

ることに対する不満を高め、仏露通商条約によって関税障壁を解消するとともにイギリス・オラン

ダ商人に対抗したフランス独自のバルト海貿易を展開する必要を訴えている。（21）

また当該期にはイギリス主導のバルト海経由ルートに対抗した新たな黒海経由ルートの開拓を訴

える覚書も多数提出されている。とりわけ1760年の「新たな仏露通商に関する覚書」は、アゾフ

海又はその近郊における港湾都市の建設によって、クリミア周辺にて産出される穀物・ロープ・マ

スト・食肉・獣皮・石鹸を直接輸入しうるのみならず、旧来聖ペテルプルク・リガ経由で搬送され

てきた産品についても国内河川を通じて一度南部ロシアに搬送し、その上で黒海経由にて輸入する

ことが可能であること、さらにはロシアのみならずポーランド・サーカシア・カザーク・ベルシア

との通商関係の開拓をも期待しうること、これによってバルト海を舞台に展開されてきたイギリス

商人のロシア貿易独占に多大な打撃を及ぼしうること、ただしフランス商人は黒海の海運事情に疎

い故にオスマン臣民たるギリシア商人を雇用するべきであること、等々を指摘している。（2）

他方、フランス政府は1757年の仏蕗同盟によって仏再開係を回復する一方、その紐帯を維持・

強化する手段として通商条約の締結にも強い関心を寄せた。このためロシア現地の外務官僚はフラ

ンス資本の請願活動に対して好意的態度を示している。まず密使ダグラスは、特許会社の認可によ

る通商関係の発達は仏蕗同盟の強化に貢献するのみならず、敵国イギリスの海外貿易を撹乱する効

果をもつとみなし、仏露通商条約の参考とするべく1734年英露通商条約に関する資料をフランス

本国に送付している。また駐露大使ロピタルは、前任地の両シチリア王国における英仏通商競争の

現状を踏まえ、仏露通商条約の締結はフランス商人の通商活動を促進するのみならず、1757年関

税の弊害を緩和するものと期待した。さらに領事サン・ソヴールは、1757年の政変で親英的なべ

ストウージェフ政権が崩壊するとともに、175＄年には1734年（1742年）の英蕗通商条約が満了し

てその更新交渉が難航している状況を指摘しつつ、仏密通商に関して楽観的展望を示している。（か）

また黒海経由ロシア通商の可能性に関しては、むしろオスマン帝国に駐在するスミルナ領事ペイ

ソネルＣｈａｒｌｅｓ－ＣｌａｕｄｅｄｅＰｅｙｓｏｎｎｅｌ（又はＰｅｙｓｓｏｒｍｅｌ・Ｐｅｙｓｓｏｎｅｌ：1727－90年）が興味を示し、1753

年にクリミア汗国を訪問した際には、同国を中継地点としたポーランドからタタールへの繊維製品

・皮革・毛皮輸出、及びフランスからポーランドへのコーヒー・砂糖・香料輸出の可能性を示唆し

ている。（24）またフランス本国でも外務卿ショワズールが黒海通商の振興に好意を示し、「南部ロシ

アは作物の販売市場を拡大して収穫・人口とも拡大してゆくことが期待されるが、当地の豊富・多

様な農業産品は複数の大河を経由して今や黒海沿岸にその販路を求めつつある。地中海を支配する

フランスは、現在北方で入手している産品のほとんどを、またフランス工業製品の広大な販路を、

今後このルートを通じて獲得しうることを忘れるべきではない」として、多大な期待を寄せた。（か）

しかしながら黒海貿易の開拓に関しては国王機密Ｃ・Ｆ・プロイＣｈａｒｌｅｓ Ｆｒａｎ90ｉｓ Ｂｒｏｇｌｉｅが批判

的見方を示した。すなわち、「ロシアはコンスタンチノープル経由でのフランス＝南部ロシア通商
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の確立を示唆しつつフランスとの通商条約交渉を志向しているが、ロシア黒海貿易の実現にはオス

マン政府の同意が必要であり、かつオスマン政府の同意を得られるか否かはフランス政府の態度に

かかっている。ロシアの対仏通商提案は一つの作戦であって、ロシアはただオスマン帝国に外国船

舶の海峡通行を受諾させる手段を追求しているにすぎない。ロシアはフランス海外貿易の発展を口

実としながら、実はロシア自身の黒海貿易の実現を期待しているのである」。のみならず、フラン

ス政府がオスマン帝国に黒海貿易の開放を要求しても、オスマン政府がこれを了承する可能性は低

く、むしろフランスに対するオスマン政府の疑念を招いて旧来の仏土関係を損なう危険すらあった。

同じく海軍卿は、フランス黒海貿易の実現はバルト海貿易の劣勢を補完する効果をもつとはいえ、

ロシア黒海貿易の支援による仏土同盟の解体はそれ以上に多大な損害を意味するとして、プロイの

警告を支持している。海軍卿は仏露通商の問題としてむしろロシア関税制度の不備を指摘しており、

1757年の関税改革が奪移晶への輸入関税を強化した結果、フランスの主力輸出産品たる奪移晶が

従価164％の不当に高い課税を受ける一方、イギリスの安価工業製品は従価50％の課税を受ける

にすぎず、かかる差別関税を解消して1754年関税に復帰することが肝要であるとした。（26）

以上の議論を踏まえ、1760年に外務卿ショワズールは駐露大使プルタイユに宛てて一連の覚書

を送付し、仏蕗通商の経路としては従来通りバルト海貿易を重視する一方、停滞する七年戦争の戦

局を打開するべく、仏葬通商条約の締結を代価としてエリザヴュータ政府に講和工作を依頼するよ

う指示している。これを受けて1761年、ブルタイユは新たな条約草案を作成してロシア政府に提

示し、仏蕗通商条約の締結によるイギリス独占体制の解体がロシア海外貿易の発展にとって有益で

あることを示唆する一方、その交換条件として英仏戦争の講和仲介を打診した。（2乃

しかしながらベルリン進軍を目前に控えた宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフはプロイセンとの早期講

和の必要を認めず、また商業委員会は最大の貿易相手国イギリスとの貿易関係を考慮して仏露通商

条約の締結に慎重な態度を示し、むしろその独自の通商思想・政策論争の展開を踏まえて、プルタ

イユの提示したフランス政府原案に対して批判的見解を示している。（罰）まずフランス草案・第2

条は、通商条約の適用地域を「ヨーロッパにおける両国のあらゆる領土」に限定し、1734年の英

露通商条約と同じく新大陸・アジアのフランス植民地をその対象から除外しており、したがってロ

シア商人に対してフランス植民地貿易への参入を禁止している。この規定に関して商業委員会はあ

えて異議を唱えなかったが、これは必ずしもフランスの保護主義に屈したことを意味するわけでは

なく、むしろ通商条約の対象からベルシア・アジア市場を排除することによって、フランス商人が

ロシア領内経由ベルシア貿易に参入する危険を回避するためであった。次にフランス草案・第3条

はロシア商船の定義として「当該船舶の乗員三分の二以上がロシア国民で編成される」ことを要求

し、したがって1734年英露通商条約における「乗員三分の二以上で編成される必要はない」とす

る規定を削除した。これは仏露通商が従来の如くイギリスはじめ第三国によって展開されることを

警戒した措置であったが、対して商業委員会はむしろ自国商船団の未熟を自覚しつつ、従来通り第

三国商人への依存を許容する態度を示している。またフランス草案・第4条は、フランス港湾に入

港するロシア商船に対して、その貨物が第三国港湾で積載された場合には一定の入港税を納入する

べきことを要求している。この条項は関税収入を重要な基礎とするフランス国家財政の事情、ある

いはフランス東インド会社の貿易特権を保護する必要に由来するものであった。しかしながら商業

委員会は両国相互の自由通商を規定した他の条項との矛盾を指摘し、その撤廃を主張している。さ

らにフランス草案・第5条はフランス商人によるロシア通貨での関税納入、及びその際における1

ライヒスターレル＝125　コペイカの換算割合の採用を規定し、1734年英露通商条約のもと旧来唯



鳥取大学大学教育総合センター紀要　第　2　号（2005） 103

一イギリス商人のみ享受してきた特権をフランス商人にも適用するよう画策した。商業委員会はこ

の要求に譲歩したが、換算割合としてはｌライヒスターレル＝82コペイカを主張している。（29）

かくして交渉は依然難航したが、それでも新たなフランスとの条約交渉の試みは、これまでイギ

リスとのバルト海貿易を基調としてきたロシア海外貿易の転換を予告するものとして、さらには後

のエカチェリーナ二世時代に実現する17＄7年仏露通商条約の原型をなすものとして、ロシア海外

貿易史上において一定の意義を有すると言えよう。（ユｑ

註
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ギリス海外貿易と航海条例」『明星大学・経済学研究紀要』第11号1979年、川瀬進「17世紀における航海
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代貿易の生成と展開』ミネルヴァ書房1992年、に再録）、深沢克己「レヴアント貿易と綿布」『土地制度史学』

第109号1卵5年、同「相世紀のレヴアント貿易とラングドック毛織物工業－アレッポ向け毛織物輸出の

変動をめぐって－Ｊ同上誌第125号1989年、川分圭子「近代英国のレヴアント貿易－相世紀の衰退に

ついて－」『史林』第73巻1990年；Ｒ．Ｄａｖｉｓ，”ＥｎｇｌｉｓｈＩｍｐｏｒｔｓ丘ｏｍｔｈｅＭｉｄｄｌｅＥａｓｔ1580－1780”，Ｍ．Ａ．Ｃｏｏｋ

（ｄ・），劇〟曲∫加血血0仰桝わ肋わりげＪ鹿雌肋Ｊ〝0椚血虎ねｅ〆血ね桝わＪ鮎タｒβ∫ｇ〝Ｊβ‘取山ｎｄｏｎ，1970，ｐｐ・

193－201．

（6）Ｄ．Ｋ．Ｒｅａｄｉｎｇ，ｑＰ．ＣｉＥ．，ｐｐ．，242・246；Ｎ．Ｃ．ＨｕｎもＯｐ．ＣｉＬ，ｐｐ．58－62；Ｄ．Ｓ．Ｍａｃｍｉｌｌａｎ，‘‘ＴｈｅＲｕｓｓｉａＣｏｍｐａｎｙｏｆ

ＬｏｎｄｏｎｉｎｔｈｅＥｉｇｈｔｅｅｎｔｈＣｅｎｔｕｒｙ：ＴｈｅＥ飴ｃｔｉｖｅＳｕｒｖｉｖａｌｏｆａ‘Ｒｅｇｕｌａｔｅｄ’ＣｈａｒｔｅｒｅｄＣｏｍｐａｎｙ’’，ＧｕｉｈＰ2ａｌｌ人血ｃｅ肋町，

Ｖｏｌ．4，1973，ｐｐ．227・22ｇ．

（7）Ｄ．Ｋ．Ｒｅｄｉｎｇ，甲．Ｃれｐｐ．，246－249．

（8）1742年英東条約・付帯条項の条文は、Ｃ．Ｊｅｎｋｉｎｓｏｎ（ｄ．），甲．Ｃ鉦，Ｖｏｌ．3，ｐｐ．中ト47．

（9）Ｄ．Ｋ．Ｒｅａｄｉｎｇ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐＰ．252－257；Ｊ．Ｆ．Ｂｒｅｎｎａｎ，呼．ＣｉＬ，Ｐｐ．177－178．なおハンクェイは、エルトンの説得

に失敗して帰国した後、以下の著作を公刊してロシア経由ベルシア通商の意義を訴えている。Ｊ．Ｈ弧Ｗ町，血

〃ねわｒわｄＪｃｃ蝕〝上げ血βｒ地力ⅣαおのｅｒＪ鮎Ｃ咽頭椚助α押加用．わ〟ｒ〝αＪげ升のｅねタ0桝エ0化わ〝／か¢喝わ月払∬ね

加わタｅｒ血，ｄ〃ｄｂαＣ鳥血0咽ね月∽血，Ｇｅｒ湘町8用ブ肋肋〃4ｂｎｄｏｎ，1753．
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（10）ｐ．Ｈ．Ｃｌｅｎｄｅｍｉｎｇ，“ＴｈｅＢａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎｓｆｏｔｔｈｅＡｎｇｌｏ－ＲｕｓｓｉａｎＣｏｍｍｅｒｃｉａＩＴｒｅａｔｙｏｆ1766”，Ａ．Ｇ．

Ｃｒｏｓｓ（ｅｄ．），ＧｒｅａｔＢｒｉｔａｉｎａｎｄＲｕｓｓｉａｉｎＬｈｅ卿ｔｅｅｎｔｈＣｂｎｔｕｌｙ：ＣｏｎＬａｃＬｓａｎｄＣｏｑｐｗねｏｎ，Ｎｅｗｔｏｎｖｉｌｌｅ，Ｍａｓｓ．，1979，

ｐｐ．148・149．

（11）Ｈ．Ｋａｐｌ肌，ＲｚａｓｉａｎＯｖｅｎｅａｓＣｂｍｍｅｒｃｅｗｉＬｈＧｒｅａｔＢＨＬａｉｎ血ｒｉｑｇｔｈｅＲｅ卸ｑｆ’ｃｂｔｈｅｒｉｎｅＬｔ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，1995，

ｐｐ．9－12．

（12））766年の英露通商条約については、Ｐ．Ｈ．Ｃｌｅｎｄｅｍｉｎｇ，“ＴｈｅＡｎｇｌｏ－ＲｕｓｓｉａｎＴｒａｄｅＴｒｅｄｙｏｆ1766：ＡｎＥｘａｍｐＩＣ
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（22）Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．74－75，＄1－82；Ｌ．⊥01ｉｖａ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐＰ．127－128．

（23）Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐＰ．68－71；Ｌ．Ｊ．01ｉｖａ，ｑ？．Ｃｉｔ．，ｐｐ．126－127，165－166．

（24）Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．191－192；Ｐ．Ｍａｓｓｏｎ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐｐ．64か643；Ⅰ．Ｒｅｙｃｈｍａｎ，“ＬｅｃｏｍｍｅｒｃｅｐｏｌｏｎａｉｓｅｎＭｅｒ

Ｎｏｉｒｅａｕ ＸＶＩＩｌｅ ｓｉ烏ｃｌｅ ｐａｒｌｅ ｐｏｒｔ ｄｅＫｈｅｒｓｏｎ”，（力ｈｉｂｎ血ｍｏｎゐｒｗｓｅ ｅｔｓｏｖｉｉｔｉｑｕｅ，Ｖｏｌ．7，1966，Ｐ．239；Ｈ．

Ｋｌｉｍｅｓｚ，“ＰｏｌａＪｌがｓＴｒａｄｅｔｈｎｕｇｈｔｈｅＢｌａｃｋＳｅａｉｎｔｈｅＥｉｇｈｔｅｅｎｔｈＣｅｎｔｕｒｙ”，Ｐｏ］ｉｓｈＲｅｖｊｅｗ，Ｖｏｌ．15，1970，ｐｐ．66－67．

なおペイソネルは後に『黒海貿易概論』（17＄7年）乃Ⅵ扉ぶ〟ｒねｃｏ研削ｅｒＣｅゐね桝βｒ∧わかち2ｔｏｍｓ，Ｐａｄｓ，1787を

著してフランスの黒海貿易参入を主張しており、17さ7年における仏密通南条約の締結を推進したイデオロー

グとして重要である。ペイソネルについては、Ｖ．Ｍｉｈｏｒｄｅａ，‘‘ＣｈａｒｌｅｓｄｅＰｅｙｓｓｏｎｎｅｌ”，ＢａＬｃａｎｉａ，Ｖｏｌ．5，1942；Ｇ．Ⅰ．

Ｂｒａｔｉａｎｕ，“ＬｅｓｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓｄｅＭ．ｄｃＰａｙｓｓｏｎｎｅｌｅｎ177ｒ，Ｒｅｖｕｅ旭ｔｏ′ｉ4ｕｅ血ｓｕｄ，ｅＳＬｅＺＬｒｑＰｅ6ｎ，Ｖｏｌ．6，1929．

（25）Ｈ．ＫＩｉｍｅｓちＯｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．‘5－6‘．

（2‘）Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．74－75；Ｌ．⊥01ｉｖａ，甲．ぐれｐｐ．128－129，1砧－167．

（27）Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔ．，ｐｐ．79－紬．

（2＄）Ｆ．Ｆｏｘ，Ｏｐ．Ｃｉｔりｐｐ．帥一別，さ7－8さ．

（29）Ｆ．Ｆｏｘ，ＯＰ．Ｃｉｔ．，Ｐｐ．89ｑｌＯＯ；Ｌ．⊥01ｉｖａ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐｐ．190－19ｌ．

（30）1787年の仏蕗通商条約については、Ｆ．Ｆｏｘ，ＯＰ．Ｃｉｔ．，ＣｈａｐｔｅｒｌＯ；ｉｄｅｍ，“Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｎｇｗｉｔｈｔｈｅ Ｒｕｓｓｉａｎｓ：

ＡｍｂａｓｓａｄｏｒＳ毎ｕｒ’ｓＭｉｓｓｉｏｎｔｏ Ｓａｉｎｔ・Ｐｅｔｅｒｓｂｕｒｇ，1784・1789”，伽ｎｃｈｍｓｔｏｒｉｃａｌＳｔｕｄｋｓ，ＶｏＩ．7，197）；上1．Ｖａｎ

Ｒｅｇｅｍｏｒｔｅち“Ｃｏｍｍｅｒｃｃｅｔｐｏｌｉｔｉｑｕｃ：Ｐｒｉｐａｒａｔｉｏｎｅｔｎｉｇｏｃｉａｔｉｏｎｄｕｔｒａｉｔ6触ＩＣＯ，ｒｕＳＳｅｄｅ1787’’，Ｃｂｈｉｅｒ血ｍｏｎゐ

ｒ払∬ビゼＪ∫〃Ⅴ諺軸〟ｇ，Ｖｏｌ．4，1963．

〔Ⅵ〕ピョートル三世時代における経済・外交政策の転換

以上、エリザヴェ一夕女帝時代の政策展開を検討してきたが、最後にピョートル三世時代の政策

展開に関して若干の考察を与えておこう。周知の如く、1762年1月（露暦1761年12月）にエリ

ザヴェ一夕女帝が崩御すると、皇太子ピョートルが新帝ピョートル三世（在位：1762年1－7月）

として即位したが、続く1762年7月（露歴1762年6月）の政変にて廃位され、その皇后エカチェ
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リーナがエカチェリーナ二世として即位する。かかる統治の短期性の故にこれまでピョートル三世

治世は単なるエピソードとして語られるにすぎず、また廃位の原因として人格的な欠点や政策上の

失態が指摘されてきたが、エリザヴェ一夕女帝時代からエカチェリーナ二世時代への移行を展望す

る上で、両帝治世を媒介したピョートル三世時代の分析は不可欠と思われる。（1）

（1）支配体制

ピョートル三世は、自身の即位を支持した宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフ及び立法委員会議長Ｒ・

Ⅰ・ヴオロンツオフを引き続き登用する一方、エリザヴェ一夕女帝体制を支援してきた政府高官の

粛正と若手官僚の登用を進めた。とりわけシュヴァーロフ一門の後退は顕著で、Ｐ・Ⅰ・シュヴァ

ーロフは女帝崩御の直後1762年1月に死没する一方、Ａ・Ⅰ・シュヴァ一口フは1762年2月に警

視総監を退任し、さらに先帝の寵臣Ⅰ・Ⅰ・シュヴァ一口フも後の1763年にはヴォルテールを頼

ってフランスへと亡命した。また歴代の元老院議長トルべツコイ・シヤホフスコイ両名も失脚して

いる。他方、宮廷会議の書記Ｄ・Ⅴ・ヴオルコフが特別顧問ｐ血γ　Ｓ胱ｒｅｔａⅣ・外務参議会長官に就

任する一方、立法委員会の委員Ａ・Ⅰ・グレヴォフは元老院議長に、また失脚したトルベツコイの

子息Ｐ・Ｎ・トルべツコイＰｅｔｒＮｉｋｉｔｉｃｈＴｒｕｂｅｔｓｋｏｉ（1721－64年）は元老院書記にそれぞれ任命さ

れ、高級官僚の世代交代が進んだ。なおＮ・Ⅰ・バーニンは1760年にスウェーデン大使の任務を

終えて帰国し、以来皇太子パーヴュルの個人教師として任用されている。（2）

他方ピョートル三世は既存組織の再編を進め、1762年ｌ－2月において宮廷会議及び秘密警察

を順次廃止するとともに、続く6月にはエリザヴェ一夕女帝時代に貴族階級の拠点として興隆した

元老院の立法権を停止している。平行して各参議会の権限を回復し、外交政策の権限を外務参議会

に返還する一方、商業委員会を解散して商業参議会に吸収した。また軍事に関してはプロイセンの

国制を模範として「評議会」Ｃｏｕｎｃｉｌ／Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｉｒｅｋｔｒｉｕｍを設置したが、その成員には上記の高級

官僚に加えて祖国ホルシュタイン公国より招略したドイツ人親族が含まれた。（3）

以上の支持基盤を前提にピョートル三世は一連の内政改革を展開している。まず1762年2月に

は「貴族の自由についての布告」（所謂「貴族解放令」）を発布し、エリザヴェ一夕時代末期にＲ

・Ⅰ・ヴオロンツオフが作成した立法委員会の原案を尊重しつつ、貴族の勤務制度を最終的に廃止

するとともに、貴族階級の農奴支配を保証している。この結果、貴族階級はかねてその弊害を訴え

てきた国家勤務の義務から漸く解放され、農奴労働に立脚した所領経営に専念することが可能とな

る一方、逆にピョートル三世としては宮廷官僚の寡頭支配・派閥抗争から脱却した独自の政策展開

を実現したと言える・。この原則は続くエカチェリーナ二世治世1785年の「貴族への恵与状」（所謂

「ロシア貴族の金印勅書」）にて集成されることになる。（4）また1762年3月には修道院領の世俗化

を布告して教会領農民を国有地農民として編入し、これによってギリシア正教会への統制を強化す

るとともに、国家財政の基盤拡充を実現した。これはピョートル三世によるギリシア正教会への冒

涜を意味する行為として、同帝が失脚した一因に数えられているが、現実には続くエカチェリーナ

二世も1764年にこの原則を再認している。（5）

（2）経済政策

次にピョートル三世時代の経済政策について、財政・通商の二大部門を焦点に検討しよう。

まず国家財政の動向を見れば（表18）、先帝以来継続されてきた七年戦争によって軍事経費は膨

張を続け、ピョートル三世治世においてその規模は平時の三倍に相当した。他方財政収入は直接税

の人頭税が34％、専売収入（塩・火酒）が24％、その他の間接税が6％を占めたが、相次ぐ税率
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表18：ロシア国家財政1762年
（ルーブリ・％）

歳　　　　　　　　　 入 歳　　　　　 出

人 頭 税 5，2 1 2，朗 5 （ 34 ）

軍 事 費 10 ，4 1 8，7 4 7 （ 6 3 ）

火 酒 税

塩 税

火 酒 税 9貼 ，95 0 （ 6 ）

‘塩　　 税 1，30 2 ，8 6 7 （ 9）

17 5 6 年 改 革

に 伴 う税 収

ｌ，射 0 ，9 0 5 （ 9）

官 房 費 1，1 50 ，0 0 0 （ 7 ）

′ト　 計 3，7 3 0，7 2 2 （ 2 4 ）

関　　 税

シ ベ リ ア 関 税 59 1，4 9 5 （ 4 ）

皇 室 費 60 3，3 3 3 （ 4 ）シェミヤーキン請 負 1，4 0 5，7 11 （ 9）

小　 計 1，99 7，2 0 6 （ 13 ）

貨 幣 改 鋳 59 7 ，3 8 3 （ 4 ） ウクライナ統 治 9Ｓ，14 7 （ 1）

国 有 地 地 代 45 5 ，5 14 （ 3 ）

行 政 費 4，2 3 2，4 3 2 （2 6 ）雑 収 入 2 ，4 0 0，5 4 5 （ 16 ）

臨 時 課 税 9 56 ，5 7 9 （ 6 ）

総　　 計 15，3 5 0，6 3 4 （10 0 ） 総　　 計 16，5 0 2，6 5 9 （10 0 ）

〔典拠】ｃ．Ｓ．Ｌｅｏｎａｌｄ，ｑＰ．Ｃｉｔ．，Ｐ．91．なお表中のシェミヤーキンは前述のコンスタンチノｐプル貿

易会社に関与したカルーガ商人シェミヤーキンと同一人物と思われるが、詳細は不明である。

引上によって税収拡大はほぼ限界に達していた。（‘）

以上の財政問題を解決するべく、新任の元老院議長Ａ・Ⅰ・グレヴオフによって一連の財政政策

が展開されている。まず租税に関しては、エリザヴェ一夕女帝時代の火酒・塩税引上によって間接

税収入は限界に達していたため、新たな税源として直接税（人頭税）の増徴が画策された。また上

述の貴族勤務の廃止・教会所領の接収は、行政的には貴族・教会の政策関与を抑制する効果をもつ

とともに、財政的には貴族階級の所領経営を振興することによって貴族の農奴支配・地代＝人頭税

徴収を強化し、また教会の農民支配・地代徴収を禁止することによって国家の農民支配・人頭税徴

収を強化し、かくして税源基盤を拡充することが期待された。（乃なお1762年2月には宗教寛容令

が発布され、これまで異端とされ弾圧されてきた古儀式派01ｄ Ｂｅｌｉｅｖｅｒｓの信仰が公認されている

が、これは必ずしもギリシア正教に対するピョートル三世の背信行為を意味せず、むしろ古儀式派

の浸透している商人の活動を保護するとともに、信仰の自由を求めてポーランドに逃亡していた農

民の帰村を促すことによって、税収基盤としての国内生産力の発展を保証する効果をもったと言え

る。現に古儀式派の公認は続くエカチェリーナ二世によっても維持されている。（8）

同時に一層安易な財源創出手段として、既にエリザヴェ一夕時代末期の1760－61年にＰ・Ⅰ・

シュヴァーロフが提起していた通貨悪鋳計画が再び注目され、1762年1月に実行された。この結

果、コペイカ銅貨の純分は16ループリ／プードから32ルーブリ／プードへとさらに半減され、ま

たループリ銀貨の純度も77％から72％へと削減された。以上の通貨改革により続く6ヶ月で総額

2，500，000ループリの財源が創出されたとされる。（男なお1762年5月には「発券銀行」Ａｓｓｉ卯如Ｂａｎｋ

の設立と紙幣発行が計画された。この試みは未遂に終わっているが、後の1768年にはエカチェリ

ーナ二世によってアッシグナツイヤ紙幣の発行が実行されることになる。（10）同時に外国金融機関

からの借入が計画され、1762年5月にＡ・Ⅰ・グレヴォフはオランダの二行に4％利子にて総額3

－4，000，000ルーブリの借款供与を依頼している。しかしロシア政府の支払能力に対する疑念から

交渉は難航し、一時は6－7％の高率利子が提起されたにもかかわらず計画は失敗した。（ｌｌ）

他方の貿易政策は、ピョートル三世の特別顧問Ｄ・Ⅴ・ヴォルコフによって牽引された。ヴォル

コフは前述の如く既にエリザヴェ一夕治世末期の商業委員会において農業生産の拡充を基盤とする
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自由貿易の採用を主張していたが、その政策思想は1762年3月の「独占貿易の廃止と自由貿易の

確立」に関する勅令として結実している。その第1条は、「ロシアの穀物は世界を養うことができ

る。国産穀物は大半が火酒生産に充当されるほど潤沢であり、その価格は農民が納税に必要な分量

のみ収穫するにとどまっているほど低廉である。しかるに広大な穀物生産地帯の多くが未開墾のま

まである。我々は穀物生産を奨励して穀物輸出を拡大するべく検討を始めなければならない」、ま

た「我々は国内に良好な港湾都市を保有しており、オレンプルクを経由してアジア・インド・北米

西岸に到達できるのみならず、黒海を経由するエジプト・アフリカへの道が未開拓のまま残されて

いる」として、バルト海・白海諸港及びカスピ海・黒海諸港の全てに国産穀物の海外輸出を認め、

特にバルト海諸港（リガ・レヴァル・ベルノフＰｅｍｏｖ）では輸出関税の半額を免除した。第2条

は、ウクライナにおける穀物・食肉・家畜輸出の自由、及びバルト海諸港におけるウクライナ産品

への輸出関税の減免、すなわち輸送経費の面でポーランド産品に劣るウクライナ産品への優遇措置、

を規定している。第3条は、アルハンゲリスクにおける獣脂産業への保護措置（海外輸出の禁止・

高率輸入関税の設定）の撤廃、及び家畜・海獣・獣脂の自由輸出、輸入関税への2％付加税及び他

のあらゆる禁輸措置の撤廃、以上を規定するとともに、今後は外国商人に自由港として解放し、か

つカザン・シベリア穀物の搬出拠点として機能することが期待されている。第7条はより生産経費

の高い産品であるダイオウ血ｕｂａｒｂ、亜麻製品、ピッチ、タール、灰汁、以上の生産・輸出に対す

る独占制度を撤廃し、逆に繊維産業・精糖産業に対しては外国産晶の自由輸入を規制した。第9条

は、ベルシアとのカスピ海貿易及びコンスタンチノープルとの黒海貿易における特権会社制度の廃

止、ロシア地方商人及びイタリア・ギリシア商人の参入奨励、を規定した。以上の如き輸出産品と

しての穀物の重視、その供給源泉としてのウクライナ開発、及び搬出経路としての南北諸港の開発、

等々の主張は、これまで専ら聖ペテルブルク拠点の船舶用晶輸出に特化してきたロシア輸出貿易の

変革を意図するものとして注目に借する。（12）

この1762年3月の自由貿易勅令に対して、これまで種々の特権によって輸出産業を独占してき

た貴族階級は強い警戒を示した。なかでも同年4－5月には貴族階級の後居たる元老院が当該勅令

の撤廃を求める一連の抗議行動を展開し、ダイオウ専売制度の復活、木材輸出のナルヴァー港への

限定、木材加工に必要な灰汁・ピッチの輸出規制、軍服生産に必要な狭布・粗糸への関税維持、国

庫財源として重要なリガ・アルハングリスクの関税維持、貴族階級による各種独占特権・徴税請負

制度の維持、以上を要求した。加えて元老院は、穀物輸出の拡大が国内穀物の不足を招いて穀物価

格の上昇に帰結すること、穀物輸出の拡大よりも国内穀物の備蓄を優先し、穀物輸出は余剰穀物が

存在する場合にのみ限定する必要があること、を指摘している。対して同じく元老院議員でも、Ｒ

・Ⅰ・ヴオロンツオフの子息Ａ・Ｒ・ヴオロンツオフＡｌｅｘａｎｄｅｒ Ｒｏｍａｎｏｖｉｃｈ Ｖｏｌｏｎｔｓｏｖ（1741－

1＄05年）はその重農主義傾向からむしろヴオルコフと見解を共有し、まず穀物価格の上昇はロシ

ア穀物生産者の収益を上昇させ、農業生産の改善を刺激すること、またリガにおける穀物輸出の解

禁はロシア内陸諸州のみならずポーランド・クールラントの穀物を吸収し、輸出貿易に従事する商

人を成長さすこと、むしろ穀物輸出の禁止はリガへの穀物輸送を抑制し、逆に穀物不足・価格上昇

をもたらすこと、以上を主張した。また同年5月には叔父の宰相Ｍ・Ⅰ・ヴォロンツオフに対して、

穀物輸出が禁止された場合、外国商人は穀物輸入を他の地域に依存するため、ロシア農民の輸出向

け穀物生産が減退する危険を警告している。（13）

最終的にピョートル三世は同年6月、前述の如く元老院の立法権限を停止する一方、自由貿易を

確認する勅令を再度公布し、自由貿易政策を確立している。（14）以後ピョートル三世はこの自由貿



108　　　　　　　武田元有：エリザヴェ一夕女帝時代のロシア海外貿易と経済・外交政策

易路線を実現する手段として、聖ペテルプルクを拠点とした原料取引に特化するイギリスとの貿易

関係よりも、むしろリガ・アルハンゲリスクその他諸港において穀物取引を含む多角的な商業活動

を展開するオランダとの通商関係を重視し、これを挺子としたウクライナ・シベリア内陸地帯とバ

ルト海・白海諸港との連結を期待している。その一貫として1762年にはオランダに外交使節を派

遣してハーグ商館の設置を計画した。（15）かくして先のエリザヴェ一夕女帝時代には国家の財政利

害を基軸に構築された経済政策は、今やピョートル三世時代には明確な通商利害を優先して編成さ

れたのであり、この路線は続くエカチェリーナ二世によって継承されることになる。

（3）外交政策

七年戦争の一角をなす普蕗戦争は、エリザヴェ一夕女帝末期においてロシア軍が優勢を保ち、軍

事的にはほぼロシアの勝利が確定していた。しかしながらピョートル三世は即位直後より軍隊の撤

収とプロイセンとの単独講和を急ぎ、1762年3月の休戦協定を経て同年5月の聖ペテルプルク条

約で正式に講和した。これに伴いフランスとの同盟関係が解消されたのみならず、既に1762年1

月にはフランス人の国外退去が布告され、この結果駐医大使ロピタル・プルタイユが帰国して両国

の国交関係は断絶している。（16）開戦以来の多大な犠牲を無にする外交方針の転換については、そ

の原因としてピョートル三世個人のフリードリヒ二世に対する崇拝傾向が強調されるとともに、そ

の帰結としてピョートル三世に対する国内不満の高揚とクーデターの発生が指摘されてきた。しか

しながら、七年戦争の放棄は必ずしもピョートル三世の独断によるものではなく、むしろ財政危機

を憂慮する宮廷官僚・元老院の意向を反映したものと言える。すなわち、まず宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロ

ンツオフは、既にエリザヴェ一夕女帝末期の1760年11月には宮廷会議において対普戦争の終結を

提起しており、ピョートル三世に対しても国家支出が30，000，000ループリの巨額に達していること、

軍隊にはその修復に10年を要するとさえ言われる深刻な損害が発生していること、以上の如き国

内混乱を示唆して即時の停戦を進言していた。同様に元老院も即位直後のピョートル三世に対して、

長期の対外戦争が国内経済を撹乱している現状を訴え、早期に戦争を終結する必要を主張している。

（17）実際、ピョートル三世の戦線離脱を批判して即位したはずのエカチェリーナ二世自身も、仏嘆

両国から打診された戦争の再開を一貫して拒否し、七年戦争には二度と復帰していない。このよう

にピョートル三世の戦争中断は国内に蔓延する厭戦気分を代弁したものであって、その方針は続く

エカチェリーナ二世によって継承されたと言えよう。

他方ピョートル三世は、祖国ホルシュタイン公国のシュレスヴィヒ回復を支援するべくデンマー

ク戦争の準備を進め、その手段として北方四国同盟（英瑞普露）の形成によるデンマーク包囲体制

の構築に努めた。（相）まずスウェーデンとの交渉を見れば、スウェーデンは既に1761年12月より

単独でプロイセンと休戦していたものの、ロシアとの明確な軍事同盟の形成には難色を示したため、

ロシアはデンマークによるバルト海支配の脅威を示唆して同盟締結を説得し、最終的にロシア＝デ

ンマーク戦争の際におけるスウェーデンの中立が約束された。（19）他方プロイセンとの交渉を見れ

ば、プロイセンは依然としてイギリスとの同盟関係を維持していたため、必ずしもロシアとの軍事

同盟を必要とせず、交渉は難航した。ところで1762年2月、和平派のイギリス国務大臣ビュート

は駐英ロシア大使Ａ・Ｍ・ゴリツインＡｌｅｋｓａｎｄｅｒ Ｍｉｋｈａｉｌｏｖｉｃｈ Ｇｏｌｉｔｓｙｎに対してもはや七年戦争を

継続する意志のないことを表明していたのであるが、ゴリツインはこれを誇張してイギリス政府が

間もなくプロイセンへの資金援助を打ち切る予定である旨を本国政府に伝達した。宰相Ｍ・Ⅰ・ヴ

オロンツオフはこの報告を駐露プロイセン大使Ｂ・ゴルツＢａｌｔｈａｓａｒ ｖｏｎ ｄｃｒ Ｇｏｌｔｚに伝え、さらに
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その報告を受けたフリードリヒ二世はイギリスの離反に大いに失望し、かくして駐英大使ミッチェ

ルに対してイギリスとの同盟解消を通告する一方、イギリスとの同盟関係に代わるロシアとの軍事

同盟を志向することになった。（20）こ甲結果、同年4月にイギリス政府がプロイセンへの資金援助

を正式に停止する一方、同年5月に普露両国は軍事同盟を締結し、プロイセンの対オーストリア戦

争及びロシアの対デンマーク戦争に対する軍事援助、プロイセンの対イギリス・フランス戦争及び

ロシアの対ベルシア・オスマン戦争に対する財政援助、プロイセンのシュレジェン領有及びロシア

のシュレスヴィヒ領有に対する支持、以上を相互に確認した。かくしてデンマーク包囲体制は着々

と整備され、以後ピョートル三世にとってイギリス・ビュート内閣（在任：1762年5月－63年4

月）との同盟締結が残された課題となった。（21）

しかしながら以上の如きホルシュタイン公国の失地回復を支援する外交政策は、イギリス王室の

ハノーヴァー防衛政策と同様、君主個人の王朝利害に由来するところが大きく、経済的なバルト海

貿易の振興と密着したエリザヴュータ女帝時代の七年戦争介入・クールラント進出とは対局をなす

のみならず、ピョートル三世自身の策定した自由貿易政策が想定する将来的な黒海・バルカン方面

への経済進出との矛盾をも内包していた。このように国内利害・経済利害から遊離した外交政策こ

そはクーデターの動機として重視さるべきものと思われる。現に続くエカチェリーナ二世は、七年

戦争への決別こそ踏襲したものの、北方におけるデンマーク戦争計画は早々に放棄し、むしろ外交

政策の焦点をポーランド分割・露土戦争に象徴される南方進出へと転換しており、大局的にはエリ

ザヴェ一夕女帝時代に高揚した南方進出路線へと回帰することになる。多くの点で継承・発展が確

認されるピョートル三世・エカチェリーナ二世両帝の政策体系ではあるが、外交政策の基本方針に

ついては決定的な相違が認められ、この点にこそ帝位交代の重大な背景が存在すると言えよう。

なお七年戦争は1763年のパリ条約で英仏関係が、同年のフベルトクスプルク条約で普嘆関係が

調停され、イギリス・プロイセン優位のまま終結する。かくして、エリザヴェ一夕女帝の戦争計画

が英普同盟を誘発して七年戦争勃発の一因をなしたとすれば、ピョートル三世の外交政策は英普同

盟を解体して七年戦争の終結を促進し、ロシアは勃発から終結まで七年戦争の帰趨において無視し

得ぬ役割を果たし、ヨーロッパ勢力均衡体系の重要な一翼を担うに至ったのである。

（4）通商条約交渉

以上の如き貿易・外交政策の展開は自ずと通商条約交渉にも影響を及ぼすことになった。

まずイギリスとの通商条約交渉については、ピョートル三世の自由貿易政策・対普請和によって

英寮通商条約の早期実現が期待された。しかしながらビュート内閣はエリザヴュータ治世末期に提

示されたロシア政府の条約草案に強い懸念を示し、まず1762年5月には商務院が、続く同年11月

にはロシア会社総裁Ｒ・ネトルトンＲｏｂｅｒｔ Ｎｅｔｔｌｅｔｏｎ（在任：1749－74年）が、それぞれ対抗草案

を作成している。その争点はほぼ次の三点にある。第一は英車両国商人の通商特権に関してであり、

ロシア海外貿易における他の外国商人との対等な地位（＝最恵国待遇の維持）、ロシア輸出・輸入

関税の納付における現地ロシア商人との対等な地位、ロシア現地におけるイギリス商人相互の商品

売買、1ライヒスターレル＝125コペイカでの正貨による関税納入、ロシア領内経由ベルシア向け

再輸出晶に対する輸入関税の87．5％の払い戻し、リガにおけるイギリス商人への通商規制の撤廃、

現地におけるイギリス商人相互の資金貸借、以上の承認を要求した。なかでもバルト海貿易の拠点

都市リガは、前述した如く1734年通商条約の適用対象より除外され、この原則は1742年条約更新

でも再認されたのみならず、1756年の通商規制は同市の通商特権を強化して外国商人の商業活動
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を制約しており、イギリス商人の強い不満を生んでいた。（急）第二は七年戦争に伴う禁輸措置に関

してである。イギリス政府は既存の航海条令によって乗組員の四分の三以上が当該諸国の臣民で編

成されることを当該諸国の船舶とみなす条件として規定しており、また禁輸品目として軍需物資の

みならず敵国にとって価値をもつと思われる全ての商品、とりわけ軍艦用船材．兵糧用穀物の全て

を指定した。第三は外交・軍事条項に関してである。宰相Ｍ・Ⅰ・ヴオロンツオフはピョートル三

世が画策するデンマーク戦争の前提条件として英彦両国の軍事同盟を指向し、さしあたり1742年

英露同盟を更新するとともに、通商条約のなかに軍事同盟に関する条項を挿入するよう要求したが、

イギリス政府は通商条約に同盟条項を挿入することを断固拒否した。（か）かくして交渉は依然とし

て難航し、最終的な条約更新は続くエカチェリーナ二世時代における1766年英露通商条約の締結

まで持ち越すことになるが、いずれにせよ英露通商条約がもはやイギリス側の一方的な経済・外交

利害によっては締結されえなくなっていた事実は注目されよう。

他方、平行するフランスとの通商条約交渉は、その内容として黒海経由の仏露貿易を展望してい

たから、南方方面への経済進出を指向するピョートル三世の自由貿易政策において有効な挺子とし

て機能となり得たのみならず、フランスはオスマン帝国の盟邦である故、黒海貿易の開放を実現す

る際の重要な外交手段となりえた。他方フランスではレヴアント貿易の拡充と七年戦争の終結のた

め依然としてロシアとの通商・外交関係の強化を指向しており、なかでも前述のスミルナ領事ペイ

ソネルは1762年に駐土フランス大使ヴェルジェンヌ及びプロヴァンス知事＝レヴアント貿易総監

のラ・トウールＬａ Ｔｏｕｒに覚書を送付し、黒海西岸（モルダゲイア・ワラキア・ブルガリア）・東

岸（サーカシア・コーカサス）との通商活動の開始によるレヴアント貿易の拡充を要求する一方、

南部ロシアとの通商関係の構築によってこれまでイギリスの独壇場であったロシア市場に参入する

ことが可能であることを主張し、通商条約の早期締結を訴えている。（明しかしながらエリザヴュ

ータ女帝の死去によって親仏政策の推進主体が消滅したのみならず、ピョートル三世の即位によっ

て仏露同盟は解体したため、両国の条約交渉は完全に頓挫している。（か）ここにピョートル三世の

経済政策と外交政策との矛盾が象徴されていると音えよう。かかる矛盾の解消は、エカチェリーナ

二世による仏者関係の回復を経て実現する1787年仏露通商条約の締結を待たねばならなかった。

証

（1）ピョートル三世に対する否定的評価の典型として、Ｂ・0・クリュチェフスキー、前掲邦訳、第四巻、397

－403頁、Ｒ．Ｎ．Ｂａｉｎ，ＰｅＬｅｒＨＬ坤ｒｏｒｑ／ＲｚＬＳＳＬａ：ｍｅＳｔｏｒｙｑｒａＣｒねねａｎｄａＣ＞ｉｍｅ，Ｌｏｎｄｏｎ，1902．しかしこの

ような評価もやはりエカチェリーナ二世の政権獲得を正当化する意図から脚色された性格が強く、最近では

むしろエリザヴュータ女帝時代からエカチェリーナ二世時代への円滑な転換を準備した時期として、ピョー

トル三世時代の史的意義が再評価されつつある。その論点は、まず人格的なプロイセン崇拝の傾向はほかな

らぬプロイセン出身のエカチェリーナ二世にも認められること、また一連の内政改革・外交政策の多くは続

くエカチェリーナ二世によって維持・継承されていること、ほぼ以上の二点に集約されると思われる。した

がってクーデターの背景としては、これまで主張されてきたようなピョートル三世の私的・公的失態は現実

には存在せず、むしろピョートル三世が七年戦争の終結に続いてデンマーク戦争を準備したことへの軍部の

警戒が重要であるとされる。Ｍ．Ｒａｅ托仏ＤｏｍｅｓｔｉｃＰｏＩｉｃｉｅｓｏｆＰｃｔｅｒｍ ａｎｄＨｉｓ Ｏｖｅｒｔｈｒｏｗ竹，Ａｍｅｒｉｃａｎ助ｔｏｒｉｃａｌ

Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌ．75，1970；Ｃ．Ｓ．Ｌｅｏｎａｒｄ，“ＴｈｅＲｅｐｕｔａｔｉｏｎｏｆＰｅｔｅｒＩⅡ”，ＲｕｓｓｉａｎＲｂｖｉｅｗ，Ｖｏｌ．47，1988；ｉｄｅｍ，Ｒゆｒｍａｎｄ

Ｒｅｇｉｃｉ＆：Ｔｈｅ Ｒｃ卸ｑｆＰｅｔｅｒｍｑｆＲｚＬＳＳｉａ，Ｂｌ00ｍｉｎｇｔｏｎ，1993；Ａ．Ｓ．Ｍｙｌ’ｎｉｋｏｖ，“Ｐｅｔｅｒｍ”，ＲｗｓｉａｎＳｌｕＬ＃ｅｓｉｒｌ

肋Ｌｏｔｙ，ＶｏＪ．32，1994（Ｒｅｐ．，“ＥｍｐｅｒｏｒＰｅｔｅｒＩＩＩ，，，Ｄ．Ｊ．Ｒａｌｅｉｇｈ（ｅｄ．），ｑＰ．ＣｉＬ．．）；田中他編、前掲書、第二巻、68－69

貢、和田編、前掲書、179、相3頁。

（2）ｃ．ｓ．Ｌｅｏｎｄも甲．Ｃ正，ｐｐ．30－31，37・3さ．
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（3）ｃ．ｓ．Ｌｅｏｎａｌｄ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐｐ．35－36；Ｍ．Ｒａｅ伍ｏｐ．ｃｉｔ．，Ｐｐ．1306－1307；⊥Ｐ．ＬｅＤｏｎｎｅ，ｑＰ．ＣｉＬ，ｐｐ．84－85．

（4）ｃ．ｓ．Ｌｅｏｎａｌｄ，ｑ）．Ｃｉｔ．，Ｃｈａｐｔｅｒ2；Ｒ．Ｅ．Ｊｏｎｅｓ，ｑｌ．ＣｉＬ，ｐｐ．27・38；鳥山「エカテリナ二世の地方改革」232－234

貢、田中他編、前掲書、第二巻、69－70貢。

（5）ｃ．ｓ．Ｌｅｏｎａｌｄ，ｑ？．ＣｉＬ，Ｃｈａｐｔｅｒ3；Ｍ．Ｒａｅ代ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐＰ．1295－1297．
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むすび

最後に以上の論点を要約し、エリザヴェ一夕女帝時代の史的位置を確認しておこう。

第一にロシア海外貿易の構造に関しては、既に先行研究の数量分析が指摘する如く、バルト海貿

易の興隆、取引品目における船舶必需品・棒鉄輸出及び羊毛製品・各種奪修晶輸入の定置、相手市

場編成におけるオランダの後退とイギリスの台頭、以上の傾向がェリザヴェ一夕女帝時代にはほぼ

定着し、ロシア市場はイギリス重商主義の一角を構成するとともに、バルト海・ズンド海峡経由イ

ギリス通商はロシア海外貿易の動脈としての地位を確立した。しかるに先行研究に欠如する政策分

析を試みる場合、特権会社の設立を挺子とする黒海貿易の始動、南部ステップ・黒土地帯における

輸出向け商品作物の生産、相手市場としてのフランス・地中海諸国の志向、以上の如き黒海・両海

峡経由フランス通商の萌芽が生成していることは注目される。もちろん当該段階においてこの試み

は頓挫し、したがって統計上は依然としてバルト海経由イギリス通商を最大の要素として析出せざ

るをえないが、その背後で新ルート開発が試みられていた事実は、続くエカチェリーナ二世時代に

おける黒海貿易の成長と南部ロシア農業の発達を考える上で重要な伏線をなすと言えよう。

第二にロシア外交政策の展開に関しては、オーストリア継承戦争における1742年英露同盟の形

成、七年戦争における1756年仏寮同盟の締結、及び二大戦争を通じた嗅露同盟の維持・強化、以

上を通じて、ロシアはヨーロッパ国際政治の一翼を担うとともに、バルト海世界における覇権国家

としての地位を維持・拡大した。その際、イギリス・フランス両国との同盟交渉を見る場合、対土

戦争に対する軍事的・財政的援助の提供を繰り返し要求していることは注目される。もちろん当該

段階において対土同盟構想は挫折し、またオスマン帝国自身もベルシア戦争に忙殺されてヨーロッ

パ状勢に関与しなかったため、地図上は依然としてオスマン帝国の黒海・ルーマニア支配が存続し

たが、その裏で露土戦争に備えた同盟関係が着々と整備されていた事実は、来るべきエカチェリー

ナ二世時代における南下政策の遂行と黒海進出の実現を考える上で重要な背景をなすと言えよう。

第三に通商条約に関しては、1740年代には経済的な対英バルト海貿易の興隆と政治的な1742年

英蕗同盟の締結を背景として1734年の英露通商条約が更新され、バルト海をめぐる実務両国の通

商・外交関係が一層強化された。しかるに続く1750年代には、対フランス黒海貿易の志向と1756

年仏蕗同盟の形成を契機として、旧来の英彦通商条約の廃棄と新たな仏露通商条約の締結が交渉さ

れていることは注目される。もちろん当該段階において仏露通商条約の試みは未完に終わり、最終

的にエカチェリーナ二世時代の1766年に英彦通商条約が改正・更新される結果となるが、対英交

渉と平行した対仏交渉の展開は、後におけるバルト海方面から黒海・地中海方面へのロシア海外貿

易の軸点移動を展望する上で留意さるべき事実と言えよう。

以上の如く、エリザヴュータ女帝時代において、ロシア海外貿易はバルト海貿易から黒海貿易へ

と、またロシア外交政策の基調はバルト海覇権をめぐる英彦同盟から対土戦争に備えた仏産同盟へ

と、さらに通商条約交渉の焦点はバルト海貿易を基盤とする英彦通商条約から黒海貿易を展望する

仏産通商条約へと、移行する傾向を見せた。この点においてエリザヴェ一夕女帝時代は、北方戦争

を手段にバルト海進出を実現したピョートル時代、露土戦争を挺子に南方進出を達成したエカチェ

リーナ時代、まさに前者から後者への移行を媒介する位置を占めていると言えよう。

〔付紀〕本稿は平成17年度科学研究費補助金（若手研究Ｂ）に基づく研究成果の一部である。

（2005年10月17日受理）


